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明
清
時
代
の
徽
州
府
で
は
、
特
定
の
家
な
い
し
同
族
に
「
主
僕
の
分
」
を
も
っ
て
服
麗
し
、
小
作
料
の
ほ
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
労
役
を
負
措
す

る
「
佃
僕
制
」
が
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
た
。
徴
州
の
佃
僕
制
は
宋
元
時
代
に
は
す
で
に
一
般
的
で
あ
り
、
他
の
地
域
で
は
こ
の
種
の
租
佃
形
式
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が
解
消
し
つ
つ
あ
っ
た
明
清
時
代
に
も
存
揮
し
、

さ
ら
に
は
民
園
期
ま
で
根
強
く
残
存
し
て
ゆ
く
。

明
清
期
の
佃
僕
制
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
豊
富
な
文
書
史
料
に
よ
り
、
早
く
か
ら
多
く
の
研
究
が
護
表
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
さ
き
に
、

文
約
・
合
同
な
ど
の
計
七
十
五
例
の
徽
州
文
書
の
検
討
に
よ
り
、
明
代
後
期
の
徽
州
郷
村
枇
舎
に
お
け
る
紛
争
庭
理
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
そ

(
1〉

の
う
ち
四
分
の
一
に
近
い
十
八
例
が
、
佃
僕
や
奴
僕
と
主
家
の
あ
い
だ
の
紛
争
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
徽
州
文
書
資
料
集
に
牧
め
ら
れ
た
民
間

文
書
の
ほ
か
、
佃
僕
制
に
闘
す
る
研
究
論
文
に
引
用
さ
れ
た
文
書
や
、
各
種
の
訴
訟
文
書
を
も
利
用
し
て
、
明
代
後
期
の
徽
州
郷
村
社
舎
に
お

け
る
主
僕
紛
争
の
諸
相
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

明
清
徽
州
の
佃
僕
制

佃
僕
制
は
徽
州
文
書
研
究
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
、
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
分
野
で
あ
る
。
ま
ず
一
九
六

O

(

2

)

 

年
、
停
衣
凌
氏
は
徽
州
文
書
を
用
い
た
最
初
の
研
究
と
し
て
、
『
文
物
』
誌
上
で
明
代
徽
州
の
佃
僕
文
書
を
紹
介
し
検
討
を
加
え
た
。
文
化
大

(

3

)

(

4
〉

革
命
に
よ
る
中
断
を
経
て
、
七
十
年
代
後
牟
か
ら
は
葉
顛
恩
氏
や
章
有
義
氏
が
精
力
的
に
佃
僕
制
研
究
を
進
め
、
そ
の
後
も
八
十
年
代
前
牟
を

(

5

)

(

6
〉

(
7〉
〈

8
)

中
心
に
、
劉
重
日
・
貌
金
玉
・
劉
和
恵
・
彰
超
な
ど
の
各
氏
に
よ
っ
て
多
く
の
専
論
が
瑳
表
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
九
十
年
代
以
降
は
、
周
紹

泉
氏
や
陳
桐
雲
氏
に
よ
り
、
文
書
史
料
に
よ
る
佃
僕
の
家
系
の
復
原
や
、
佃
僕
身
分
を
め
ぐ
る
訴
訟
案
件
の
詳
細
な
分
析
な
ど
、
社
曾
史
的
な

(

9

)

(

却
)

覗
角
か
ら
の
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
で
も
仁
井
田
陸
氏
や
小
山
正
明
氏
が
、
停
衣
凌
民
ら
の
紹
介
し
た
文
書
に
検
討
を
加
え
、
欧

(

日

〉

米
で
も
C
・
M
.
ゥ
ィ
エ
ン
氏
や
H
・
ズ
レ
ン
ド
ル
フ
ァ

l
氏
に
よ
る
論
考
が
護
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
主
と
し
て
も
っ
と
も
包
括
的
な
葉

額
恩
氏
の
研
究
に
も
と
づ
き
、
他
の
論
考
や
筆
者
自
身
の
知
見
を
ま
じ
え
、
明
清
徽
州
の
佃
僕
制
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

(

ロ

)

(

臼

)

佃
僕
は
庄
僕
・
地
僕
・
庄
佃
・
庄
人
・
圧
戸
な
ど
と
も
稿
さ
れ
、
明
代
に
は
「
火
佃
」
の
稽
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
佃
僕
は
み
ず
か
ら

の
主
家
を
、
一
般
に
「
房
東
」
と
稽
す
る
。
佃
僕
制
が
徽
州
に
定
着
し
た
の
は
お
お
む
ね
宋
代
と
考
え
ら
れ
、
急
速
に
進
む
山
村
型
の
地
域
開

設
の
過
程
で
、
有
力
な
地
主
や
宗
族
が
、
土
地
や
財
産
を
持
た
な
い
外
地
か
ら
の
流
入
者
な
ど
を
集
め
、
土
地
や
家
屋
を
供
興
し
て
開
墾
や
農
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耕
を
お
こ
な
わ
せ
、
集
約
的
な
農
業
経
営
を
進
め
る
な
か
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

佃
僕
身
分
を
構
成
す
る
篠
件
は
、

一
般
に
「
佃
主
田
・
住
主
屋
・
葬
主
山
」
と
表
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
主
家
の
団
地
や
山
林
を
耕
作
し
て

生
計
を
立
て
、
主
家
の
提
供
す
る
住
居
に
住
み
、
死
後
は
主
家
の
所
有
す
る
墳
山
に
葬
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
清
時
代
、
徽
州
の

有
力
宗
族
は
し
ば
し
ば
自
家
の
所
有
す
る
団
地
や
山
林
の
附
近
に
、
「
庄
」
と
よ
ば
れ
る
居
住
地
を
設
け
、
土
地
を
持
た
な
い
農
民
を
召
募
し

田
地
の
耕
作
や
山
林
の
栽
養
に
首
た
ら
せ
た
。
ま
た
墳
墓
の
そ
ば
に
佃
僕
の
住
む
圧
屋
を
建
て
、
墳
墓
の
看
守
や
墳
林
の
管
理

を
お
こ
な
わ
せ
た
り
、
主
家
が
居
住
す
る
村
落
内
に
庄
屋
を
設
け
、
村
内
外
の
巡
警
や
洞
堂
の
管
理
な
ど
に
賞
た
ら
せ
る
こ
と
も
多
い
。
佃
僕

の
死
後
は
、
主
家
が
墳
地
を
給
付
し
て
埋
葬
さ
せ
、
子
孫
が
代
々
佃
僕
と
し
て
の
つ
と
め
を
績
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
一
般
の
農
民
が
、
佃

僕
の
妻
女
と
の
結
婚
や
入
賞
を
通
じ
て
佃
僕
身
分
を
艦
承
し
た
り
、
家
内
奴
僕
が
配
偶
者
を
あ
た
え
ら
れ
、
田
地
や
房
屋
を
給
付
さ
れ
て
佃
僕

て
佃
僕
と
し
、

と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

佃
僕
は
一
般
の
佃
戸
と
お
な
じ
よ
う
に
、
主
家
の
田
地
や
山
林
を
租
佃
し
て
小
作
料
を
支
掛
っ
た
が
、

儀
、
祭
杷
や
行
事
な
ど
の
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
努
役
を
負
措
す
る
義
務
が
あ
っ
た
。
一
般
の
農
民
が
佃
僕
と
な
る
と
き
に
は
、
通
常
「
麿
役
丈

約
」
・
「
服
役
文
約
」
な
ど
の
文
書
を
立
て
、
佃
僕
と
な
っ
た
事
由
や
経
過
、
慮
役
の
内
容
、
違
約
時
の
罰
則
な
ど
を
規
定
す
る
。
ま
た
佃
僕
が

主
家
の
土
地
を
租
佃
す
る
と
き
に
は
、
こ
れ
と
は
別
に
あ
ら
た
め
て
租
国
約
や
租
山
約
を
立
て
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
佃
僕
に
な
ん
ら
か
の

そ
れ
と
と
も
に
主
家
の
婚
姻
や
葬

-3-

過
犯
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

「
還
文
約
」
や
「
還
文
書
」

を
立
て
、

謝
罪
や
賠
償
、

再
犯
時
の
慮
罰
な
ど
を
定
め
る
と
と
も
に
、

「
鷹
役
文

約
」
の
規
定
を
再
確
認
し
た
。

た

ま
た
佃
僕
身
分
の
縫
承
に
際
し
て
も
、

あ
ら
た
め
て
麿
役
文
約
や
還
文
約
を
立
て
て
臨
服
役
義
務
を
再
確
認
し

佃
僕
は
家
内
奴
僕
と
は
異
な
り
、

む
の
が
普
通
で
あ
り
、

み
ず
か
ら
一
家
を
な
し
て
生
産
手
段
や
家
産
を
私
有
し
、
濁
立
し
た
家
計
の
も
と
で
農
業
経
営
を
い
と
な

あ
る
程
度
の
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
一
方
で
佃
僕
の
婚
姻
や
承
維
に
は
房
東
の
認
可
が
必
要
で
あ

り、
・
房
東
が
配
偶
者
を
手
配
す
る
こ
と
も
多
い
。
佃
僕
に
は
個
々
の
地
主
の
家
に
服
属
す
る
者
と
、
調
堂
や
墳
墓
な
ど
の
族
産
の
も
と
で
宗
族

421 
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や
そ
の
支
涯
に
服
属
す
る
者
が
あ
っ
た
が
、
個
々
の
家
に
服
属
す
る
場
合
で
も
、
佃
僕
の
一
族
は
、
房
東
の
一
族
に
謝
し
て
「
主
僕
の
分
」
が

あ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
佃
僕
は
無
断
で
圧
地
を
は
な
れ
て
移
住
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
庄
地
が
貰
買
さ
れ
る
と
佃
僕
は
あ
ら
た
な
所
有
者
に
た

い
し
て
服
役
し
、
庄
地
が
分
割
相
植
さ
れ
る
と
佃
僕
の
膿
役
義
務
も
分
割
さ
れ
た
。
た
だ
し
一
般
的
に
は
、

主
家
は
佃
僕
の
人
身
を
全
人
格
的

に
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
使
役
擢
を
所
有
し
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
り
、
庄
地
の
買
買
や
均
分
相
績
に
と
も
な

い
移
轄
し
た
り
分
割
さ
れ
る
の
も
、
原
則
的
に
は
佃
僕
の
使
役
擢
で
あ
っ
て
佃
僕
の
人
身
自
瞳
で
は
な
い
。

徽
州
の
佃
僕
制
は
明
代
を
、
通
じ
て
強
固
に
維
持
さ
れ
た
が
、
明
代
後
期
に
は
主
僕
関
係
の
緊
張
や
佃
僕
の
流
動
が
し
だ
い
に
顕
著
に
な
っ
て

ゆ
く
。
明
清
安
代
期
に
は
、
佃
僕
・
奴
僕
に
よ
る
大
規
模
な
叛
飽
が
勃
護
し
、
そ
の
後
は
ふ
た
た
び
主
僕
閥
係
が
再
構
築
さ
れ
る
も
の
の
、
依

む
し
ろ
大
規
模
化
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
か
し
落
正
年
聞
の
い
わ
ゆ
る
「
賎
民
解
放
令
」
に
よ
っ
て
、

然
と
し
て
主
僕
紛
争
は
多
裂
し
、

子
々
孫
々
に
わ
た
っ

て
離
脱
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
佃
僕
身
分
は
し
だ
い
に
緩
和
さ
れ
、

十
九
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
、

明
確
な
貰
身
丈
契
が
あ

- 4ー

り
、
現
時
黙
で
主
家
に
扶
養
さ
れ
、
服
役
す
る
も
の
以
外
は
佃
僕
身
分
か
ら
の
離
脱
を
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
影
響
も
あ
っ
て
清
代
後
半
期
に
は

個
々
の
地
主
に
属
す
る
佃
僕
は
減
少
す
る
傾
向
に
あ
り
、

し
だ
い
に
一
般
の
租
佃
関
係
へ
と
代
わ
っ
て
ゆ
く
。
と
は
い
え
と
く
に
周
迭
の
山
開

部
で
は
、
岡
堂
な
ど
に
属
す
る
佃
僕
制
は
、
二
十
世
紀
の
前
半
期
ま
で
根
強
く
存
綾
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

明
清
徽
州
の
有
力
宗
族
や
地
主
は
、
佃
僕
だ
け
で
は
な
く
多
く
の
家
内
奴
僕
も
保
有
し
て
い
た
。
明
代
に
は
も
と
も
と
庶
民
に
よ
る
奴
解
保

有
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
奴
僕
を
擬
制
的
な
家
族
員
と
し
て
「
義
男
」
と
稽
す
る
こ
と
も
多
い
。
奴
僕
は
原
則
と
し
て
濁
立
し
た
家
計
を

も
た
ず
、
主
人
に
扶
養
さ
れ
て
耕
作
や
家
内
務
働
、
そ
の
他
の
雑
役
に
し
た
が
い
、
服
役
の
内
容
も
無
制
限
で
あ
っ
た
。
佃
僕
身
分
の
根
擦
が

各
種
の
麿
役
文
書
で
あ
る
の
に
封
し
、
奴
僕
身
分
の
根
擦
は
身
買
り
の
際
に
立
て
る
買
身
文
書
で
あ
る
。
頁
身
文
書
に
は
車
な
る
「
貰
子
契
」

と
い
っ
た
形
式
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
婚
書
」
や
「
入
賞
文
約
」
を
立
て
、
奴
僕
の
妻
女
と
結
婚
あ
る
い
は
入
賞
し
て
奴
僕
身
分
を
継
承
す
る

と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
主
家
は
奴
僕
の
使
役
擢
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
人
身
や
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
贋
範
な
支
配
擢
を
有
し
て

、--。
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と
は
い
え
賓
際
に
は
、
佃
僕
と
奴
僕
と
の
匡
別
は
、
必
ず
し
も
絶
罰
的
な
も
の
で
は
な
い
。
奴
僕
の
な
か
に
は
主
人
に
よ
り
家
屋
や
耕
作
地

を
輿
え
ら
れ
、
濁
立
し
た
家
庭
を
な
し
て
し
だ
い
に
佃
僕
に
出
変
わ
っ
て
ゆ
く
も
の
も
あ
り
、

一
方
で
佃
僕
の
な
か
に
も
、

し
だ
い
に
主
家
へ
の

隷
属
度
を
高
め
、
奴
僕
化
し
て
ゆ
く
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
中
間
的
な
形
態
も
多
い
う
え
、

「
僕
」
・
「
僕
人
」
・
「
世
僕
」
な
ど

の
呼
稽
は
佃
僕
・
奴
僕
の
隻
方
に
用
い
ら
れ
る
た
め
、
文
書
や
史
料
に
よ
っ
て
は
い
ず
れ
か
判
断
が
つ
き
か
ね
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
佃
僕
が

租
佃
文
書
な
ど
を
立
て
る
場
合
、

し
ば
し
ば
佃
僕
身
分
を
明
示
せ
ず
、
単
に
「
佃
人
」
・
「
某
都
住
人
」
な
ど
と
自
稽
す
る
こ
と
も
多
く
、
こ
の

場
合
一
般
の
佃
戸
で
あ
る
か
佃
僕
な
の
か
剣
断
が
つ
き
に
く
い
。
た
だ
穂
じ
て
、
文
書
上
で
相
手
方
を
「
房
東
」
・
「
房
主
」
・
「
東
主
」
な
ど
と

稽
し
て
い
る
場
合
は
、
佃
僕
と
判
断
し
て
お
お
む
ね
開
遣
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

文
書
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た
明
代
徽
州
の
主
僕
紛
争

こ
こ
で
は
各
種
の
文
書
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た
、
明
代
徽
州
の
佃
僕
・
奴
僕
を
め
ぐ
る
紛
争
事
例
を
、
一
覧
表
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
し
た

い
。
す
で
に
別
稿
で
は
、
公
刊
さ
れ
た
文
書
資
料
集
所
牧
、
お
よ
び
南
京
大
事
歴
史
系
資
料
室
所
蔵
の
、
紛
争
解
決
に
あ
た
っ
て
立
て
ら
れ
た

-5-

文
約
・
合
同
な
ど
の
民
間
文
書
に
よ
っ
て
、
計
十
九
例
の
主
僕
紛
争
を
紹
介
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
さ
ら
に
各
種
の
訴
訟
文
書
や
宗
族
合
同
な

ど
に
く
わ
え
、
佃
僕
制
に
闘
す
る
研
究
論
文
に
引
用

・
紹
介
さ
れ
た
文
書
に
も
調
査
の
範
圏
を
ひ
ろ
げ
、
計
五
十
二
例
の
紛
争
を
リ
ス

ト
ア

ッ

プ
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

は
じ
め
に
文
書
の
出
典
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
周
紹
泉

・
王
欣
主
編
『
徽
州
千
年
契
約
文
書
』
第

一
編
〔
宋
・
元
・
明
編
〕

一
九
九
二
年
、

以

下

『

契

約

文

書

』

と

略

稽

す

る

)

か

ら

は

、

簿

m
加
文
書
か
ら
も

一
例
の
紛
争
事
例

散
件
文
書
か
ら
十
一
例
、

(
花
山
文
筆
出
版
社
、

を
牧
集
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
書
第
二
編
〔
清
・
民
園
編
〕

(
以
下
『
契
約
文
書
』
一
一
編
と
略
稽
す
る
)
所
牧
の
清
代
の
簿
加
文
書
か
ら
も
、
明

代
の
紛
争
事
例
を
二
例
集
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
文
書
は
す
べ
て
中
園
祉
曾
科
事
院
歴
史
研
究
所
(
以
下
歴
史
研
究
所
と
略
稽
す
る
)
の
所
頭
文

423 

書
で
あ
る
。
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つ
い
で
張
俸
璽
主
編
『
中
園
歴
代
契
約
舎
編
考
穣
』
下
巻
〈
北
京
大
祭
出
版
社
、

一
九
九
五
年
、
以
下
『
曾
編
考
穆
』
と
略
構
す
る
)
か
ら
は

京
大
事
国
書
館
臓
の
文
書
か
ら
二
例
を
、

『
資
料
叢
縞
』

一
集
と
略
稽
す
る
)
か
ら
も
、

安
徽
省
博
物
館
編
『
明
清
徽
州
責
料
叢
編
』
第
一
集
(
中
園
祉
倉
科
皐
出
版
社
、

一九
八
八
年
、
以
下

徽
州
地
区
博
物
館
識
の
文
書
か
ら

一
例
を
牧
録
し
た
。
ま
た
筆
者
が
南
京
大
事
歴
史
系
資
料
室
に

お
い
て
調
査
し
た
原
件
文
書
か
ら
は
六
例
の
、
族
譜
や
家
規
な
ど
に
牧
録
さ
れ
た
文
書
か
ら
も
三
例
の
紛
争
を
集
め
て
い
る
。
さ
ら
に
佃
僕
制

安
徽
省
博
物
館
を
は
じ
め
と
し
て
、
同
国
書
館
・
歴
史
研
究
所

・
中
園
枇
曾
科
事
院
経
済
研
究
所
(
以
下
経
済

研
究
所
と
略
稽
す
る
)
・
文
化
部
文
物
局

・
北
京
師
範
大
撃
な
ど
に
所
議
さ
れ
る
文
書
か
ら
、
計
二
十
五
例
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
同
一
の
文
書
が
複
数
の
研
究
論
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
護
表
年
の
早
い
論
文
を
出
典
と
し
て
示
し
た
。
文
書
資
料
集
に
牧
録

さ
れ
た
文
書
が
、
他
の
研
究
論
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
煩
を
避
け
て
い
ち
い
ち
注
記
し
な
い
。
さ
ら
に
一
つ
の
紛
争
事
例
に

に
閲
す
る
先
行
研
究
か
ら
は
、

つ
レ
て
二
件
の
関
係
す
る
文
書
が
残
さ
れ
て
レ
る
場
合
は

一
方
の
文
書
を
も

っ
て
そ
の
事
例
を
代
表
さ
せ
、
も
う
一
方
を
附
記
す
る
こ
と
と

す
る
。
同
一
の
文
書
が
、
原
文
書
と
そ
の
抄
件
の
二
つ
の
形
で
俸
わ
っ
て
い
る
と
き
は
、
原
文
書
を
優
先
し
て
示
し
た
。

数l孫③弘J台 不詳 ② 弘治 言富
I イ七

年代四 一一( ( 

五 五 四 牒。 。 i人 籍。 七
) 

を参)果謹i度 姓の 黄宣 を僕洪
{共幅

地鄭保周 家
出に祖氏黄 地山の 界の E 
せ際.

外のが住基ずし隆の おに 佃僕許 紛争
、輿墳墓 へ、を

出ら
いて 社宗

移洪租 の
頭がを す家借す

事者嘗
てし λ警、 看守す 樹木 が

。の

同る

所定りh る
を租 音、 と

物の標掛佃僕
盗伐佃す なく 鏡姓 n廿内-
。る 垣の

品主の 洪 t音イ田

を賓忠停調興陸 と約黄_e_ 誓保洪
をを 約は家

誓約にをら 誓約 立の
。還は

。服役 求は て、 仲介
文約を 垣堵の

E 

しめ、書里童 以に 紛争
物還

E 後を許よR 
立て移出

品を 文書
慮

、を 理
f共を 原許 の

出立老人 行わ社宗
朕さ R。Fエ万7

すて のず 過

る 、黄堂 なが
復回を鄭周こ以 い還

と後に こ文

2L 見人
中

文書 見人

等黄宣
N 

呉市高
程

等隆 署
市等且

十
名

一
名 北

- 6ー
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市E富 主主 省豚大 ③ 靖嘉 主言 部 議 市E実 部④正
門 Fう
豚靖 靖 立青 牒 牒門 靖 l門孫徳

一 )¥ 五
ームー 五 --'- 四

( ( 

五ノ、 ノ、
( ( ( ( 

五 五
( 

五 五 五 五
ム

五
五 五 四 四 九 ) ノ、
七

ム 七 五
) 。) ノ、

) 

主房十 牒東佃
造訴りで南渓 ずに佃僕林 罵裕と 十 鮮の李棟と

にる六
人東西 告に の山 僕呉 河川臭

。盗 さ-が庄
伐首さし 育莫t島幸都善日に謝都 伐 れな都 族人 基

背祉謝 訴。地に 廷康 訟に氏 さ昭 訴つの

に同性植をき右氏 と碕を の れが 訟た黄氏 せの里
妻のの 埋が な 地

、、
とが 盗の る 山 程

子家 佃 葬 る設僕
主家に 看守す

な、は 貰李 。林氏

と僕僕 し妻 。け、 積葉 る責李氏 鮮 をの

とと初肩
、の 。斑 、が 、五

もな 房東枢を さ 回 こる がの 株の 有共 各族大分
につ保 らら れを 林山 李=佃僕
逃たの

宗の 無断
にカ宝

在不中 する
亡 徳見 次 水碓 報知他を 皐か

男 洞で
を盤断

にら
に 佃僕がで が房 せ人 叱富、、

僕と 奮主 介に房東
役て 果 し墓果氏

ド看守を 主

き李官 板責群に李棟 を合育|
す 、廷康 、山 こ・府

なへょが る代 訴をの をは
と責家雨 は 十一を 債銀十 の

禁的す雪文問 の
るのり里 こ償と は 訟費 百=族

介林 を審
。賄、長 と中 し昭 メロじ与ロ、 の ーー士→ー閉 加大?身初謝 をし人 用爾が ての る。立林山を

銀保香 誓約 てを をで合議

誓約。 空的を襲圃を
る主の て

をはに
。毎年介し 調這族人し

僕結 る爾の受け 族五
得謝扶 の実

。支t弗祁 人や 分大
て氏投 一 て 。の 芸D、依、の。

幅星で 空約を

有志族産
立る

命いを 知懸門
僕奴の

r示品『 示，..._・叔三ぷ豆ム てが
維持す 然とし 盗の 衆業と洞洞 にで

、、

のかの 責却 ある 林山 林昭
じは

奴ら仲 服立 べて 、李 伐し

痛貞 同立 立
衆立

な ( 

禁事 七立
男還

書文人果

し
田 名合

保縄文 果

報結賦部敏

給機 同

徳見 僕約
しの

文書た具
人

康廷
執 告 A 

中溝 日召を 程

見堂保初 九名
)承 旺

』ナ 等
叔・ 知
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市E⑪高 市E⑮寓 市E富 市E富 市E ⑬ 麗隆 不詳 ⑫ 慶隆
市E実

門 Fう 門 門 Fう 門
l孫暦 牒暦 l孫暦 j孫暦 鯨 県草

五 四 フじ 五 一。 ( ( ( ( ( 九
( 

五
( 

一 五 五 五 五
五 七 七 七 七

ム

五ノ、
人 七 ム ;i ム) ノ、 ノ、

) ) 。
) 

出 盗墓五 家背き 十 う墳 j王 で の 牒
東 つ理主

盗 す 呉 頭 南 十
る葬に都洪

に 西部安山
の氏 松木 金ー 城の のて 伐 る 氏 し ら六

。し
捕捉子妻 傍の 林山 採伐 。東房 宗の て が 都

、族氏 に佃
を らi東海王

服、{児

止阻人の さを 、僕
伐盗 が をす付 の 嗣

役 房東f児氏

する 島寄理胡勝埠

れ連れ の 方矢た 伐誤る ら 墳山 の せ の

る。 逃走て f僕朱掴回
人る 。看守 の 際 が

で 佃僕
ず佃

の春陳 す f僕回 象僕

族兄弟 香陳 保 郷接 房東 墓、f飽弗 のた
るた 葬る

をがら すが がら 房東 る すの 林祐 儀 十
牒母ー る、

盗葬を 族の
fる也林山

のが に西
にの族 が 主

墳の山 都橋華
松木

際 都

訴え枢を租の
、家 の を

を佃租
しの

王に 行租 房買 出 i王

氏に 訴え 胡寄 るこ f腰宣 朱告田 る文約同 が里 養す約を金一木債を ら中
立の 呉 明し南i王

族長 が人 て禁約 漏 節

投賦 をら とのは 衆た る 立ら 還江 墳山 が の還ら
起は

誓を年分見中
をにる こでは

賠償。約文を 言のら奪
に里 摩役 文は

しこい 立て銀房東
と、中 か よ長

を 約を房東、しつ 約 ま 人 を量人
裁、た 。でを 、雨の

誓約 に王保周 立て 仲介 誓約 立 の
剣胡氏 ん に介 墳租償を仲介

て 族
帰し 。婚 長

主の ー 敗訴 還て の いに 墳山の

房東i王より 受け 飽f弗
曜に

持族す し限
侵害を 族衆、より を仲介 葬 停調

をはる 、約を 看守 で
、結

求房東洪 が 子砕に イ乞j玉寸
イ約犬原は 儀 を

め再 服役す 立て 禁は香陳 ・話、E丞" -イ衣
るび ず合 栽文 を立 i青頼
。

投拭
費保人量立

名立 王人立還
等立

伏約 東族立還
• L口』 . 話~~丞豆

胡勝人 E主号人問 保周 文書 中文 )¥、
{長見文約

朱銅約 金入
早ノ、f約田 鮪f弗

乾等友 南i人王
イ呆

買[春陳 江人 1祐

保中身
保 等 書 i王 等

等 等 F乙--

十 中 付 房

- 8← 
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@
寓
暦
二
二
(
一
五
八
五
)

不
詳

@
高
暦
二
ニ
(
一
五
人
五
)

不
詳

@
寓
暦
二
一
(
一
五
人
四
)

部
門
牒

@
寓
暦
一
一
(
一
五
八
一
一

休
寧
牒

@
高
暦
一
一
(
一
五
八
三
)

郡
門
牒

⑬
高
暦
一

O
(
一
五
人
二
)

休
寧
牒

⑬
寓
暦
一

O
(
一
五
人
二
)

祁
門
鯨

佃
僕
胡
安
乞
ら
が
、
租
佃
す
る
房
東
迂
一
胡
安
乞
ら
は
中
人
の
調
停
に
よ
り
還
文
一
立
還
文
約
佃
人
胡
安
乞

子
枯
ら
の
山
林
の
杉
木
多
数
を
、
他
人
一
約
を
立
て
、
忠
賓
に
山
林
を
栽
養
・
看
一
等
・
附
郷
佃
人
林
記
龍

に
‘盗
伐
さ
れ
る
。

守
す
る
こ
と
を
誓
約
。

五
都
洪
氏
の
佃
僕
許
龍
ら
が
、
房
東
へ

の
服
役
を
拒
み
、
洪
氏
が
牒
に
告
訴
。

洪
氏
の
佃
僕
で
、
冠
婚
葬
祭
時
の
奏
楽

に
嘗
た
る
梁
僕
の
在
吐
ら
が
、
主
家
を

離
れ
て
磨
役
せ
ず
。

許
氏
は
里
長
に
調
停
を
求
め
、
還
文
約

を
立
て
房
東
の
婚
姻
・
葬
祭
に
際
し
忠

賓
な
服
役
を
誓
約
。

在
吐
ら
は
里
長
の
仲
介
に
よ
り
還
文
約

を
立
て
、
主
家
に
あ
っ
て
忠
賓
に
臨
服
役

す
る
こ
と
を
誓
約
。

立
還
文
約
人
迂
枇
等

十
二
都
迂
氏
の
僕
人
朱
法
ら
が
、
家
主
一
知
懸
の
命
に
よ
り
、
僕
人
ら
が
法
廷
で

の
命
に
服
さ
ず
衆
を
糾
合
し
て
反
抗
し
、
一
連
名
の
戒
約
を
立
て
、
忠
賓
に
家
主
に

家
主
が
牒
に
告
訴
。

服
役
す
る
こ
と
を
誓
約
。

房
東
が
牒
に
朕
告
。
胡
乞
保
ら
は
老

人
・
里
長
の
調
停
に
よ
り
還
文
約
を
立

て
、
枢
を
他
慮
に
移
す
。

五
都
洪
氏
の
佃
僕
胡
乞
保
ら
が
、
房
東

に
通
知
せ
ず
、
墳
山
に
母
の
枢
を
盗
葬

す
る
。

立
文
人
胡
乞
保
等
・
老
人

謝
一
噛
・
里
長
洪
堅
・
中
見

葉
大
千

不
明

環
珠
里
の
張
椿
ら
の
「
逆
僕
」
徐
長
保
一
御
史
の
指
示
で
徽
州
府
が
審
理
。
張
氏

ら
が
、
僕
人
身
分
か
ら
の
離
肢
を
園
り
一
一
族
は
族
産
の
団
地
を
十
八
雨
で
貰
却

巡

按

御

史

に

訴

え

る

。

し

、

訴

訟

費

用

を

調

達

。

立
契
人
張
椿
等
・
中
見
人

張
子
陵
等

具
連
名
戒
約
僕
人
朱
法
等

二
十
二
名

五
都
洪
氏
の
佃
僕
朱
一
晴
元
ら
が
、
外
地
一
朱
稲
元
は
族
人
の
仲
介
で
還
文
書
を
立

で
商
貰
に
出
て
、
、
芋
一
家
の
冠
婚
葬
祭
に
一
て
、
無
断
で
他
庭
に
移
ら
ず
忠
賓
に
服

出

頭

し

て

服

役

せ

ず

。

一

役

す

る

こ

と

を

誓

約

。

立
還
文
書
僕
人
朱
一
晴
元
等

ー 9ー



428 

市s@蔦 市s@蔦 市E富 市E富 市s@蔦 市E富 市s@高
門 門 門 門 門

牒門 暦 県草暦 l孫暦 際暦 l孫暦 !孫暦 !門採暦

。 ームー 四 }¥ )¥ --'- 五ノ、 ノ、
( ( ( ( ( ( ( 

ム 五 五 五 五 五 五ノ、。 九 九 九 九 }¥ J¥ 
}¥ ー」 。 。 J¥ 七

) 
ノ、

のに六
秋保奇峰 ず乞襲奇

家る奇 す五 伐る十 訴が十
山 母都

梁牒浮 龍がら
の回峰

洪る都i共 。房東謝 都四の
し、五

界を をの が鄭 庄地鄭
、車ま都

置す 襲し、程方正
、氏 地の氏 氏氏 さ奇

東房佃の
に、の に佃の のの 敦佃 ら峰

居逃房東祖墓 移権を 佃 墳山 佃 本堂僕j共
にの

の僕
住。責却僕乞i王 の 僕胡喜

南を鄭

都接す 保が
宗で 。にを の三 京認氏
洞あ るよ 看守 樹木孫

山保 のめの
のる し租 林ら 屯院 ず佃

る無断 穀十
行妄する

、が をら でが 市E僕

程房東で
物六

鉦断租
盗が ~ら7ぺ、

へ門文許D 〆を都 に佃 イ文 木租 上牒

仙墳山 盗縞鄭の
堪僕 で佃 。看τpふ了『・ を佃 訴に
え j王 他す 盗す 。告ら

。

役を東房 て保東房 か族鄭氏 こ佃祖鄭氏 罪文約胡喜 林は房東
必要と 地から 僕分身 屯院のを介 庄は な人 と穫は の中

誓約 しが 屋還が いがの をを里が のを孫
看τFを:r 噌 人が

。還て 事情 に文約十ム こと 墳守大四 誓約 買長里 看守を 立ら
を洪 すの解指

居住を都ハ
いの長 て洪は 介三 る退治、示

文書知を
をの房 。戻調停

誓約債木を氏に
誓約 し保 。佃ので

を立の 誓約僕佃合が し地 てら た市E
をり 許て里 長、 によ 郷等 。還文約 捕をら

房め門

立 さ、長 に同 。賠償赦免 屋に際
て方 れ穀に

針し 文約
男りに かはカ王

、正 る債 H犬 が、朕 しを をえ ら 、審再

忠賓な 保は中
。を投

妄行立を 佃租責却 投
、求 rL、

退の 氏襲ji理
賠償 忠賓 め て三

をて すし ikL王-' 
、保 去の 。

懸人 し鄭秋 働 るた な還 山ら が田佃

rL の立 不 {振見輿 j王 牟世 立 人立 語の(祁

聖書 雪者妻約
明 j王還 批門

等E 元止r
隆富喜孫等約 保三 j人共 語揮系

は人
地等需承 市Eの

方正 不明 鄭秋 f等呆 門断

干査 . 領長 牒 圭ロ五? 
保 )保

他
保等 里男 中 中 の屯

長 ;王 人 見 審院
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市s@天 市s@天 祁@蔦 市E富暦 再審
塁牒審暦

市E富
門

牒門 啓
門 門 門

牒啓 牒暦 牒 牒暦 牒暦
四 フE 四 一 一 一
( ( 。 五 一一ー 占

( ( ( ( ( 

ノ、 ノ、 一..L ..L ームー ..L ムノ、 ノ、 ノ、 ノ、 ノ、
四 。 。 。 。

) 

七 五 四 四
) ) 

祁の j王 を住奇峰 無程臭氏呉氏 瞬に議し保運輔氏奇峰
撃す 房五 柴程程 し喜五 l

牒門 襲九s黛向 園屋 るが、都洪 や氏氏 て孫都洪 l 

り、遺を 鄭氏 をのの 告訴 たが
篠竹を 僕人の 大房= 損傷 ら

にがら
たは葬祭僕人

際洪氏 。が、 氏の I 
告訴李家 の 実氏s つの 。房東葉の 、氏の

。墳木のを理李新桐
らにた に 墳山 出の佃僕 盗らの

墳山の 墳租を I く際る
暴行伐盗を を 頭し族人た 伐が租墓周

。酒をし 新窒i王 。守山
門向 てカ宮る

松木を 看守す牒富
役麿生胡勝保

人囲

侵伐 が にから 飲ら のの

告訴 らが んの せ員と

栽養す 墳林で 掘動りるし十 の、 で族 がえう 佃僕る ずしら
た五 。離股自ら 放恐人が 市E て四
と都 門抗但 入大 る

を李新桐 牒知 程z離郡 貰震をな え臭
誓約て、木は知牒 誓約氏の書を胡氏 る各房 程 た孫東房

れ、 牒門
、氏 こ氏

加え は 迂の 喜債は 。入拳 立の とのの えう はら は

るの房東在
田は

新窒族人 て四 を僕嫁 三
松木を 還文雪 初犯と。訴

は地尚富許
に賠を倒運 、大房

え 解消から
語はら 呉氏名が門

墳墓償保に 禁るじ 族ゃ 大房が
を氏 納監毎i年青 が

保全立てし
告謹のら さ退ら

冠文書王主 を?' 杖罰を
宥

。人禁約~ 為れ 佃が
科貢時 簡明 をし

1J~ 。て、 告訴
と供 なし鄭氏 重寸還ぇ 加

篠柴を 同をa~ j.主 いな をの の乞 罰銀 せ
めに といの 立主 る文ぇ のほ い
、よ 剣限土 て公 こ約 役麿か 伐盗す 立て

をず

杖懲 り 決り地 とを運 、還
納め 胡喜

を 忠訴 を立保 を洪文

( 

簿毛主
宣雪量

員康言等量責文

十立 立 JL 
市E

主要重 禁約ぷロ〉 要重知門
の祁

喜良牒 同
の 事 人 人
審 休 伺運

胡勝喜 程等法 胡喜孫等
吾)ロ五ロ 寧 保

牒
王 等 中
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言富市員
休寧牒 三⑪天 不詳 @ 天 市s@天 祁 ⑪天 祁門 @ 天 市s@天r， 門 門

-ノi、a -FEJコZ 啓年 勝、啓 i孫啓 l孫啓 牒啓
二四 ームー・ 五 五 五ノ、 ノ、

( 

四 l 問
( ( ( ( 

ム

一よ 頑崇
ム 」ー ム -'-ノ、 ノ、 ノ、 ノ、 ノ、

九一 ー」 五 五 五) )一 ) ノ、

の僕佃迂 徽府州 への 買をう 七都の 租額が 小葵で 佃僕許
葬洪五 逆の五

木つ佃僕康 庄地 房束十三
し氏都洪 。懸都洪 をて

桂木を革に役感 が余
、の

役文書 氏の
灰灰 にに者E

にの興付
侵葬を 墳組近 氏の

にを具 投背石
告を、氏 焼き 焼旺 じい渓康伐盗 の 訴阻のが 達せ植えが

漣に 佃僕 るて

炭し 男子 。みち j氏番
ず。附け 佃租す

園 く佃僕陳 貰却 際く がら 。庄 氏
、潜 るに

わ 胡夢龍
屋の

をが 余氏 氏か カ宝 。旭母市魁土 誤山

荷れを量、 佃僕賞時龍焼く がら 遅る

東高洪 がら

つ林

。東房 が佃僕 庄 れ、 房東 のが ての
祁屋 枢

房東柴木の 勝門、 のと
穫量牧 地の田

を秘 氏
他主が

地山 恒埋 か 叛に 原立
のを・余氏佃僕 林買 の、

養す約を房東
に院燃ー 務を房東 立て 市魁土洪氏

忠賓な 宥しり 胡夢龍
養を立を康具 る を龍黄時服へし旦 め立 ~rr 

る立が 役上、は るてが 、はカf
誓約 て旺 とて

こて伐盗を し訴余氏 訴

t -年大事z 
枢保保 懸役 をら

、ら を、は
と 決着 。 訟 の甲甲 乞は

。債木を 人は中
誓約 庄中

を山
最終的 はが 誓約を 訴えに 改葬と のの

をい叔 屋人
誓約 地責 誓約 還、 胡法の

。に の
をめ に 府徽州 決着す 霊を 調停に 仁輯宗 賠償 の 戻介仲

。租佃 i王
。を

空書 白
し仲介

忠賓り によはかる 植え 許 よら

し分龍 佃僕 らが 、付興 りに てに

若。 妻書を宅障、
林山よ 』こり

松木は が南京の 耕は を仲介

服役す 文約還
栽を 承佃 余氏 のち 作に 文約

立に の文り

屯再 てよ 栽約

親胡 立承 不 不 畢天 中立 等龍還立
)L 中立

明 主ヲ

見要約佃付等嬢 佃庄 署平序
他浩見保還文書

叔胡重 月義士喜E 

人
康

長聖f二産 具
凌聖人

升龍人正
旺
等

甲 市魁等土 人 黄時龍. 
夢胡

見 長 ・
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不詳 @ 光弘 郁牒門 ⑪ 弘光 星牒雲禎 主審頑 星牒雲頑 歪4・@ 市-=東・ 霊堂
百貨

フE フE Jへ
( ( 

七 ームー 四 一一 ( 

ノ、 一
ームー ーよー・ ( ( ( ( 

-L  ノ、 ノ、 一 ノ、
四 四 ム -L  ム

Fムーノ、 ノ、 ノ、 ノ、
五 五 四 四 四 四 五

四 。
) ) 

を族胡氏 山に程 にの程 地捨負謝
めた 伯新志父?:t:偉人

杉佃 封僕

他姓人のの
地埋氏 府祭氏 か氏 -僕 し人

を葬す の !孫請Eの らのの 家主 春i王 松李 て胡
に一五 侵占 佃 にに「 住移増加ノ房1ー を法 非四

貰却部が大房
。皇、室乞毛

訴嘗逆 と陽 盗書 櫨を が郎
えすこ扱

逃-主ゃ 佃葉の姓 争吾ロι問。の が 句ら。庄が 出争り」 養 カf
』ま

基佃と 所有す 境界を が
るー 亡家 子と 家主

、 た酒

。い 貫子父
。の

房
らに

待虐 ー
しに く酔

僕る
越え 親母を

、主正 東 。っ

の庄 貫が に族 こ断 の て

使役権 で回 程氏の 墳山
ら よカ宮 れで 山

家王
が秋 庄り 恵役一 責を 弟を

林
先報 で

却を買い族衆 役態を て葉
訴の程

皇務 族謝 守を甘春i王
守する 後益伐 李法害事

の主胡
、毛乞

言用 牧氏
の氏 なに四

禁戻は
誓約 枢をは 使役権 人の

誓約。 罰戒的E謝て霊知友陪は
い謝郎

じし記 を 租権を 族が こをら こ罪は
る、銀

。改葬す 人中を 確定を房が
と行は とし親

。禁に 調達 族合 をわ還 を、人

約よ 人議
八等分 文合を 書て主主的

誓約 戒六

立を 庄り
る介 。に し
とし j~ 罪の 。林山

。約を， 但十

て基 とて 入族 し立 し、 調停 立ら

他姓 と もに 還文書
雨産 、て をを ての

への 使役権
でた 佃僕

家に
長養立て 以イ調亭

釜な申 立を
貰り 田る の朱姓

規よ
後放恋 家でのり

貰を 、地 謄- 謹 看以

七等曙 約立禁 程東房立 名一 貰契 等立 陽立 立 仁向態 立

析分

程理費 ) 甘

主文主邑

主....L.星主主 戒義人和 3文書A ( 

十五 人 火

的李法書等
人大房 卿等 人 f田

来毛
手皇

ム文善謝良ロ 普等 戒賢
ノ十、 記胡

胡
フじ

但等 保長・等郎四乞 生

等十 春j王
麿 見 j王 ・

- 13ー
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〔
出
典
〕

①
②
⑦
劉
和
惑
「
コ
-
初
初
探
」
h、
〈
明
代
徽
州
農
村
吐
曾
契
約
『
内
内
容
簡
表
〉

一=三一

頁
所
引
の
安
徽
省
博
物
館
所
磁
文
書

③
註
(
但
)
参
照

④

註
(
げ
〉
参
照

⑤

「
嘉
靖
五
年
郁
門
李
傑
懇
請
執
照
以
保
家
業
呈
文
」
(
『
契
約
文
書
』
一
一

巻
三
二
頁
)

⑤
葉
穎
恩
『
佃
僕
制
』
二
七
二
頁
に
紹
介
す
る
、
安
徽
省
圃
書
館
蔵
『
田

制
御
報
数
結
朕
』

③

註

(η
〉
参
照

③
「
嘉
靖
三
十
五
年
呉
廷
康
態
役
文
約
」
(
『
契
約
文
書
』
二
袋
二
四
六

頁
)

⑮

註
(

m

m

)

参
照

⑪
註
(
鈍
)
参
照

⑫
「
隆
慶
二
年
飽
併
祐
因
盗
伐
甘
罰
文
拘
」
(
『
契
約
文
書
』
二
巻
四
一

O
頁〉

⑬

註
(

m

U

)

参
照

⑬
註
(
勾
)
参
照

⑬
註
(
お
)
参
照

⑩
⑫
貌
金
玉
「
院
南
」
一
七
O
J七
一
頁
・

一
七
三
頁
に
引
く
経
済
研
究

所
所
蔵
文
書

⑫
註
(
叩
叩
)
参
照

⑬
註
(
お
〉
参
照

⑬

「
蔦
暦
十
年
休
寧
豚
張
椿
等
質
族
田
紅
契
」
(
『
舎
編
考
回
押
』
七
一
二
二
〉

③
註
(
日
目
)
参
照

②
劉
和
憲
「
明
代
徴
州
佃
僕
制
考
察
」
五
頁
に
引
く
『
洪
氏
謄
契
簿
』

③
註
(
九
)
参
照

@
南
京
大
皐
歴
史
系
議

「明
嘉
靖
l
清
宣
統
民
間
佃
約

(
0
0
0
0八
O
)

③
@
註
(
日
〉
参
照

②

「
高
暦
十
六
年
郡
門
洪
三
保
等
立
還
文
約
」
(
『
契
約
文
書
』

一一一
巻
二

O

九
頁
)

命
⑨
貌
金
玉
「
院
南
」
一
六
六
J
六
七
頁
・
一
六
七
J
六
八
頁
に
引
く
、

安
徽
省
博
物
館
蔵
『
洪
氏
謄
契
簿
』

⑧
③
劉
和
恵
「
補
論
」
五
五
頁
に
引
く
『
明
天
啓
鄭
氏
謄
契
簿
』

③
註
(
沌
〉
参
照

の
⑪
章
有
義
『
明
清
及
近
代
農
業
史
論
集
』
一
一
一
六
七
・
三
六
八
頁
に
引
く

『
郡
円
程
姓
置
産
簿
』

③
註
(
幻
〉
参
照

⑧
待
衣
凌
「
側
面
」
二
J
三
頁
に
引
く
文
化
部
文
物
局
所
蔵
文
書

③
註
(
必
)
参
照

③
註
(
お
〉
参
照

③
『
順
治
部
門
在
氏
抄
契
簿
』
(
『
契
約
文
書
』
-
一
編
、
四
巻
二
七
頁
)

⑧
劉
重
日
・
武
新
立
「
研
究
封
建
祉
舎
的
資
貴
資
料
|
|
明
清
抄
本
《
租

底
簿
》
雨
種
」
(
『
文
献
』
一
九
八

O
年
三
期
)
一
五
回
J
一
五
五
頁
に
引

く
、
部
門
康
氏
『
各
洞
各
曾
文
書
租
底
』

@
註
(
臼
)
参
照

@
貌
金
玉
「
続
南
」
一
六
九
J
七
O
頁
に
引
く
中
園
歴
史
博
物
館
所
蔵
文

書
@
待
衣
凌
「
側
面
」
一
一
一
一
J
一
四
頁
に
引
く
文
化
部
文
物
局
所
蔵
文
書
、

ま
た
「
郁
門
豚
僕
人
陳
祉
魁
等
立
限
約
(
『
資
料
叢
編
』
一
集
四
六

O
J
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六
一
頁
)
参
照

@
韓
低
湿
・
李
斌
城
「
中
園
封
建
枇
舎
的
佃
農
有
甚
腰
様
的
人
身
自

由
?
」
(
『
歴
史
研
究
』
一
九
六
五
年
六
期
)
六
O
頁
に
紹
介
す
る
、
北
京

師
範
大
皐
歴
史
系
所
蔵
文
書

@
詮
(
邸
〉
参
照

@
註
(
臼
)
参
照

@

「
崇
積
八
年
胡
四
郎
戒
約
」

(
『
契
約
文
書
』
四
巻
三
八
二
頁
)

佃
僕
・
奴
僕
を
め
ぐ
る
紛
争
の
諸
相

@
「
崇
頑
十
三
年
李
法
書
雄
一
寸
立
遺
文
約
」

頁〉
@
註
〈
幻
〉
参
照

@
註
(
引
札
)
参
照

@
『
薙
正
休
寧
程
氏
置
産
簿
』
(
『
契
約
文
書
』
二
編
六
袋
二
二
八
頁
〉

@
劉
重
日
・
嘗
貴
林
「
明
代
徽
州
庄
僕
制
研
究
」
八
三
頁
に
引
く
、
歴
史

研
究
所
所
蔵
文
書

(
『
契
約
文
書
』
四
巻
四
五
六

る
と
、
部
門
鯨
が
二
十
九
例
と
六
割
近
く
を
占
め
、

こ
こ
で
は
ま
ず
、
前
衛
で
リ
ス
ト
ア
て
フ
し
た
五
十
二
例
の
紛
争
を
概
括
的
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
紛
争
事
例
を
豚
別
に
ま
と
め
て
み

つ
い
で
休
寧
燃
が
五
例
、
教
師
肺
が
ニ
例
、
懸
名
不
詳
が
十
六
例
と
な
る
。
郡
門
鯨
の
事
例

- 15ー

が
特
に
多
い
の
は
、
紛
争
・
訴
訟
閥
係
の
明
代
文
書
に
共
通
す
る
傾
向
で
あ
る
が
、
く
わ
え
て
郡
門
燃
の
特
定
の
宗
族
を
め
ぐ
っ
て
、
多
く
の

事
例
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
大
き
い
。
す
な
わ
ち
五
都
揮
壁
村
の
洪
氏
と
、
そ
の
佃
僕
を
め
ぐ
る
紛
争
は
計
十
例
に
の
ぼ
り
、
特
に
佃
僕
胡

(

H

)

 

氏
一
族
に
か
か
わ
る
紛
争
は
七
例
を
数
え
る
。
ま
た
十
五
都
奇
峯
村
の
鄭
氏
と
、
そ
の
佃
僕
と
を
め
ぐ
る
紛
争
も
六
例
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

ま
た
紛
争
嘗
事
者
を
佃
僕
・
奴
僕
に
わ
け
る
と
、
大
部
分
が
佃
僕
に
か
か
わ
る
紛
争
と
考
え
ら
れ
、
あ
き
ら
か
に
奴
僕
と
主
家
と
の
紛
争
と

剣
断
さ
れ
る
の
は
三
例
に
す
ぎ
な
い
(
@
・
@
・
⑬
〉
。

に
「
逆
僕
」
と
の
み
あ
っ
て
佃
僕
か
奴
僕
か
定
め
が
た
い
ケ
1
ス
が
二
例
あ
る
が
(
⑫
・
@
〉
、

他
に
佃
僕
と
奴
僕
の
双
方
が
関
わ
る
紛
争
が
二
例
(
④
・
@
〉
あ
る
。

と
思
わ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
車

内
容
的
に
み
て
お
そ
ら
く
佃
僕
で
は
な
い
か

つ
い
で
文
書
の
種
類
に
つ
い
て
見
る
と
、
佃
僕
が
立
て
た
還
文
約
や
還
文
書
が
も
っ
と
も
多
く
、
計
二
十
二
件
に
の
ぼ
る
(
①
・
②
・
③
・
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⑦
・
⑬
・
⑪
・
⑬
・
⑬
・
⑬
・
@
・
@
・
@
・
@
・
@
・
@
・
@
・
@
・
@
・
@
・
@
・
@
・
@
)
。
ま
た
佃
僕
や
奴
僕
が
立
て
た
、
戒
約
・
伏
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約

・
還
限
約
な
ど
そ
の
他
の
文
約
や
文
書
類
が
計
十

一
件
あ
り
(
⑨

・
⑫

・
⑮

・
@

・
@

・
@

・
@
・
@
・
@
・
@

・
⑬
)
、
主
家
な
い
し
佃
僕

の
族
人

一
同
が
合
議
し
て
立
て
た
合
同
や
禁
約

・
議
約
な
ど
も
七
件
を
数
え
る
(
④

・
@

・
⑮

・
@

・
@

・
@
・
@
)
。
さ
ら
に
主
家
と
佃
僕

と
の
聞
の
、

ま
た
は
主
家
ど
う
し
の
訴
訟
文
書
や
訴
訟
案
巻
が
七
件
(⑤

・
⑥

・
@

・

@
・
@

・
@

・
@
〉
あ
り
、
そ
の
他
に
は
佃
僕
が
立
て

た
承
佃
文
書
が
二
件
(
@
・
@
)
、
主
家
の
族
人
一
同
に
よ
る
買
回
契
が
二
件
(
⑫
・
@
〉
、
佃
僕
の
主
家
へ
の
投
獄
が
一
件
(
⑫
〉
と
な
る
。

以
下
こ
こ
か
ら
は
紛
争
の
具
瞳
的
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
紛
争
事
例
に
よ
っ
て
は
、

い
く
つ
か
の
原
因
が
重
な
っ
て
生
じ
た
り
、

し

く
つ
も
の
争
黙
が
臨
模
し
て
現
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
も
っ
と
も
主
要
と
思
わ
れ
る
事
由
に
し
た
が
っ
て
大
き
く
七
つ
に
分
類
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

)
 

a
 

r't
、

山
林
の
盗
伐

徽
州
の
地
主

・
富
民
や
有
力
宗
族
の
多
く
は
庚
大
な
山
林
を
所
有
し
、
墳
山
や
そ
れ
に
連
な
る
龍
服
を
除
い
た
「
山
場
」
と
い
わ
れ
る
地
帯

(お〉

で
、
杉
木
(
庚
葉
杉
)
を
中
心
と
す
る
林
業
経
営
を
展
開
し
て
い
た
。

山
林
経
営
に
嘗
た
っ
て
は
雇
用
鉱
労
働
や
一
般
農
民
に
よ
る
租
佃
も
お
こ
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な
わ
れ
た
が
、
特
に
山
地
の
近
く
に
庄
地
を
建
て
、
佃
僕
に
山
林
の
栽
養
や
看
守
を
委
ね
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

山
地
に
雑
穀
を
植
え
た
り
柴
を
採
っ
て
、

そ
の
牧
盆
(
花
利
〉
に
よ
っ
て
生
活
を
支
え
る
。

充
分
に
成
長
す
る
ま
で
育
て
た
(
長
養
)
。

二
、
三
十
年
し
て
林
木
が
成
長
す
る
と
、
全
瞳
の

」
の
開
租
佃
者
は

佃
僕
な
ど
の
山
林
租
佃
者
は
、

ま
ず
杉
や
松
な
ど
の
苗
木
を
植
え
(
栽
苗
)
、

一一
J
五
割
程
度
を
「
力
分
」
と
し
て
得
、

の
こ
り
を

「主
分
」
と
し
て
山
主
に
わ
た
し
た
。

一
例
と
し
て
、
南
明
の
弘
光
元
(
一
六
四
五
)
年
、

徽
州
某
懸
の
佃
僕
朱
成
龍
が
主
家
の
山
林
を
租
佃
し
た
際
に
は
、
初
年
度
に
は
杉
の
苗
木
を
植
え
る
と
と
も
に
粟
を
栽
培
し
、
二
年
目
に
ゴ
マ

(

日

)

を
植
え
て
収
穫
の
三
割
を
山
主
に
納
め
、
杉
の
成
長
後
は
三
割
を
力
分
と
し
て
得
る
こ
と
を
約
定
し
て
い
る
。

さ
て
山
林
を
め
ぐ
る
主
家
と
佃
僕
と
の
紛
争
と
し
て
は
、

ま
ず
佃
僕
が
主
家
の
山
林
で
杉
や
松
な
ど
を
盗
伐
し
た
り
(②

・
@
・

@)、

主

家
の
山
地
の
杉
を
誤
っ
て
伐
採
す
る
(
⑬
)
な
ど
の
ケ

I
ス
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
還
文
約
を
立
て
て
、
謝
罪
の
う
え
木
債
の
賠
償
、
山
林
の
看



守
な
ど
を
誓
約
し
て
い
る
。

ま
た
主
家
の
山
地
で
ひ
そ
か
に
柴
を
採
り
紛
争
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
(
@
・
@
)
。

る
佃
僕
は
、
盗
伐
や
火
災
の
な
い
よ
う
に
山
地
を
看
守
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
林
木
が
盗
伐
さ
れ
た
際
、
た
だ
ち
に
主
家
に
報
知
し
な
か
っ

た
と
し
て
、
還
文
約
を
立
て
謝
罪
し
た
事
例
も
あ
る
(
⑦
・
@
)
。

く
わ
え
て
山
林
を
租
佃
す

さ
ら
に
は
主
家
の
族
人
や
そ
の
奴
僕
が
盗
伐
を
お
こ
な
う
場
合
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
郁
門
勝
善
和
里
の
程
氏
は
、
青
員
塙
の
山
地
に
圧
地

や
田
地
を
お
い
て
、
佃
僕
に
山
林
を
栽
養
・
看
守
さ
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
族
人
が
自
ら
の
奴
僕
に
勝
手
に
樹
木
の
範
伐
や
柴
刈
り
を
さ
せ
、

山
林
が
荒
慶
し
た
た
め
、
正
徳
十
五
(
一
五
二

O
)
年
、
程
氏
の
各
房
は
合
同
禁
約
を
立
て
、
山
林
を
共
有
の
族
産
と
し
、
盗
伐
者
に
は
罰
金

(

口

)

を
科
し
、
無
断
で
柴
刈
り
や
雑
穀
の
栽
培
を
し
た
奴
僕
は
慮
罰
す
る
こ
と
を
議
定
し
て
い
る
(
④
)
。
と
こ
ろ
が
賓
際
に
は
、
そ
の
後
も
程
氏

の
族
人
の
奴
僕
の
な
か
に
は
、
徒
薫
を
組
ん
で
盗
伐
を
お
こ
な
い
、
雑
木
は
柴
薪
と
し
、
大
木
は
買
り
掛
っ
て
飲
み
代
に
襲
え
、
看
守
す
る
佃

(
刊
日
)

僕
が
抗
議
す
る
と
殴
り
つ
け
る
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。
宗
族
組
織
に
属
す
る
佃
僕
と
、
個
々
の
族
人
に
属
す
る
奴
僕
と
の
関
係
の
一
端
が
窺
わ

-17 -

れ
よ
う
。

)
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(
 
墓
林
・
蔭
林
の
盗
伐

徽
州
の
宗
族
や
そ
の
支
涯
は
、
各
地
に
始
祖
以
下
の
墳
墓
を
所
有
し
、

し
ば
し
ば
そ
の
近
く
に
庄
屋
を
設
け
、
佃
僕
な
ど
を
住
ま
わ
せ
て
、

墓
前
で
の
献
燈
や
焼
香
・
墳
墓
の
看
守
や
清
掃
・
墓
回
の
耕
作
・
境
墓
に
附
設
さ
れ
た
房
屋
の
管
理
・
主
家
の
族
人
が
墓
参
す
る
と
き
の
供
躍

な
ど
に
嘗
た
ら
せ
て
い
た
。
ま
た
墳
墓
の
ま
わ
り
の
樹
林
(
墓
林
〉
や
、
墳
墓
に
連
な
り
龍
服
が
走
る
と
さ
れ
る
尾
根
の
樹
林
(
蔭
林
〉
は
、
杉

や
松
の
植
林
さ
れ
た
「
山
場
」
と
は
こ
と
な
り
、
風
水
を
保
護
す
る
た
め
に
か
た
く
伐
採
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
墓
林
や
蔭
林
の

(

四

)

栽
養
・
看
守
も
佃
僕
ら
の
任
務
で
あ
っ
た
。
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上
表
で
示
し
た
主
僕
紛
争
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
守
墳
の
佃
僕
が
、
墓
林
や
蔭
林
の
樹
木
を
盗
伐
し
、
還
文
約
な
ど
を
立
て
て
謝
罪
・
賠

償
し
た
ケ
l
ス
が
五
例
に
の
ぼ
る
(
⑫
・
⑭

・
@

・

@
・
@
〉
。
一
例
と
し
て
、
郡
門
勝
一
都
華
橋
の
金
二
ら
は
、
勝
城
に
住
む
在
東
海
の
佃
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僕
と
な
り
墳
墓
を
看
守
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
寓
暦
元
(
一
五
七
三
)
年
、
金
二
ら
は
ひ
そ
か
に
墳
山
で
松
木
を
盗
伐
し
て
設
費
し
た
た
め
、
中

人
の
王
周
に
託
し
て
還
文
約
を
立
て
、
謝
罪
の
う
え
木
債
を
賠
償
し
た
。
そ
し
て
墳
山
の
樹
木
を
忠
寅
に
看
守
し
、
墳
墓
周
港
の
山
場
で
は
、

(
初
〉

元
来
の
租
山
約
の
と
お
り
に
林
木
を
栽
養
す
る
こ
と
を
誓
約
し
た
の
で
あ
る
(
⑪
〉
。

な
お
こ
の
ほ
か

主
家
か
ら
給
輿
さ
れ
た
墳
墓
の
樹
木

が
侵
伐
さ
れ
た
と
し
て
、
佃
僕
が
知
燃
に
訴
え
出
た
事
件
も
あ
る
(
⑨
)
。

墓
林
や
蔭
林
で
あ
っ
て
も
、
雑
木
や
小
枝
か
ら
柴
を
採
っ
た
り
、
篠
竹
を
刈
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
休
寧
燃
の
程
法
ら
の

一
族
が
共

有
す
る
墳
山
に
お
い
て
も
、
守
山
人
(
お
そ
ら
く
佃
僕
で
あ
ろ
う
)
に
墓
林
を
栽
養
さ
せ
る
と
と
も
に
、
柴
や
篠
竹
を
採
る
こ
と
を
許
し
、
清
明

節
に
そ
の
租
銀
を
納
め
さ
せ
、
族
人
の
墓
参
の
費
用
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
族
人
の
奴
牌
た
ち
が
、

し
ば
し
ば
柴
や
篠
竹
、
松
葉
な
ど
を
盗

み
採

っ
た
た
め
、
守
山
人
は
そ
の
牧
盆
が
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
程
氏
の
三
大
房
は
禁
約
合
同
を
立
て
、
奴
抽
舛
や
族
人
に

(

紅

〉

よ
る
盗
み
刈
り
を
巌
禁
し
、
佃
僕
が
こ
れ
を
護
見
す
れ
ば
、
詑
を
奪
っ
て
天
秤
棒
や
柴
寵
を
た
た
き
割
る
こ
と
ま
で
許
し
て
い
る
(
@
)
。

、‘，
z'c
 

(
 
墳
墓
へ
の
盗
葬

- 18ー

「
葬
主
山
」
は
、
佃
僕
身
分
を
構
成
す
る
三
傑
件
の
一
つ
で
あ
り
、

子
孫
が
地
主
か
ら
墳
地
を
給
付
さ

し
だ
い
に
佃
僕
身
分
に
襲
じ
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
佃
僕
が
死
去
す
る
と
、
そ
の
子
孫
は
主

土
地
を
持
た
な
い
農
民
の
死
後
、

れ
、
そ
の
代
わ
り
に
膳
役
義
務
を
負
い
、

家
に
墳
地
の
給
輿
を
願
い
、
あ
ら
た
め
て
麿
役
文
書
を
立
て
、
佃
僕
身
分
と
麿
役
義
務
を
纏
承
し
た
。

佃
僕
の
母
や
妻
が
死
去
し
た
場
合
も
、
や
は
り
主
家
に
通
知
し
て
墳
地
に
埋
葬
す
る
許
し
を
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
際
ひ
そ
か
に

(

幻

)

主
家
の
墳
山
で
偲
埋
葬
を
困
っ
た
り
(
@
〉
、
埋
葬
の
際
に
主
家
の
山
地
を
侵
占
す
る
な
ど
し
て

枢
を
主
家
の
山
地
に
盗
葬
し
た
り
(
⑨
〉
、

(
@
・
@
)
、
紛
争
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
主
家
か
ら
輿
え
ら
れ
た
佃
僕
一
族
の
租
墳
に
、

一
部
の
族
人
が
盗
葬
を
圃
っ
た

と
し
て
、
他
の
族
衆
が
主
家
に
訴
え
た
り
、
地
方
官
に
告
訴
し
た
事
件
も
三
例
起
こ
っ
て
い
る
(
⑮
・
⑫
・
@
)
。
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麿
役
義
務
の
不
履
行

「
種
主
田
・
住
主
屋
・
葬
主
山
」
が
佃
僕
身
分
を
構
成
す
る
基
本
要
素
と
す
れ
ば
、
主
家
に
劃
す
る
鷹
役
義
務
は
、
佃
僕
を
一
般
の
佃
戸
か

ら
匡
別
し
、
「
主
僕
の
分
」
の
存
在
を
示
す
も
っ
と
も
明
確
な
要
件
で
あ
る
。
佃
僕
は
ふ
だ
ん
は
庄
地
に
お
い
て
団
地
や
山
林
の
耕
作
に
嘗
た

っ
て
い
た
が
、
主
家
に
冠
婚
葬
祭
や
行
事
・
祭
把
な
ど
が
あ
れ
ば
、
出
頭
し
て
服
役
す
る
義
務
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
婚
躍
や
各
種
の
行
事
・

祭
杷
の
と
き
に
は
、
轄
を
携
ぎ
、
荷
物
を
運
び
、
酒
席
を
整
え
、
祭
壇
や
戯
蓋
を
造
り
、
葬
儀
の
時
に
は
枢
を
運
ん
で
埋
葬
し
た
。
ま
た
族
人

の
地
方
事
へ
の
入
撃
や
科
牽
受
験
に
障
従
し
、
主
家
の
農
業
経
営
や
一
商
業
活
動
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
役
務
に
も
従
っ
た
。
さ
ら
に
守
墳
の

佃
僕
は
墳
墓
の
管
理
・
看
守
や
、
主
家
の
墓
参
時
の
供
躍
に
、
洞
堂
の
佃
僕
は
堂
内
の
管
理
や
清
掃
、
焼
香
や
鰍
燈
に
あ
た
り
、
楽
器
の
吹
奏

(

幻

)

を
任
と
す
る
「
繁
僕
」
な
ど
、
も
つ
ば
ら
特
定
の
職
務
に
し
た
が
う
佃
僕
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
臆
役
義
務
の
不
履
行
に
闘
す
る
紛
争
は
、
全
部
で
七
例
を
数
え
、
い
ず
れ
も
佃
僕
が
還
文
書
な
ど
を
立
て
、
謝
罪
の
う
え
忠
貧

た
と
え
ば
弘
治
十
四
(
一
五
O
一
〉
年
に
は
、
教
師
肺
の
譲
渡
賀
氏
の
墳
墓
を
看
守
す
る
佃
僕
呉
一
幅
租
ら
が
、
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な
麿
役
を
誓
約
し
て
い
る
。

節
の
墓
参
の
と
き
に
出
頭
し
て
服
役
せ
ず
、
責
氏
は
こ
れ
を
告
訴
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
た
め
呉
一
隅
租
ら
は
里
長
・
老
人
に
調
停
を
依
頼
し
、

(

M

)

 

ふ
た
た
び
鹿
役
の
不
履
行
が
あ
れ
ば
、
罰
と
し
て
米
五
石
を
洞
堂
に
納
め
、
責
板
八
十
を
受
け
る
旨
を
誓
約
し
て
い
る
(
③
)
。

清
明

こ
の
ほ
か
に
も
佃
僕
が
主
家
の
葬
儀
や
地
方
事
へ
の
入
撃
に
際
し
て
服
役
し
な
か
っ
た
り
(
⑪
・
@
)
、

「
築
僕
」
が
鷹
役
を
果
た
さ
な
か

っ
た
り
(
@
)
、
そ
の
他
な
ん
ら
か
の
昨
服
役
義
務
を
履
行
し
な
か

っ
た
と
し
て
紛
争
が
生
じ
た
例
も
あ
る
が
(
@
・
@
)
、
こ
こ
で
は
こ
の
種
の

(

お

)

還
文
書
の
具
瞳
例
と
し
て
、
高
暦
十
(
一
五
八
二
)
年
の
「
(
郁
門
〉
朱
一
隅
元
立
還
文
書
」
(
⑬
)
を
奉
げ
て
お
こ
う
。

五
都
洪
氏
六
房
庄
僕
朱
一
晴
元
・
同
朱
遅
富

・
廷
保
等
、
原
身
等
始
租
朱
美
徳
、
係
六
房
主
買
討
、
長
大
蒙
輿
婚
配
。
後
因
人
衆
、
叉
蒙
勝

地
造
屋
興
住
、
山
輿
葬
組
、
歴
代
雁
付
洪
主
、
至
今
並
不
敢
違
抵
担
。
箆
因
一
踊
元
向
撞
往
外
買
貰
、
一
躍
冠
婚
葬
祭
、
倶
未
出
身
鷹
付
。

今
回
不
合
不
親
雇
主
、
情
腐
、
六
房
主
人
要
行
費
文
理
治
背
義
。
身
托
族
人
等
、
立
還
文
書
、
懇
主
克
行
告
治
。
嗣
後
遺
文
、
一
雁
冠
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不
敢
有
鉄
及
背
逆
抵
担
等
情
。
如
濯
、
聴

孫
、
亦
不
敢
撞
離
庄
屋
私
搬
他
鹿
住
敵
。
或
因
求
盤
、
搬
僧
家
小
、
開
居
住
敵
、

六
房
主
賞
罰
、
倫
侍
頑
不
服
、
即
聴
資
文
告
理
、
準
背
逆
論
。
身
等
各
房
子

必
須
粟
過

洪
主
準
許
、
方
敢
携
響
。
如
不
準
許
、

不

婚
葬
祭
服
侍
、

敢
致
遼
。
如
達
、
亦
准
背
逆
逃
走
論
、
立
還
文
書
馬
照
。

商
暦
十
年
二
月
二
十
一
日
立
還
文
書
僕
人
朱
一
隅
元

朱
遅
富

朱
廷
保

依
口
代
筆
朱
世
陸

部
門
五
都
洪
氏
の
佃
僕
朱
一
帽
元
ら
は
、
始
祖
が
洪
氏
に
身
買
り
し
て
妻
を
興
え
ら
れ
、
子
孫
が
増
え
る
に

つ
れ
庄
屋
や
墳
墓
も
給
付
さ
れ
て
、

代
々
佃
僕
と
し
て
洪
氏
に
服
役
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
朱
一
帽
元
は
無
断
で
外
地
に
赴
い
て
一
商
買
を
し
、
主
家
の
冠
婚
葬
祭
に
ま
っ
た
く
出
頭
せ

ず
、
洪
氏
は
腔
役
不
履
行
と
し
て
彼
を
訴
え
よ
う
と
し
た
。
こ
の
た
め
朱
一
晴
元
ら
は
族
人
に
仲
介
を
依
頼
し
て
こ
の
還
文
書
を
立
て
、
今
後
冠

婚
葬
祭
の
際
に
は
忠
寅
に
鷹
役
し
、
違
反
す
れ
ば
「
背
逆
」
の
罪
に
甘
ん
じ
、

か
つ
朱
氏
の
各
房
の
子
孫
は
無
断
で
庄
屋
を
離
れ
ず
、
商
一
貫
の
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た
め
妻
子
を
連
れ
て
外
地
に
赴
く
と
き
は
、

か
な
ら
ず
主
家
の
許
し
を
求
め
、

従
わ
な
け
れ
ば
「
背
逆
逃
走
」
の
罪
を
受
け
る
こ
と
を
誓
約
し

た
の
で
あ
る
。
佃
僕
の
雁
役
不
履
行
が
、
往
々
に
し
て
生
計
の
た
め
の
外
地
へ
の
移
住
や
一
商
業
活
動
を
背
景
と
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ

う

)
 

e
 

(
 
佃
僕
の
逃
亡

・
佃
僕
の
使
役
擢
争
い

上
越
の
よ
う
に
、
佃
僕
は
無
断
で
圧
地
を
離
れ
て
移
住
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
庄
地
が
貰
買
な
い
し
均
分
相
績
さ
れ
る
と
、
そ
の
使
役
権

も
移
轄
あ
る
い
は
分
割
さ
れ
た
。
し
か
し
十
六
世
紀
以
降
、
社
舎
移
動
や
人
口
流
動
の
全
般
的
な
活
滋
化
の
な
か
で
、
佃
僕
の
逃
亡
や
移
住
も

し
だ
い
に
賄
著
に
な
っ
て
ゆ
く
。

佃
僕
や
奴
僕
の
逃
亡
に
閲
す
る
紛
争
は
計
五
例
を
敷
え
る
。
た
と
え
ば
祁
門
豚
十
西
都
の
謝
氏
の
佃
僕
鴻
-一初
保
は
、
決
男
の
徳
見
を
主
家
の

謝
祉
右
に
身
頁
り
し
て
奴
僕
と
し
た
が
、

の
ち
徳
見
は
妻
子
を
連
れ
て
逃
亡
し

嘉
靖
三
十
六

(
一五
五
七
〉
年
に
な
っ
て
蹄
っ
て
き
た
。

謝



社
右
は
鴻
初
保
ら
を
里
長
に
訴
え
、
身
買
り
の
際
に
支
燐
っ
た
銀
雨
の
返
還
を
求
め
た
た
め
、
初
保
は
謝
氏
の
宗
洞
で
あ
る
敦
本
堂
に
泣
き
つ

(

お

)

い
て
贈
身
銀
を
工
面
し
、
徳
見
が
敦
本
堂
に
属
す
る
謝
氏
の
三
大
房
に
子
々
孫
々
服
役
す
る
こ
と
を
約
定
し
て
い
る
(
⑬
)
。

こ
の
ほ
か
に
も
佃
僕
が
生
活
苦
か
ら
一
家
を
あ
げ
て
逃
走
し
た
り
(
⑮
)
、

り
、
い
ず
れ
も
、蓮
文
約
な
ど
を
立
て
、
庄
屋
に
戻

っ
て
服
役
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
。
ま
た
墓
田
を
耕
作
す
る
佃
僕
が
、
そ
の
墓
田
を
貰

守
墳
の
佃
僕
が
逃
亡
し
た
た
め
、

ひ
そ
か
に
庄
屋
を
離
れ
て
他
の
庄
地
に
投
じ
た
例
〈
@
〉
も
あ

り
掛
っ
て
他
の
庄
地
に
投
じ
た
り
(
@
〉
、

議
定
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
(
@
〉
。

主
家
の
一
族
が
合
同
文
約
を
立
て
、
佃
僕
を
虐
待
し
な
い
よ
う

ま
た
同
族
が
共
有
す
る
庄
地
や
佃
僕
(
の
使
役
権
〉
を
、
他
姓
に
貰
却
す
る
こ
と
は
一
般
に
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
族
人
の
一
部
が
同
族
共
有

の
圧
地
や
佃
僕
を
、
ひ
そ
か
に
他
姓
に
貰
却
し
た
た
め
に
紛
争
と
な
っ
た
ケ
1
ス
も
あ
る
(
⑤
・
@
)
。

大
規
模
な
訴
訟
案
件
も
残
さ
れ
て
い
る
(
⑪
)
。

さ
ら
に
二
つ
の
宗
族
が
、

さ
き
に
責

買
さ
れ
た
佃
僕
の
使
役
擢
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
、

よ
っ
て
細
分
化
さ
れ
た
り
、
買
買
に
よ

っ
て
複
雑
化
す
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
種
の
紛
争
も
生
じ
が
ち
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
末
に
は
佃
僕
の
使
役
擢
が
均
分
相
績
に

- 21ー

)
 

f
 

(
 
主
家
へ
の
非
瞳

・
反
抗
、
佃
僕
身
分
か
ら
の
離
脱

周
知
の
よ
う
に
、
明
末
清
初
に
は
筆
中
南
を
中
心
と
す
る
各
地
で
多
く
の
「
奴
獲
」
が
頻
渡
し
た
が
、
明
末
段
階
の
徽
州
で
は
、
な
お
大
規

模
な
奴
僕
妓
凱
は
護
生
し
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
文
書
史
料
か
ら
は
、
散
渡
的
な
主
家
へ
の
非
躍
や
反
抗
が
三
例
確
認
さ
れ
る
。
う

ち
二
例
は
、
酒
に
酔
っ
た
奴
僕
や
佃
僕
が
主
家
に
非
躍
を
は
た
ら
い
た
と
い
う
皐
純
な
ケ
l
ス
で
あ
る
が
(
@
・
@
)
、
も
う

一
例
は
二
十
二

か
な
り
重
大
な
訴
訟
案
件
で
あ
り
(
@
)
、
主
家
と
佃
僕
・

奴
僕
と
の
劃
立
が
、

名
の
奴
僕
が
集
圏
で
主
家
に
反
抗
し
た
と
い
う
、

潜
在
的
に

深
刻
化
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
紛
争
の
過
程
で
佃
僕
が
主
人
を
殴
打
し
た
り
罵
倒
し
た
ケ
l
ス
も
い
く
つ
か
あ
る
。
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さ
ら
に
佃
僕
が
「
主
僕
の
分
」
か
ら
の
離
脱
を
求
め
て
訴
訟
に
な
っ
た
ケ
l
ス
も
四
例
を
数
え
(
⑥
・
⑬
・

@

・@)、

に
と
と
ま
ら
ず
御
史
に
ま
で
上
訴
さ
れ
た
大
が
か
り
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
訴
訟
は
、
佃
僕
身
分
の
成
立
の
根
援
そ
の
も
の
を
争
貼
と

う
ち

三
例
は
府
豚
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す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
く
、
第
五
節
で
あ
ら
た
め
て
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(g) 

そ
の
他
の
紛
争
事
例

ま
ず
団
地
の
租
佃
問
題
を
主
要
な
争
黙
と
す
る
紛
争
は
、
山
林
関
係
の
紛
争
に
く
ら
べ
少
な
く
、
佃
僕
が
租
佃
す
る
主
家
の
田
地
で
、
小
褒

の
植
え
附
け
が
遅
れ
て
規
定
の
田
租
を
排
え
な
か
っ
た
た
め
、

以
後
は
大
褒
を
時
期
ど
お
り
に
植
え
て
耕
作
に
務
め
る
こ
と
を
誓
約
し
た

例
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
(
@
)
。

た
だ
し
こ
の
ほ
か
に
も
、

田
租
の
未
燐
い
が
佃
僕
身
分
か
ら
の
離
脱
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
契
機
と
な
る
な
ど

さ
ら
に
佃
僕
が
賃
借
す
る
住
地
の
垣
根
を
勝
手
に
取
り

(
@
)
、

い
く
つ
か
の
紛
争
で
団
地
の
租
佃
問
題
が
争
黙
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

携
っ
た
り
(
①
)
、

主
家
の
宗
洞
の
穀
物
を
縞
盗
し
た
(
@
〉
と
い
っ
た
ケ
l
ス
も
あ
り

水
碓
な
ど
の
水
利
問
題
を
め
ぐ
る
訴
訟
も
起
こ
っ

て
い
る
(③
〉。

最
後
に
佃
僕
の
承
縫
に
閲
す
る
一
例
の
紛
争
を
奉
げ
て
お
こ
う
。

崇
踊
三
(
一

六
三
O
)
年、

某
豚
在
氏
の
奴
僕
在
新
志
は

正
氏
の
佃
僕
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の
子
で
あ
る
在
正
陽
を
賛
婿
に
と
っ
て
継
嗣
と
し
た
が
、
崇
頑
十
四
(
一
六
四
一
)
年
、
主
家
に
無
断
で
さ
ら
に
甥
の
一
幅
陽
を
も
養
子
と
し
た
。

こ
れ
を
知
っ
た
主
家
は
、

主
家
に
無
断
で
承
縫
を
行
っ
た
と
し
て
、

一晴
陽
の
兄
春
陽
を
告
訴
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
た
め
春
陽
は
親
戚
知
友
に

調
停
を
求
め
、
甘
罰
戒
約
を
立
て
て
謝
罪
し
、
ま
た
正
陽
も
あ
ら
た
に
雁
主
文
約
を
立
て
、
一
踊
陽
と
家
産
を
均
分
し
、
雨
人
が
主
家
に
忠
質
に

(

幻

)

服
役
す
る
こ
と
を
誓
約
し
た
の
で
あ
る
(
@
)
。

こ
の
よ
う
に
佃
僕
や
奴
僕
の
承
縫
に
は
主
家
の
承
認
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
際
に
佃
僕
は
あ

ら
た
め
て
腰
役
文
書
を
立
て
、
主
僕
関
係
と
服
役
義
務
を
確
認
し
た
。
か
く
し
て
佃
僕
や
奴
僕
が
主
家
に
投
じ
た
と
き
に
始
ま
り
、
承
縫
・
婚

姻
・
埋
葬
・
租
佃
・
庄
屋
へ
の
居
住
、

お
よ
び
主
家
に
劃
す
る
、
過
犯
等
々
が
あ
る
た
び
に
、
佃
僕
・
奴
僕
は
臨
服
役
文
書
や
還
文
約
な
ど
を
立

て
、
そ
れ
が
主
僕
関
係
の
存
在
を
示
す
誼
擦
と
し
て
、
主
家
の
も
と
に
代
々
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



四

主
家
に
よ
る
佃
僕
の
懲
罰
と
紛
争
解
決

第
二
節
の
表
に
掲
げ
た
、
佃
僕
・
奴
僕
を
め
ぐ
る
五
十
二
例
の
紛
争
の
う
ち
、

地
方
官
に
提
訴
さ
れ
て
訴
訟
と
な
っ
た
の
は
計
十
五
例
(
二

こ
の
う
ち
入
例
は
地
方
官
が
下
し
た
裁
定
に
よ
っ
て
一
醸
の
解
決
を
見
て
い
る
が
、
い
っ
た
ん
裁
定
が
下
さ
れ
た
の
ち

訴
え
が
蒸
し
返
さ
れ
た
ケ
l
ス
も
あ
る
。
ま
た
三
例
で
は
、
知
鯨
へ
の
告
訴
の
の
ち
里
長
や
中
人
な
ど
の
調
停
で
和
解
が
成
立
し
て
い
る
。
他

八
・
八
%
)
で
あ
る
。

の
=
一
例
は
「
逆
僕
」
と
の
訴
訟
費
用
調
達
の
た
め
主
家
が
立
て
た
合
同
で
あ
り
、
訴
訟
の
結
果
は
不
明
で
あ
る
。

こ
れ
に
劃
し
官
に
提
訴
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
郷
村
レ
ヴ
ェ
ル
で
紛
争
慮
理
が
圃
ら
れ
た
事
例
は
計
三
十
七
例
(
七
一
・
一
%
)
を
数
え
る
。

こ
の
う
ち
二
十
一
例
で
は
里
長
や
中
見
人
な
ど
の
調
停
や
仲
介
に
よ
っ
て
和
解
が
成
立
し
て
お
り
、
四
例
で
は
主
家
自
身
が
紛
争
の
解
決
に
嘗

た
っ
て
い
る
。
ま
た
七
例
で
は
文
書
の
文
言
上
に
は
と
く
に
調
停
・
仲
介
者
を
記
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
多
く
は
主
家
と
佃
僕
と
の
談
剣
に
よ
っ

て
決
着
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
佃
僕
や
奴
僕
を
め
ぐ
る
紛
争
や
も
め
事
を
契
機
と
し
て
、
主
家
の
族
人
一
同
が
立
て

た
禁
約
や
合
同
が
五
例
あ
る
が
、
そ
の
結
末
は
よ
く
剣
ら
な
い
。
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以
上
の
五
十
二
例
の
う
ち
、
地
方
官
の
裁
定
で
決
着
し
た
八
例
、
紛
争
の
結
果
が
剣
ら
な
い
八
例
を
除
い
た
三
十
六
例
に
つ
い
て
、
紛
争
鹿

理
に
開
興
し
た
人
物
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
特
に
多
い
の
は
中
見
人
(
中
人
・
見
人
)
の
十
二
例
(
三
三
・
三
%
)
と
、

里
長
の
十
例
(
二

七
・
八
%
)
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
は
佃
僕
の
同
族
、

お
よ
び
主
家
が
そ
れ
ぞ
れ
四
例
三
一
・
一
%
)
、
老
人
・
保
甲
・
佃
僕
の
姻
戚
・
地
郷
が

(

お

)

ま
た
調
停
・
仲
介
者
を
記
さ
な
い
も
の
、
が
八
例
(
二
二
・
二
%
)
を
敷
え
る
。

そ
れ
ぞ
れ
二
例
(
五
・
六
%
)
と
な
り
、

里
長
や
中
見
人
の
比
率
が
高
い
の
は
、

佃
僕
や
奴
僕
を
め
ぐ
る
紛
争
に
限
ら
ず
、
明
代
後
期
の
紛
争
慮
理
関
係
文
書
に
共
通
す
る
傾
向
で
あ

る
が
、
嘗
事
者
の
同
族
や
姻
戚
の
比
率
は
か
な
り
低
い
。
こ
れ
に
劃
し
、
調
停
・
仲
介
者
が
明
記
さ
れ
ず
、

お
お
む
ね
嘗
事
者
聞
の
談
判
に
よ

っ
て
決
着
し
た
と
思
わ
れ
る
事
例
は
少
な
く
な
い
。

お
そ
ら
く
主
僕
聞
の
紛
争
で
は
、
概
し
て
嘗
事
者
ど
う
し
の
力
関
係
が
明
確
な
た
め
、
第
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三
者
の
調
停
や
仲
介
を
要
さ
ず
、

し
ば
し
ば
雨
営
事
者
の
直
談
剣
に
よ

っ
て
決
着
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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さ
ら
に
佃
僕
に
何
ら
か
の
過
犯
が
あ
っ
た
場
合
、

主
家
に
よ
っ
て

「
責
板
」

(竹
板
に
よ
る
責
打
)
な
ど
の
懲
罰
が
行
わ
れ
る

こ
と
も
あ
っ

た
。
文
書
史
料
に
も
佃
僕
が
違
約
し
た
場
合
の
罰
則
と
し
て
、

(
m
m
)
 

規
定
を
記
す
も
の
が
あ
り
、

「
自
ら
責
八
十
を
受
け
る
こ
と
を
願
う
」、

「重
責
十
板
と
す
」
な
ど
の
慮
罰

い
く

つ
か
の
族
譜
に
牧
め
る
宗
規
・
族
約
に
も
、
佃
僕
・
奴
僕
へ
の
懲
罰
規
定
が
残
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
婆

源
燃
の
『
渓
南
江
氏
家
譜
』

(
高
暦
刊
本
〉
所
牧
の
「
洞
規
」
で
は
、

ま
ず

太
租
の
「
六
議
」

を
敷
街
す
る
な
か
で

「
佃
僕
・
傭
債
の
人
と

雌
も
、
亦
た
必
ず
一
盟
に
こ
れ
を
待
す
、
是
を
和
睦
郷
里
と
謂
う
」
と
、
佃
僕
や
傭
工
を
も
「
和
睦
郷
里
」
の
針
象
と
し
て
認
め
る。

し
か
し

後
文
で
は
、
佃
僕
が
「
或
い
は
鯛
犯
す
る
有
ら
ば
、
こ
れ
を
洞
正
副
に
告
げ
、
論
ず
る
に
名
分
の
所
在
を
以
っ
て
し
、
朴
責
し
て
懲
を
示
せ
」

と
し
て
、
佃
僕
に
遁
犯
が
あ
れ
ば
宗
洞
の
洞
正

・
洞
副
に
訴
え
、
主
一
僕
の
名
分
を
明
ら
か
に
し
て

「朴
責
」
を
加
え
て
懲
罰
す
べ
き
こ
と
を
定

(

鈎

)

め
る
の
で
あ
る
。

村
内
に
居
住
す
る
「
衆
僕
」
の
う
ち
、

は
力
を
侍
み
て
互
争
し
、
醐
酒
し
て
事
を
生
じ
、
同
村
里
郷
を
凌
虐
し
、
経
過
せ
る
一
商
販
を
詐
欺
す
る
」
者
が
あ
れ
ば
、

ま
た
『
休
寧
沼
氏
族
譜
』

(
寓
暦
二
十
七
年
序
刊
本
〉
に
牧
め
る
林
塘
涯
の
「
宗
規
」
に
も
、

「或
い
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「
一
該
門
の
房
主
に
迭

り
て
、
印
ち
に
責
戒
し
、
以
っ
て
そ
の
後
を
撤
せ
よ
」
と
、
身
柄
を
所
属
す
る
門
(
林
塘
源
内
の
分
支
〉
に
、
4

怒
り
、
慮
罰
す
べ
き
こ
と
を
規
定
す

る。

そ
し
て
「
若
し
そ
の
事
、
主
僕
の
瞳
統
に
閥
繋
す
れ
ば
、
則
ち
力
を
合
わ
せ
て
禁
治
し
、
数
尤
す
る
を
致
す
無
か
ら
し
め
よ
。
蓋
し
主
僕

の
分
の
巌
な
る
は
、
徽
に
美
俗
と
稿
す
れ
ば
な
り
」
と
し
て
、

(

況

)

よ
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
同
書
の
「
統
宗
洞
規
」
に
も
、
義
男
の
な
か
に
悪
行
を
は
た
ら
く
者
が
あ
れ
ば
、

「
主
僕
の
分
」
に
か
か
わ
る
事
件
で
あ
れ
ば
、
活
氏
の
族
人
を
あ
げ
て
劃
慮
せ

「
即
ち
に
諸
を
宗
洞
に
鳴

ら
し
、
舎
し
て
官
に
呈
迭
す
る
」
こ
と
と
し
、
も
し
義
男
が
み
ず
か
ら
罪
に
服
す
れ
ば
、

「
本
主
は
貫
情
一
紙
を
備
具
し
て
澗
約
に
投
じ
、
各

房
の
長
は
詮
明
し
て
、
即
ち
に
霊
知
を
矯
し
て
存
照
と
せ
よ
」
と
、
主
人
が
貫
情
を
記
し
た
朕
紙
を
宗
洞
と
郷
約
に
報
じ
、
各
房
の
長
が
事
賞

(

詑

〉

確
認
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
種
の
懲
罰
規
定
の
な
か
で
も
特
に
詳
細
な
も
の
と
し
て
、
清
代
前
期
の
『
清
河
張
氏
族
譜
』

(
乾
隆
十
七
年
序
刊
本
)
に
牧
め
る
、

休
寧

照
な
と
の
張
氏
の

「家
規
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
ず
稗
僕
は
「
卑
賎
な
る
と
難
も
、
然
る
に
皆
な
人
の
子
な
り
、
既
に
吾
が
家
に
供
役
す
れ



そ
れ
に
績
い
て
奴
稗
の
非
瞳
・
反
抗
・
妄
言
・
抗
鱒
・
嬬
盗
・
喧
嘩
・
姦
淫
・
主
命
担

(
お
)

否
・
麿
役
不
履
行
・
職
務
怠
慢
そ
の
他
の
遁
犯
に
射
し
、
答
杖
に
よ
る
き
わ
め
て
詳
細
な
罰
則
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ば
、
便
ち
嘗
に
恩
養
す
ベ
し
」
と
述
べ
る
も
の
の
、

こ
の
よ
う
に
「
主
僕
の
分
」
が
巌
し
い
こ
と
を
美
徳
と
す
る
徽
州
で
は
、
佃
僕
や
奴
僕
に
過
犯
が
あ
れ
ば
、
洞
堂
や
族
内
の
分
支
〈
門
・
房
〉

の
も
と
で
、
厳
正
に
懲
罰
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
責
板
な
ど
の
慮
罰
は
宗
族
規
約
に
違
反
し
た
主
家
の
族
人
に
劃
し
て
も

規
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
佃
僕
や
奴
僕
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
こ
う
し
た
懲
罰
規
定
が
、
ど
の
程
度
ま
で
施
行
さ
れ
た
の
か
は
よ

く
剣
ら
ず
、
上
掲
の
五
十
二
例
の
主
僕
紛
争
の
な
か
で
も
、
貫
際
に
主
家
が
懲
罰
を
加
え
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
は
な
い
。
多
く
の
紛
争
は

謝
罪
や
賠
償
に
よ
っ
て
決
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
主
家
に
よ
り
な
ん
ら
か
の
懲
罰
が
行
わ
れ
て
も
、
必
ず
し
も
文
書
上
に
は
明
記
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
う
。
と
は
い
え
佃
僕
が
立
て
た
鷹
役
文
書
や
還
文
約
に
は
、
佃
僕
が
約
定
に
違
反
し
た
場
合
は
、
「
不
孝
に
准
じ
て
論
ず
」
・
「
背

逆
に
准
じ
て
論
ず
で
「
叛
逆
を
以
っ
て
論
ず
」
な
ど
と
記
す
こ
と
も
多
く
、
奴
僕
の
み
な
ら
ず
佃
僕
も
、
主
家
の
家
父
長
的
な
秩
序
に
組
み
込

ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

貫
際
に
佃
僕
に
よ
る
麿
役
不
履
行
や
非
躍
な
ど
が
、
主
家
の
宗
族
組
織
の
も
と
で
虚
断
さ
れ
た
ケ
l
ス
も
あ
る
。
た
と
え
ば
部
門
鯨
十
西
都

の
記
南
ら
の
一
族
は
、
十
六
都
の
侃
氏
の
佃
僕
で
あ
っ
た
が
、
嘉
靖
三
十
九
(
一
五
六
O
)
年
、
主
家
の
葬
儀
に
出
頭
し
て
鷹
役
せ
ず
、
侃
氏

は
彼
ら
を
訴
え
よ
う
と
し
た
。
こ
の
た
め
在
南
ら
は
「
房
東
の
族
長
に
托
葱
し
」
、
そ
の
調
停
に
よ
り
還
文
拘
を
立
て
、
忠
賓
な
臨
服
役
を
誓
約

(

制

作

)

し
た
の
で
あ
る
(
⑪
)
。
ま
た
蔦
暦
十
四
(
一
六
二
一
)
年
に
は
、
郁
門
鯨
の
佃
僕
在
新
歪
ら
の
族
人
が
主
家
の
祭
儀
の
と
き
に
酒
を
飲
み
過

ぎ
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
狼
藷
を
は
た
ら
い
た
。
こ
の
た
め
主
家
の
族
人
が
「
各
門
の
主
公
に
理
論
」
し
、
在
新
歪
ら
は
「
主
一
家
に
到
り
て
罪
を
待

(

お

)

た
ん
こ
と
を
悪
い
」
、
嘗
規
に
し
た
が
い
忠
賞
に
鷹
役
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
(
@
)
。
こ
の
場
合
は
「
主
家
に
到
り
て
罪
を
待
つ
」
と
あ

る
よ
う
に
、
主
家
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
懲
罰
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
主
家
が
佃
僕
の
一
族
内
部
で
生
じ
た
紛
争
の
解
決
に
乗
り
出
す
場
合
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
郡
門
鯨
の
陳
春
保
な
ど
の
一
族
は
、
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在
氏
の
佃
僕
で
あ
っ
た
が
、
蔦
暦
四
(
一
五
七
六
〉
年
、

族
人
の
陳
香
が
主
家
か
ら
興
え
ら
れ
た
一
族
の
租
墳
に
ひ
そ
か
に
拡
を
埋
葬
し
た
。

- 25ー
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陳
香
を
し
て
謝
墳
銀
萱
雨
を
出
さ
し
め
、
衆
に
輿
え
て
公
用
と
し
」
、

(
お
)

ら
に
房
東
の
代
書
に
よ
り
合
同
文
約
を
立
て
、
各
房
の
子
孫
が
組
墳
を
侵
害
せ
ぬ
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
(
⑮
)
。

」
の
た
め
陳
氏
の
四
大
房
の
族
衆
は

「
房
東
・
里
長
に
想
り
て
、

さ

過
程
で
胡
氏
の
族
衆
が
主
家
に
提
出
し
た
、

同
じ
よ
う
に
祁
門
燃
五
都
の
洪
氏
の
佃
僕
で
あ
っ
た
胡
氏
に
お
い
て
も
、
租
墳
へ
の
盗
葬
を
め
ぐ
っ
て
一
族
内
部
で
訴
訟
が
設
生
し
、
こ
の

(

幻

)

「
投
獄
」
が
残
さ
れ
て
い
る
(
⑫
)
。

投
朕
人
胡
勝
・
胡
住
等
、
投
獄
信
用
懇
求
作
主
事
。

乞
到
房
東
府
上
山
頭
、

歴
葬
墳
無
呉
、

立
還
文
書
震
照
。
量
悪
胡
寄
・
乞
保
弟
兄
済

悪
致
担
棺
携
〔
段
棺
埋
議
0
・〕、

鯨
張
爺
准
、

助
、
博
伊
財
力
、

正
月
内
腿
終
母
枢
伐
葬
租
家
、
害
及
存
亡
。
衆
幸
風
聞
、
投
郊
念
阻
。

迭
南
臆
果
老
爺
、
審
悪
渉
虚
、
給
身
印
照
存
誼
。
今
復
謄
情
、
醸
臆
埋
造
。

伏
乞
嘗
官
作
主
、

保
存
租
家
、

第
ヨ
安
良
、

生
死
感
恩
激

切
。
具
投
房
東
山
主
衆
老
官
人
施
行

高
暦
十
年
正
月

日

投
獄
人
胡
勝

胡
住

胡
初

胡
九

高
暦
十
(
一
五
八
二
)
年
の
正
月
、

胡
寄
・
胡
乞
保
の
兄
弟
が
、

胡
氏
一
一
族
が
洪
氏
か
ら
輿
え
ら
れ
た
租
墳
に
、

無
断
で
母
親
の
棺
を
埋
葬
し
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た
。
族
衆
は
こ
れ
を
地
郊
に
訴
え
出
た
が
、
胡
寄
兄
弟
は
か
え
っ
て
知
鯨
に
訴
え
を
起
こ
す
。
知
豚
の
命
を
承
け
た
典
史
の
審
理
に
よ
り
、
族

衆
の
主
張
が
み
と
め
ら
れ
た
が
、
の
ち
胡
寄
ら
は
ふ
た
た
び
訴
え
を
蒸
し
返
し
た
。
こ
の
た
め
族
衆
は
こ
の
「
投
獄
」
を
洪
氏
に
提
出
し
、
洪

氏
の
名
で
鯨
に
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
を
懇
願
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
翌
蔦
暦
十
一

(
一
五
八
一
二
〉
年
、
洪
氏
に
よ
っ
て
知
廓
に
告
訴
さ
れ
た

(
お
)

や
む
な
く
里
長
・
老
人
ら
に
仲
介
を
求
め
て
還
文
約
を
立
て
、
謝
罪
の
う
え
枢
を
他
慮
に
移
し
て
い
る
(
@
)
。

こ
の
よ
う
に
佃
僕
の
主
家
は
、
洞
堂
や
門
・
房
な
ど
の
分
支
の
も
と
で
、
族
内
の
主
僕
紛
争
を
解
決
し
、
あ
る
い
は
佃
僕
ど
う
し
の
争
い
を

胡
寄
ら
は
、

調
停
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
佃
僕
の
「
投
獄
」
を
受
け
て
訴
訟
嘗
事
者
と
も
な
っ
た
。

こ
の
種
の
「
投
獄
」
の
ほ
か
、
明
末
の
徽
州
文
書
に

〈

ω)

は
、
宗
族
の
一
員
、が
族
衆
に
射
し
て
、
あ
る
い
は
郷
村
の
住
人
が
郷
約
や
里
長
に
提
出
し
た
「
投
獄
」
も
蔑
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
明
代
前
期

(
必
)

の
里
甲
制
下
に
お
い
て
、
里
民
が
老
人
や
里
長
へ
訴
え
出
る
と
き
に
も
、
「
朕
投
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
明
代
徽
州
の
郷
村
社

「
園
家
の
裁
判
」
と
「
民
間
の
調
停
」
と
い
う
こ
つ
の
類
型
だ
け
で
は
充
分
に
理
解
し
得
な
い
。
官
の

舎
に
お
け
る
紛
争
慮
理
の
枠
組
み
は



裁
判
と
郷
村
の
調
停
の
あ
い
だ
に
は
、
雨
者
を
仲
介
す
る
老
人
・
里
長
・
郷
約
・
宗
族
な
ど
が
存
在
し
、
投
肢
を
受
理
し
て
紛
争
解
決
や
地
方

官
の
裁
剣
へ
の
仲
介
に
嘗
た
っ
て
い
た
。
嘗
時
の
紛
争
慮
理
の
枠
組
み
は
、
地
方
官
治
と
民
間
調
停
に
く
わ
え
、
雨
者
に
介
在
す
る
郷
村
組
織

や
宗
族
な
ど
の
相
互
作
用
や
仲
介
機
能
を
通
じ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

五

主
僕
紛
争
と
地
方
官
の
裁
判

前
述
の
よ
う
に
、

方
官
の
裁
定
に
よ
っ
て
一
鷹
の
解
決
を
見
て
い
る
。
本
簡
で
は
こ
う
し
た
訴
訟
案
件
に
よ
り
、
明
清
徽
州
の
佃
僕
・
奴
僕
制
が
、
園
法
上
の
身

分
制
度
と
ど
の
よ
う
に
劉
醸
し
、
裁
判
の
場
で
い
か
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(

但

)

ま
ず
高
橋
芳
郎
氏
の
研
究
に
よ
り
、
明
代
に
お
け
る
「
奴
稗
」
身
分
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
『
大
明
律
』
で
は
、
世
襲
の
功
臣
の
家

(
m
M
〉

を
除
き
、
庶
民
に
よ
る
「
奴
牌
」
の
保
有
や
奴
蝉
の
買
買
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
官
僚
層
に
よ
る
「
奴
稗
」
保
有
の
是
非
に
つ
い
て
は

明
文
が
な
く
、
明
律
注
樟
書
で
も
解
揮
が
分
か
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
責
際
に
は
庶
民
の
家
に
お
い
て
も
、
「
義
男
」
・
「
義
子
」
な
ど
の
擬
制
的

な
家
族
員
の
形
に
よ
り
、
あ
る
い
は
「
雇
工
人
」
の
名
目
で
、
事
責
上
の
奴
稗
が
ひ
ろ
く
使
役
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
身
分
法
上
の
混
範

は
、
高
暦
十
六
(
一
五
八
八
)
年
の
新
題
例
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
ず
整
理
さ
れ
、
主
家
が
長
年
扶
養
し
配
偶
者
を
輿
え
た
「
財
買
の
義
男
」
は
、

子
孫
と
同
じ
扱
い
で
量
刑
し
、
扶
養
期
聞
が
短
く
配
偶
者
も
興
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
土
人
や
庶
民
の
家
で
は
「
雇
工
人
」
と
し
て
、
繕

紳
(
現
任
・
退
職
官
僚
)
の
家
で
は
「
奴
稗
」
に
準
じ
て
量
刑
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
段
階
で
も
、
民
間
で
の
「
奴
牌
」
保
有
を
禁

清
代
の
潅
正
五
(
一

五
十
二
例
の
主
僕
紛
争
の
う
ち
、

地
方
官
に
提
訴
さ
れ
た
案
件
は
計
十
五
例
(
二
九
・
四
%
)
で
あ
り
、

う
ち
八
例
が
地

- 27ー

じ
た
『
大
明
律
』
の
原
則
は
、
形
式
的
に
せ
よ
維
持
さ
れ
て
お
り
、
園
法
上
民
間
で
の
奴
稗
保
有
が
公
認
さ
れ
る
の
は
、

七
二
七
)
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
園
法
上
の
身
分
制
度
が
、
現
賓
の
裁
判
の
場
で
い
か
に
適
用
さ
れ
て
い
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
以
下
に
紹
介
す
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る
明
末
徽
州
の
奴
僕
を
め
ぐ
る
二
例
の
訴
訟
案
件
か
ら
は
、
そ
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
官
僚
層
に
よ
る
奴
僕
保
有
に
か
か
わ
る
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首
円
暦
新
題
例
制
定
の
わ
ず
か
五
年
前
、
高
暦
十

一
(
一
五
八
三
)
年
に
は
、
休
寧
豚
十
二
都
の
圧
氏
の
奴
僕
で
あ
る
朱
法
ら
二

「
主
公
の
拘
束
に
服
さ
ず
、
衆
を
糾
し
て
信
凱
」
し
、
在
氏
は
彼
ら
を
豚
に
告
訴
し
た
。
知
燃
は
審
聞
の
結
果
、
朱
法
ら
に
「
押

〈

必

)

令
し
て
堂
に
首
た
り
て
連
名
の
戒
拘
を
寓
立
」
さ
せ
、
奴
僕
た
ち
は
永
遠
に
主
家
の
拘
束
に
従

っ
て
服
役
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
(
@
)
。

十
二
名
が

案
件
と
し
て
、

た
設
明
書
)
の
給
付
を
願
い
出
て

さ
ら
に
翌
三
月
、
原
任
嘉
定
鯨
訓
導
の
在
向
嗣
と
、
圧
氏
の
貢
監
生
や
生
員
四
名
は
、
連
名
で
後
日
の
誼
援
と
な
る
執
照
(
裁
剣
の
結
果
を
記
し

(

必

)

裁
可
さ
れ
て
お
り
、

正
氏
は
高
官
で
は
な
い
も
の
の
「
繕
紳
の
家
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で

知
牒
は
在
氏
の
奴
僕
保
有
に
な
ん
の
疑
義
も
挟
ま
ず
、
奴
僕
の
反
抗
を
禁
匪
し
忠
寅
な
服
役
を
命
じ
て
お
り
、
新
高
暦
新
題
例
の
公
布
以
前
か

ら
、
少
な
く
と
も
官
僚
層
に
よ
る
奴
僕
保
有
は
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
刑
事
的
裁
判
に
お
い
て
、
民
間
で
使
役
さ
れ
る
奴
牌
が
い
か
に
量
刑
さ
れ
た
か
を
示
す
案
件
と
し
て
、
崇
積
年
聞
に
数
知
鯨
で
あ
っ

た
停
巌
は
、
次
の
よ
う
な
判
例
を
残
し
て
い
る
。

佃
僕
の
在
三
視
の
妻
で
あ
る
九
弟
は
、
小
作
料
の
欠
少
に
よ
り
地
主
の
、
在
菊
と
手
い
に
な

り
、
庄
三
視
の
母
の
春
蘭
は
、
嫁
を
守
ろ
う
と
し
て
在
菊
と
殴
り
合
い
、
突
き
落
と
さ
れ
て
負
傷
し
、
数
日
後
に
死
亡
し
た
。
こ
の
事
件
を
審

- 28ー

理
し
た
停
巌
は
、
春
蘭
は
在
野
の
稗
で
あ
り
、
在
野
と
、在
菊
は
堂
兄
弟
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
在
菊
は
合
に
総
腕
親
の
解
を
殴
り
て
死
に
至

(

必

〉

(

M

W

)

る
の
律
に
依
り
、
徒
に
減
ず
れ
ば
、
主
僕
の
分
は
明
ら
か
に
し
て
、
情
簡
は
允
協
な
る
に
庶
か
ら
ん
」
と
擬
律
し
た
の
で
あ
る
。
停
巌
は
女
稗

に
劃
す
る
傷
害
致
死
を
、

は
っ
き
り
と
「
奴
縛
」
律
に
よ
っ
て
量
刑
し
て
お
り
、
明
末
に
は
繕
紳

・
土
庶
を
問
わ
ず
、
民
間
で
使
役
さ
れ
る
奴

僕
や
嫁
女
は
、

し
ば
し
ば
「
奴
稗
」
律
に
よ
っ
て
量
刑
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

一
方
、
明
末
徽
州
の
地
方
裁
判
で
、
特
有
の
佃
僕
身
分
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
明
代
の
園
法
上
、

(
U
)
 

る
法
身
分
は
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
一
意
味
で
は
問
題
は
奴
牌
以
上
に
微
妙
で
あ
る
。
ま
ず
刑
事
的
な
性
格
を
持
つ
案
件
と
し
て
、

首
問
麿
三

〈

泊

四

)

十
五
ご

六
O
七
)
年
の
、
郁
門
廓
奇
峯
村
の
鄭
樺
秀
と
佃
僕
侃
運
保
と
の
訴
訟
(
@
〉
を
検
討
し
よ
う
。
鄭
氏
の
圧
僕
で
あ
っ
た
伺
運
保
は
、

看
守
す
る
鄭
氏
の
墳
墓
の

E
木
三
株
を
盗
伐
し
、
鄭
権
秀
ら
が
詰
問
す
る
と
、
「
反
っ
て
凶
を
遣
し
く
し
主
を
殴
る
を
行
」

っ
た
。
鄭
権
秀
ら

「
佃
僕
」
な

は
彼
を
郁
門
知
将
に
告
訴
し
、
知
牒
は
次
の
よ
う
な
剣
決
を
下
し
た
。



審
得
。
伺
運
保
、
鄭
権
秀
佃
僕
也
。
自
供
生
住
主
基
、

父
葬
主
山
、
則
山
中
草
木
皆
主
所
有
、
駕
得
盗
政
主
東
家
木
。
援
(
運
)
保
自
供

修
補
主
屋
、
亦
躍
菓
主
明
白
、
量
得
歎
其
不
見
而
盗
家
木
乎
。
及
秀
等
奔
掃
理
説
、
反
呈
凶
嬉
悪
、
殴
罵
百
端
、
主
僕
之
分
蕩
然
失
。
運

保
杖
警
、
何
遁
銀
四
銭
還
主
木
債
。

す
な
わ
ち
知
厭
は
侃
運
保
が
鄭
氏
の
圧
屋
に
住
み
、
鄭
氏
に
墳
墓
を
輿
え
ら
れ
た
佃
僕
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
家
の
墳
林
を
盗
伐
し
た

う
え
、
詰
問
し
た
鄭
樺
秀
に
射
し
、
「
反
っ
て
凶
を
遣
し
く
し
悪
を
捧
ま
に
し
、
殴
罵
す
る
こ
と
百
端
」
を
加
え
た
と
認
め
、

「
主
僕
の
分
は

蕩
然
た
り
」
と
し
て
、
運
保
を
「
杖
警
」
に
虚
し
、

か
つ
木
債
と
し
て
銀
四
鎮
の
賠
償
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

「
奴
牌
」
が
家
長
を
殴
つ

(

必

)

「
雇
工
人
」
が
家
長
や
そ
の
近
親
を
殴
っ
た
場
合
は
杖
一
百
徒
三
年
に
嘗
た
る
。
し

か
し
知
鯨
は
侃
運
保
と
鄭
氏
と
の
あ
い
だ
に
明
確
に
「
主
僕
の
分
」
を
認
め
な
が
ら
も
、
運
保
に
劃
す
る
虚
罰
と
し
て
は
、
「
杖
警
」
す
な
わ

ち
懲
戒
的
な
杖
打
を
加
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
上
述
の
在
菊
に
よ
る
春
蘭
の
傷
害
致
死
事
件
で
は
、
知
豚
は
「
奴
蝉
」
律
を
適
用
し
て
在
菊

を
徒
刑
に
減
刑
し
て
い
る
の
に
針
し
、
こ
の
剣
決
で
は
佃
僕
の
但
運
保
は
、
「
奴
稗
」
は
も
ち
ろ
ん
、

こ
こ
で
は
侃
運
保
が
主
家
の
鄭
権
秀
ら
を
殴
打
の
う
え
罵
倒
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、

『
大
明
律
』
に
よ
れ
ば
、

た
場
合
は
斬
刑
、
家
長
の
近
親
を
殴
っ
た
場
合
は
絞
刑
、

「
雇
工
人
」
と
し
て
も
量
刑
さ
れ
て
い

- 29ー

な
い
。
佃
僕
と
主
家
の
あ
い
だ
に
「
主
僕
の
分
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
佃
僕
の
法
身
分
を
「
奴
牌
」
な
い
し
「
雇
工
人
」
と

(

印

)

し
て
認
定
す
る
こ
と
に
は
直
結
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
佃
僕
が
「
主
僕
の
分
」
か
ら
の
離
脱
を
求
め
て
争
っ
た
事
例
と
し
て
、
同
じ
く
奇
峯
村
の
鄭
氏
と
、
そ
の
佃
僕
と
さ
れ
た
許
氏
と
の

(

日

〉

訴
訟
案
件
を
検
討
し
よ
う
。
許
文
多
ら
の
祖
父
は
、
正
徳
年
聞
に
家
産
の
半
分
を
他
姓
に
買
却
し
た
が
、
の
ち
そ
の
家
産
は
鄭
相
達
の
手
に
渡

相
遠
か
ら
租
佃
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
隆
慶
三
(
一
五
六
九
)
年
に
い
た
り
、

許
文
多
ら
は
か
つ
て
は
自
家
の
家
産
で
あ
っ
た
団
地
を

り許
文
多
ら
は
み
ず
か
ら
居
住
す
る
家
屋
を
含
め
、
残
り
半
分
の
家
産
を
も
鄭
相
達
に
責
輿
し
、
そ
の
家
屋
を
賃
借
し
た
た
め
、
こ
の
結
果
「
屋
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に
住
し
田
を
佃
す
れ
ば
即
ち
主
僕
の
分
有
り
」
と
し
て
、
許
文
多
ら
は
鄭
相
達
の
庄
僕
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
文
多
ら
は
、

団
地
も
家
屋
も
も
と
も
と
は
自
家
の
家
産
で
あ
っ
た
た
め
に
、
圧
僕
と
し
て
服
役
す
る
こ
と
に
甘
ん
じ
ず
、

こ
の
問
題
は
鄭
・
許
南
姓
の
訴
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訟
へ
と
設
展
し
て
ゆ
く
。

す
べ
し
と
の
判
決
を
下
し
た
。

最
初
に
こ
の
訴
訟
を
審
理
し
た
祁
門
豚
は
、
許
文
多
が
「
主
僕
の
分
」
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
租
佃
す
る
団
地
と
居
住
す
る
庄
屋
か
ら
退
去

(

臼

)

省
内
暦
十
五
(
一
五
八
七
)
年
に
南
京
の
屯
院
に
上
訴
す
る
。
屯
院
は
「
田
を
買
る

文
多
は
こ
れ
を
不
服
と
し
、

も
佃
を
買
ら
ず
ー
」
、
す
な
わ
ち
団
地
(
回
底
権
)
は
買
っ
て
も
、

と
指
摘
し
、

同
時
に
耕
作
権
〈
図
面
楼
)
ま
で
は
貰
ら
な
い
と
い
う
の
が
「
俗
例
」

で
あ
る

さ
ら
に
「
買
業
の
人
を
以
っ
て
庄
僕
と
魚
す
は
、
情
理
は
順
な
る
や
。
豚
に
仰
し
て
再
詳
せ
し
め
よ
」
と
、
許
文
多
を
庄
僕
と
み

な
す
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、
郡
門
鯨
に
再
審
理
を
命
じ
た
。
し
か
し
郁
門
牒
は
再
審
理
の
後
も
、
や
は
り
許
氏
が
佃
僕
身
分
を
脱
す
る
た
め
に

は、

田
地
・
庄
屋
か
ら
の
退
去
が
必
要
で
あ
る
と
強
調
し
、
さ
ら
に
「
況
ん
や
徽
俗
に
は
、
房
東
に
在
り
て
は
則
ち
主
人
を
以
っ
て
白
居
し
、

佃
人
に
在
り
て
は
則
ち
庄
僕
を
以
っ
て
自
認
し
、
合
郡
皆
な
然
り
、
相
い
沿
う
こ
と
己
に
久
し
く
、
こ
れ
を
他
郡
に
比
ぶ
る
に
尤
も
裁
然
と
し

徽
州
の
佃
僕
制
は
す
で
に
慣
行
と
し
て
確
立
し
て
お
り
、

る
。
許
氏
は
団
地
や
庄
屋
か
ら
退
去
し
て
は
生
活
の
術
も
な
く
、
や
む
な
く
佃
僕
身
分
に
甘
ん
じ
る
ほ
か
な
か
っ
た
(
③
)
。

他
地
域
と
同
様
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
と
結
論
し
た
の
で
あ

- 30ー

て
復
じ
か
ら
ず
」
と

許
文
多
の
佳
で
あ
る
許
向
富
は
、

庄
僕
身
分
を
脱

す
る
た
め
、
郷
氏
の
荒
地
を
賃
借
し
て
、
そ
こ
に
新
し
く
庖
房
を
造
っ
て
移
り
住
み
、
す
で
に
鄭
氏
の
房
屋
に
住
ん
で
い
な
い
以
上
、
鄭
氏
の

庄
僕
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
都
氏
の
告
訴
を
受
け
た
郁
門
鯨
は
、
許
向
富
は
み
ず
か
ら
新
た
に
庖
房
を
構
え
た
と
は
い
え
、
そ
の

と
こ
ろ
が
三
十
年
除
り
た
っ
て
、
こ
の
訴
訟
は
再
燃
す
る
。

天
啓
元
(
一
六
二
一
〉
年

用
地
は
や
は
り
鄭
氏
か
ら
賃
借
し
、
耕
作
す
る
団
地
も
鄭
氏
の
所
有
で
あ
る
以
上
、
許
氏
は
圧
僕
と
し
て
の
鹿
役
を
菟
れ
な
い
と
認
め
、
許
向

富
が
圧
僕
身
分
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
住
地
や
団
地
か
ら
退
去
す
べ
き
と
の
判
決
を
下
し
た
。
結
局
は
許
氏
が

「
主
屋
に
住
み
、
主
因

を
佃
す
る
」
か
ぎ
り
、
佃
僕
身
分
か
ら
の
離
脱
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
@
)
。

く

一
般
的
な
情
理
か
ら
い
っ
て
も
、

「
主
僕
の
分
」
や
官
服
役
義
務
を
負
う
根
擦
が
あ
る
わ
け
も
な

団
地
や
家
屋
の
頁
り
主
で
あ
る
許
氏
が
、
買
い
主
の
鄭
氏
に
射
し
「
主
僕
の
分
」
を
負
う
と
い
う
の
は

む
ろ
ん
園
法
上
は
、
地
主
の
土
地
を
耕
し
そ
の
家
屋
に
住
む
か
ら
と
い
っ
て
、

不
自
然
で
あ
る
。
ゆ
え
に
南
京
の
屯
院
は
、
許
氏
を
佃
僕
と
み
な
す
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
た
の
で
あ
る
が
、
寅
際
問
題
と
し
て
は
、
徽
州
の
地



(

臼

)

方
官
が
「
徽
俗
」
と
し
て
定
着
し
た
佃
僕
制
と
、
そ
の
「
主
僕
の
分
」
を
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
裁
剣
官
だ
け
で
は
な
く
行
政
官

で
も
あ
っ
た
知
牒
や
知
府
は
、
現
買
に
「
徽
俗
」
と
し
て
徽
州
の
農
業
生
産
や
社
舎
関
係
を
支
え
る
佃
僕
制
を
認
め
ず
に
は
施
政
が
困
難
で
あ

り
、
郡
門
豚
の
剣
決
も
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

.品-
l' 
明
末
徽
州
吐
舎
と
佃
僕
制

第
二
簡
で
掲
げ
た
佃
僕
・
奴
僕
を
め
ぐ
る
五
十
二
例
の
紛
争
の
う
ち
、
最
初
の
一
例
を
除
い
た
五
十
一
例
は
、

て
い
る
。
と
り
わ
け
寓
暦
元
(
一
五
七
一
二
)
年
以
降
の
明
末
の
七
十
年
齢
り
に
、
全
瞳
の
四
分
の
三
に
嘗
た
る
三
十
八
例
の
紛
争
が
集
中
し
て

お
り
、
俸
存
す
る
文
書
の
数
自
瞳
が
時
代
を
追
っ
て
増
え
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
佃
僕
や
奴
僕
に
か
か
わ
る
紛
争
が
十
六
世
紀
以
後
、

明
代
後
牢
期
に
念
増
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
明
末
歓
牒
の
人
方
弘
静
も
、
「
嘉
・
隆
以
来
、
俗
は
漸
く
糟
た
り
:
・
:
・
是
に
於
い

て
や
主
僕
の
獄
有
り
:
:
:
僕
は
主
有
ら
ず
、
主
は
以
っ
て
そ
の
僕
を
有
す
る
無
く
、
水
換
の
勢
に
し
て
、
紀
綱
は
弛
め
り
」
と
、
嘉
靖
・
隆
慶

〈

臼

〉

年
間
(
一
五
二
二
J
七
二
)
以
降
、
主
僕
関
係
の
動
揺
と
主
僕
紛
争
の
増
加
が
顛
著
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
趨
勢
が
十
六

世
紀
以
降
の
全
般
的
な
祉
禽
蟹
動
を
背
景
と
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一五

O
O年
以
降
に
護
生
し

- 31ー

唐
末
か
ら
宋
代
に
か
け
て
、
徽
州
で
は
周
退
か
ら
の
移
住
民
の
流
入
と
と
も
に
、
山
匿
型
の
地
域
開
設
が
急
速
に
準
ん
で
ゆ
く
。
唐
末
五
代

の
祉
舎
混
観
が
牧
束
し
、
安
定
し
た
地
域
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
、
有
力
同
族
の
も
と
で
集
圏
で
農
耕
に
従
事
す
る
佃
僕
制
が
一
般
化
し

占
有
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
佃
僕
と
し
て
先
住
の
同
族
に
服
属
し
た
で
あ
ろ
う
し
、

を
輿
え
ら
れ
、
佃
僕
へ
と
襲
ず
る
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

て
い
っ
た
。
も
と
も
と
有
力
同
族
に
服
属
し
て
い
た
農
民
の
ほ
か
、
遅
れ
て
流
入
し
た
移
住
民
も
、
す
で
に
団
地
・
山
林
な
ど
の
農
業
資
源
が

ま
た
波
落
農
民
が
佃
僕
化
し
た
り
、
奴
僕
が
耕
地
や
住
居

449 

教
鯨
の
津
富
王
氏
の
族
譜
に
は
、
元
明
交
代
期
に
お
け
る
徽
州
の
佃
僕
制
の
一
端
を
示
す
、
興
味
深
い
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
津
富
の
王

維
清
は
富
裕
な
地
主
で
あ
り
、
里
民
の
劉
氏
の
子
を
傭
工
と
し
て
い
た
。
元
末
に
朱
元
理
が
徽
州
を
攻
略
す
る
と
、
劉
は
そ
の
磨
下
に
投
じ
、
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微
功
に
よ
り
軍
職
を
得
る
。
維
清
は
彼
の
た
め
に
祝
宴
を
聞
い
た
が
、
劉
は
嘗
怨
を
含
み
、
宴
な
か
ば
で
従
者
を
率
い
て
維
清

一
家
を
皆
殺
し

た
だ
一
人
逃
れ
た
男
子
も
杭
州
で
軍
に
投
じ
て
、
維
清
の
戸
は
途
絶
え
た
。
こ
の
た
め
「
火
佃
凌
・
項
・
程
・
胡
の
数
家
は
、
皆
な
散

(

お

)

出
し
て
各
お
の
戸
を
立
て
」
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
王
維
清
は
傭
工
や
奴
僕
を
用
い
た
直
営
地
経
営
と
、
佃
僕
に
よ
る
租
佃
経
営
を
併
用
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
佃
僕
は
、
本
来
み
ず
か
ら
の
戸
籍
を
も
た
ず
、
奴
僕
と
同
じ
よ
う
に
主
家
の
戸
に
繰
り
込
ま
れ
て
い
た

に
し
、

の
で
あ
る
。

「主
僕
の
分
」
や
麿
役
義
務
を
有
す
る
佃
僕
制
が
強
固
に
維
持
さ
れ
て
ゆ
く
。

明
初
以
降
、
江
南
デ
ル
タ
地
域
な
ど
で
は
、
佃
僕
的
な
租
佃
形
式
は
し
だ
い
に
解
消
に
向
か
う
が
、
徽
州
で
は
依
然
と
し
て
、
地
主
に
封
し

休
寧
豚
率
東
の
程
維
宗

も
っ
と
も
大
規
模
な
事
例
と
し
て
、

(至順一一一
J
永
繁
二

〔一一一
一一一一
一
一J
一四

二
三
年
)
は
、

元
明
交
代
期
に
一
商
業
活
動
に
よ
っ
て
富
を
得
、
休
寧

・
教
の
雨
豚
に
四
千
絵
畝
の
田

産
を
集
積
し
、
そ
れ
を
五
つ
の
庄
に
分
け
三
百
七
十
飴
家
の
佃
僕
を
置
い
た
と
い
う
。
彼
は
ま
た
澗
堂
や
族
産
の
整
備
、
寺
廟
の
修
築
、
市
場

の
設
置
、
水
利
開
設
な
ど
に
貢
献
し
、
飢
僅
時
に
は
佃
民
(
多
く
は
佃
僕
で
あ
ろ
う
)
に
穀
物
を
貸
興
し
た
。

の
ち
朝
廷
が
成
丁
が
二
名
い
る
無

- 32ー

産
の
人
戸
は
、

人
佃
種
す
。
今
若
し
こ
れ
を
去
ら
ば
、

一
方
を
南
京
に
移
住
さ
せ
永
く
径
役
に
嘗
て
る
と
い
う
命
を
下
す
と
、
維
宗
は
官
司
に
「
郡
内
の
大
戸
の
白
地
は
、
皆
な
そ
の

(

日

山

)

命
の
撤
回
を
得
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
無
産
の
人
戸
の
大
部
分

必
ず
や
荒
蕪
を
致
さ
ん
」

と
訴
え
、

は
、
や
は
り
佃
僕
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
康
範
な
佃
僕
制
の
存
在
は
、
徽
州
の
自
然
保
件
や
農
業
生
産
形
態
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
徽
州
で
は
新
安
江
に
沿
っ
た
中

心
部
の
卒
地
を
除
き
、
山
間
部
に
分
散
す
る
河
谷
卒
地
や
小
盆
地
で
農
業
が
営
ま
れ
、
耕
地
の
多
く
は
零
細
で
牧
穫
量
も
少
な
く
、
干
魅
や
洪

水
の
被
害
も
受
け
や
す
か
っ
た
。
こ
う
し
た
不
利
な
候
件
を
克
服
す
る
た
め
、
団
地
で
は
「
社
夫
健
牛
、
田
は
数
畝
に
過
ぎ
ず
し
て
、
糞
墾
縛

櫛
す
る
こ
と
、
他
郡
の
農
に
現
ベ
て
、
力
は
倍
を
過
ぐ
」
と
、
徹
底
し
た
土
地
利
用
と
き
わ
め
て
献
労
働
集
約
的
な
耕
作
が
行
わ
れ
、
山
地
で
は

林
業
や
雑
穀
栽
培
の
た
め
に
、
農
民
は
早
朝
か
ら
山
内
に
入
り
、
虎
狼
を
防
ぐ
た
め
歌
を
唱
和
し
な
が
ら
集
圏
で
耕
作
に
嘗
た
っ
た
と
い
う
。

耕
地
に
劃
し
て
人
口
が
過
剰
な
徽
州
で
は
、

一
方
で
は
「
中
家
よ
り
下
は
、

皆
な
田
の
業
と
す
可
き
無
し
」
と
、
多
数
の
無
産
農
民
が
存
在



(

貯
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し
、
他
方
で
は
集
約
的
な
農
業
経
営
の
た
め
に
多
数
の
峨
労
働
力
の
投
下
が
必
要
で
あ
っ
た
。

特
に
山
間
地
に
分
散
し
た
団
地
や
、
慶
大
な
山
林
を
所
有
す
る
有
力
宗
族
や
地
主
に
と
っ
て
、
個
別
の
農
民
に
租
佃
を
委
ね
る
よ
り
も
、
む

(
白
山
〉

し
ろ
庄
地
を
設
け
て
佃
僕
を
召
募
し
、
安
定
し
た
州
労
働
力
を
確
保
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
っ
た
。
明
代
前
期
に
は
農
業
以
外
の
生
活
手
段

ゃ
、
他
地
域
へ
の
移
住
も
限
ら
れ
て
お
り
、
土
地
を
持
た
な
い
農
民
に
と
っ
て
、
主
家
か
ら
耕
地
の
ほ
か
住
居
や
墳
墓
も
興
え
ら
れ
、
そ
の
か

わ
り
に
佃
僕
と
し
て
「
主
僕
の
分
」
や
膳
役
義
務
を
負
う
こ
と
は
、
や
む
を
得
な
い
選
揮
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

綿
じ
て
明
代
前
期
の
徽
州
で
は
、
限
ら
れ
た
農
業
資
源
に
多
量
の
労
働
力
を
投
下
す
る
と
い
う
形
で
、
資
源
と
人
口
と
の
均
衡
が
保
た
れ
、

耕
地
や
生
活
基
盤
を
必
要
と
す
る
佃
僕
と
、
固
定
し
た
第
働
力
を
必
要
と
す
る
有
力
宗
族
や
地
主
と
の
あ
い
だ
に
は
、
お
お
む
ね
安
定
し
た
相

互
関
係
が
維
持
さ
れ
て
、
南
者
の
紛
争
も
比
較
的
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
高
暦
『
敏
志
』
の
風
土
論
に
は
、
弘
治
年
間
(
一

四
八
八
J
一五
O
五
)
前
後
の
社
舎
状
況
と
し
て
、
「
家
は
給
し
人
は
足
り
、
居
る
に
は
則
ち
室
有
り
、
佃
す
に
は
則
ち
回
有
勺
、
薪
と
る
に
は

則
ち
山
有
り
、
襲
う
る
に
は
則
ち
圃
有
り
。
催
科
は
擾
さ
ず
、
盗
賊
は
生
ぜ
ず
、
婚
嫁
は
時
に
依
り
、
閣
閣
は
安
堵
す
。
婦
人
は
紡
績
し
、
男

(

回

〉

子
は
桑
蓬
し
、
減
獲
は
第
に
服
し
、
比
鄭
は
敦
睦
せ
り
:
:
:
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
多
分
に
類
型
的
な
表
現
な
が
ら
、
十
六
世
紀
初
頭
ま
で

は
、
生
産
資
源
と
人
口
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
、
主
僕
関
係
を
含
む
郷
村
の
社
合
同
関
係
や
俸
統
秩
序
が
、
相
封
的
に
安
定
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
。

- 33ー

し
か
し
『
教
志
』
に
よ
れ
ば
、
十
六
世
紀
以
降
「
出
買
は
既
に
多
く
、
土
田
は
重
か
ら
ず
、
査
を
操
り
て
交
鍵
し
、
起
落
は
常
な
ら
ず
。
能

あ
る
者
は
方
に
成
り
、
拙
な
る
者
は
乃
ち
聾
る
」
、
さ
ら
に
は
「
末
富
は
多
き
に
居
り
、
本
富
は
壷
く
少
な
し
、
富
者
は
愈
よ
富
み
、
貧
者
は

愈
よ
貧
し
、
起
つ
者
は
濁
り
雄
に
し
て
、
落
る
者
は
辞
易
す
。
:
:
:
是
に
於
い
て
詐
偽
に
は
鬼
蛾
有
り
、
許
争
す
る
に
は
文
矛
有
り
」
と
、
一
商

業
化
の
進
展
と
と
も
に
、
競
争
の
激
化
や
階
層
分
化
、
秩
序
の
混
観
が
急
激
に
進
ん
で
ゆ
く
。
こ
う
し
た
全
睦
朕
況
は
、
佃
僕
制
を
め
ぐ
る
社

曾
関
係
に
も
鮮
明
に
反
映
し
て
い
る
。

451 

十
六
世
紀
以
降
の
一
商
業
化
は、

二
つ
の
ル
l
ト
を
逼
じ
て
佃
僕
の
経
済
的
な
上
昇
を
可
能
に
し
た
。

(

印

)

一つ
は
山
林
産
品
の
商
業
化
で
あ
る
。
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佃
僕
は
逼
常
濁
立
し
た
農
業
経
営
を
営
み
、
し
ば
し
ば
主
家
の
山
林
を
租
佃
し
て
杉
や
松
な
ど
を
栽
養
し
た
。
徽
州
の
杉
木
は
品
質
も
良
く
、

新
安
江
を
下
っ
て
杭
州

へ、

績
渓
鯨
を
経
て
南
京
万一
面

へ
と
、
経
済
の
活
況
に
と
も
な
い
木
材
需
要
が
高
揚
し
て
い
た
江
南
地
方

へ
、
水
運
に

よ
り
比
較
的
容
易
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
山
林
の
成
長
に
は
二
・
三
十
年
の
年
月
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
材
木
と
な
れ
ば
佃
僕
も
「
力
室
」

と
し
て
得
た
林
木
を
買
っ
て
、

ま
と
ま

っ
た
現
金
を
入
手
で
き
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
隆
慶
五
(
一
五
七
一
)
年

某
懸
の
佃
僕
在
乞
付
ら

は
、
主
家
が
所
有
す
る
山
地
の
杉
木
を
買
っ
て
伐
採
す
る
際
、

郊
接
す
る
他
の
主
家
の
山
林
を
誤
伐
し
た
た
め
、
還
文
約
を
立
て
賠
償
し
て
お

(

臼

)

り
、
佃
僕
が
主
家
か
ら
山
林
を
購
入
し
、
伐
採
の
う
え
貰
却
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

く
わ
え
て
茶
・
漆
・
製
墨
用
の
松
・
製
紙
用
の
緒
・
腕
・
竹
な
ど
の
山
林
産
品
も
さ
か
ん
に
一
商
品
化
さ
れ
、
山
林
で
栽
培
す
る
雑
穀
や
、
採

集
す
る
柴
や
薪
か
ら
も
現
金
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
郁
門
鯨
の
林
木
は
松
脂
を
多
く
含
み
不
純
物
が
少
な
く
、
窯
業
用
の
燃
料
と

(

臼

)

し
て
優
れ
、
都
接
す
る
浮
梁
鯨
の
景
徳
鎮
に
大
量
に
出
荷
さ
れ
て
い
た
。

山
林
を

(

臼

)

買
っ
て
伐
採
し
た
際
、
誤
っ
て
主
家
の
所
有
す
る
山
地
の
樹
木
を
採
っ
て
「
窯
柴
を
据
造
し
て
護
買
」
し
、
文
約
を
立
て
て
賠
償
し
て
お
り
、

佃
僕
在
分
龍
の
男
子
が
主
家
の
山
地
の
松
木
を
ひ
そ
か
に
伐
採
し
て
窯
柴
を
造
り
、
や
は
り
謝
罪
の
う

天
啓
五
(
一
六
二
五
〉
年
、

郁
門
蘇
の
佃
僕
康
具
旺
ら
は
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ま
た
崇
頑
六
(
一
六
三
三
)
年
に
は
、

(
臼
)

え
賠
償
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
祁
門
な
ど
の
佃
僕
が
窯
業
用
の
柴
薪
を
活
滋
に
一
商
品
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
徽
州
一
商
一
人
の
全
国
的
活
動
が
本
格
化
し
た
十
五
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
、
少
な
か
ら
ぬ
佃
僕
が
商
業
活
動
に
開
興
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ

の
こ
と
が
佃
僕
の
経
済
的
上
昇
を
も
た
ら
し
た
第
二
の
要
因
と
な
っ
た
。
次
の
文
書
は
、
十
六
世
紀
初
頭
に
お
け
る
佃
僕
の
商
業
へ
の
参
入
の

プ
ロ
セ
ス
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

十
四
都
一
国
住
人
臭
別
、
係
房
東
火
佃
、
現
承
租
於
永
幾
年
間
佃
住
、
房
東
程
孟
賢
・
程
帯
美
等
経
業
十
四
都
楊
干
、
土
名
新
起
段
住
基

一
業

・
瓦
屋
三
問
、
男
婦
住
歌
。
生
長
三
男
社
寄
・
社
孫
・
文
貴
、
震
守
墳
佳
山
場
、
作
種
生
理
。
今
有
房
東
程

子
孫
、
持
火
佃
呉

果

往
外
買
買
、
除
支
ニ
艮
〔
銀
〕
外
、

借
艮
〔
銀
〕
妻
娘

氏

名
下
信
用
業
。
長
男
社
蕎
、
先
於
弘
治
年
工
雇
去
十
六
都
房
東

約
文
未
還
。
本
身
年
老
、
長
男
祉
審
回
家
、
同
三
男
文
責
承
嘗
門

別
父
子
・
井
住
基
・
房
屋
・
山
場
、
出
責
輿
十
六
都
二
園
房
東



戸
、
永
遠
看
守
墳
山
。
今
震
次
男
社
孫
因
無
妻
小
、
自
慰
過
房
輿
房
東

慮
、
眼
随
往
外
買
買
、
盤
覚
工
銭
、
婚
要
妻
小
、
終
身
之

計
。
於
内
倫
有
艮
〔
銀
〕
銭
・
貨
物
付
托
、

今
恐
無
意
、
立
此
火
佃
文
書
魚
照
。

母
許
侵
用
。
如
違
聴
従
経

公
受
罰
無
詞
。
倫
有
命
運
安
危
、
此
天
命
也
、
即
無
異
言
。

(

白

山

)

正

徳

七

年

二

月

初

八

日

立

火

佃

文

書

人

臭

別

(

競

〉

祉

孫

(

競

)

文

責

(

競

)

依

口

代

書

人

昌

岩

周

(

競

)

数
牒
十
四
都
の
呉
別
は
、
程
氏
の
墳
山
を
看
守
し
、
田
地
を
耕
作
す
る
佃
僕
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
程
氏
は
庄
地
や
山
林
と
と
も
に
、
臭
別
ら
の

使
役
擢
を
十
六
都
浜
南
の
呉
氏
に
買
却
し
た
。
臭
別
の
長
男
社
毒
は
、
す
で
に
漢
南
呉
氏
に
雇
用
さ
れ
、
外
地
で
一
商
業
に
従
っ
て
い
た
が
、
呉

別
が
年
老
い
た
た
め
祉
需
は
家
に
鯖
り
、
三
男
の
文
貴
と
と
も
に
、
佃
僕
と
し
て
墳
山
の
看
守
に
嘗
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
わ
り
に
次
男
の

祉
孫
が
、
主
家
に
随
行
し
て
外
地
で
一
商
業
に
従
い
、
そ
の
賃
金
で
妻
を
め
と
っ
て
終
身
の
計
と
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
す
で
に
紹
介

し
た
、
郁
門
豚
五
都
洪
氏
の
佃
僕
で
あ
っ
た
朱
一
幅
元
の
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
外
地
に
赴
き
、
小
庖
舗
を
聞
い
て
商
買
を
す
る
者
も
あ
っ
た
。

十
六
世
紀
以
降
、
東
南
沿
岸
部
か
ら
は
大
量
の
外
園
銀
が
中
園
に
流
入
す
る
が
、
徽
州
商
人
は
海
一
商
と
し
て
日
本
な
ど
か
ら
の
銀
総
入
に
も

開
興
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
銀
の
封
貨
と
な
る
生
糸
や
絹
・
綿
織
物
、
陶
磁
器
な
ど
の
生
産
・
流
通
に
も
深
く
関
わ
り
、
沿
海
部
か
ら
流
入
し
た

同
男
社
蕎
(
競
〉
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銀
が
全
園
に
横
散
し
、
さ
ら
に
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
北
迭
に
投
下
さ
れ
た
銀
が
内
地
に
還
流
す
る
、
過
程
で
の
、
全
園
的
商
品
流
通
に
果
た
す
役

(

出

〉

割
も
大
き
か
っ
た
。
徽
州
人
は
明
末
の
銀
流
通
の
い
わ
ば
「
龍
脈
」
を
押
さ
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
佃
僕
も
ま
た
商
業
活
動
に
直
接
間
接
に
閥

〈

河

町

)

わ
り
、
経
済
的
上
昇
の
機
舎
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
佃
僕
が
商
品
生
産
や
一
商
業
活
動
な
ど
に
よ
っ
て
得
た
牧
入
は
、
土
地
の
購
入
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
賞
時
の
徽
州
文
書
の

(
m
m
〉

な
か
に
は
、
佃
僕
が
立
て
た
土
地
買
買
契
が
い
く
つ
も
残
さ
れ
て
お
り
、
佃
僕
の
土
地
保
有
は
稀
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
明
末

ま
で
に
佃
戸
・
佃
僕
が
耕
作
す
る
土
地
に
封
す
る
田
面
擢
(
田
皮
)
が
一
般
化
し
た
こ
と
も
、
佃
僕
の
経
済
的
猫
立
を
高
め
る
一
要
因
と
な
っ

(

印

)

(

初

)

た
。
あ
る
程
度
の
土
地
を
所
有
す
る
佃
僕
は
、
み
ず
か
ら
の
戸
籍
を
持
ち
里
甲
制
下
で
甲
首
役
に
も
嘗
た
っ
た
。
ま
た
佃
僕
が
立
て
た
文
書
の

(
九
〉

な
か
に
は
、
佃
僕
が
み
ず
か
ら
筆
を
と
っ
た
も
の
も
あ
り
、
彼
ら
の
一
部
が
多
少
で
あ
れ
識
字
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

453 
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こ
う
し
た
識
字
能
力
は
商
業
活
動
に
必
要
で
も
あ
ろ
う
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
祉
禽
的
上
昇
の
機
舎
も
提
供
し
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
明
代
後
期
に
は
、
主
家
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
富
を
蓄
積
し
た
、
「
豪
奴
」
的
な
佃
僕
も
現
れ
る
。
た
と
え
ば
渓
南
呉
氏
の
地
僕
で
あ

(

η

)

 

河
川
に
水
碓
(
精
米
や
濯
波
に
用
い
る
水
車
)
を
建
造
し
、

二
郷
を
挟
制
」
し
た
と
し
て
主
家

る
葉
積
回
は
、
勝
手
に
碕
(
用
水
路
)
を
引
き

と
紛
争
が
生
じ
た
。

」
の
た
め
嘉
靖
二
十
六
(
一
五
四
七
〉
年
、

呉
氏
一
族
は
合
議
の
う
え

族
産
た
る
墳
山
を
族
人
の
有
志
に
三
百
雨
と
い

(
η
)
 

う
大
金
で
買
却
し
、
そ
れ
を
葉
積
回
と
の
訴
訟
と
墳
山
の
侵
占
に
閲
す
る
別
の
訴
訟
の
た
め
の
費
用
と
す
る
こ
と
を
議
定
し
て
い
る
。
高
額
な

訴
訟
費
用
か
ら
み
て
も
、
業
積
回
が
相
嘗
の
資
産
を
蓄
積
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

ま
た
疋
円
吏
や
街
役
と
し
て
官
府
に
入
り
こ
む
佃
僕
も
あ
り
、
た
と
え
ば
郁
門
五
都
洪
氏
の
佃
僕
在
社
ら
八
人
は
、
冠
婚
葬
祭
に
楽
器
を
吹
奏

す
る
「
築
僕
」
で
あ
っ
た
が
、
寓
暦
十
三
(
一
五
八
五
)
年
、
在
祉
が
鯨
街
門
に
お
い
て
邑
隷
と
な
り
、
繁
僕
と
し
て
の
昨
服
役
を
逃
れ
よ
う
と

し
た
た
め
、
洪
氏
の
追
究
を
う
け
、
結
局
は
「
鯨
に
在
り
て
巴
に
充
た
る
を
願
わ
ず
、
蓄
に
の
り
て
家
に
在
り
て
不
時
に
麿
役
」
す
る
こ
と
を

(

日

〉

誓
約
し
た
。
さ
ら
に
婆
源
照
江
商
の
江
氏
の
組
墓
を
看
守
し
て
い
た
あ
る
佃
僕
は
、

レ
る
。
し
か
し
彼
は
「
開
れ
ば
則
ち
旬
伏
し
て
賦
役
を
執
り
て
京
無
し
、

要
は
清
流
に
非
ざ
る
の
故
な
り
。

主
翁
も
亦
た
こ
れ
を
鋼
さ
ず
」

- 36ー

承
差
(
寄
吏
の
一
種
)
を
経
て
騨
丞
や
巡
検
に
任
官
し
て

「
婚
姻
は
門
第
を
論
じ
、
上
中
下
等
を
排
別
す
る
こ
と
甚
だ
巌
な
り
。
役
属
す
る
所
の
佃
僕
は
犯

(

町

四

)

す
を
得
ず
、
犯
せ
ば
則
ち
こ
れ
を
公
庭
に
正
し
、
卸
ち
そ
の
人
盛
貸
積
行
し
て
吏
と
な
る
も
、
上
流
に
列
す
る
を
得
ず
」
と
い
う
。
一
商
業
で
の

と
、
雑
職
と
は
い
え
官
員
で
あ
り
な
が
ら
、
故
郷
で
は
従
順
に
佃
僕
と
し
て
の
役
務
を
果
た
し
、
主
家
も
彼
の
任
官
を
阻
み
は
し
な
か
っ
た
と

(

万

)

レ
ぅ
。
ま
た
明
末
の
郁
門
牒
に
お
い
て
も
、

成
功
や
官
吏
の
地
位
を
得
た
佃
僕
と
い
え
ど
も
、

「
主
僕
の
分
」
が
解
消
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
十
六
世
紀
以
降
の
一
商
品
経
済
の
展
開
は
、

た
し
か
に
佃
僕
の
経
済
的
濁
立
性
を
高
め
、
社
曾
的
上
昇
の
機
曾
も
提
供
し
た
が
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
佃
僕
身
分
と
「
主
僕
の
分
」
か
ら
の
離
脱
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が
主
家
と
佃
僕
の
関
係
を
緊
張
さ
せ
る
重
要
な
要

因
と
な
っ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
都
市
や
商
業
の
繁
柴
と
表
裏
す
る
、
穀
物
債
格
の
低
迷
や
賦
役
負
措
の
増
大
に
よ
る
全
般
的
な
農
業
不
況
は
、
商

業
化
の
波
に
乗
り
そ
こ
ね
、
農
業
生
産
を
底
遁
で
支
え
て
い
た
佃
僕
の
生
活
を
直
撃
し
た
。
特
に
明
代
前
期
ま
で
に
地
域
開
設
が
ほ
ぼ
限
界
に



達
し
て
い
た
徽
州
で
は
、
十
六
世
紀
以
降
の
急
激
な
人
口
増
は
、
耕
地
や
農
業
資
源
を
め
ぐ
る
競
争
を
激
化
さ
せ
、
佃
僕
層
は
祉
曾
的
・
経
済

的
な
弱
者
と
し
て
、
こ
う
し
た
ひ
ず
み
を
正
面
か
ら
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

嘉
靖
年
開
ご
ろ
、
郡
門
鯨
善
和
里
の
程
氏
に
属
す
る
佃
僕
も
、
次
の
よ
う
な
賦
況
に
あ
っ
た
と
い
う
。
「
往
時
は
各
佃
、
卒
ね
業
を
祭
し
み

生
に
安
ん
ず
る
も
、
今
は
飢
寒
多
く
、
流
亡
多
く
、
自
ら
寧
居
せ
ず
。
前
人
の
圧
佃
を
置
立
す
る
は
、
惟
だ
田
地
を
耕
種
す
る
の
み
な
ら
ず
、

且
つ
は
以
っ
て
役
使
に
備
預
す
。
故
に
こ
れ
を
敬
す
る
こ
と
寛
に
し
て
、
こ
れ
を
取
る
こ
と
恕
た
り
。
今
時
の
弊
、
役
使
は
繁
苦
に
し
て
、
且

つ
徴
牧
・
科
取
は
昔
に
比
べ
て
加
重
す
る
無
か
ら
ず
、
況
ん
や
叉
た
分
外
の
徴
有
り
。
教
は
愈
よ
繁
に
し
て
佃
は
愈
よ
困
し
、
そ
の
謹
徒
・
流

亡
に
至
ら
ざ
る
者
は
幾
ん
ど
希
な
り
。
・
:
:
衆
佃
僕
を
計
る
に
、
昔
は
繁
庶
を
稽
す
も
、
今
は
漸
く
落
落
た
り
、
殊
に
慨
く
可
き
な
り

0

・

(

π

)

 

主
は
衆
く
僕
は
稀
に
し
て
、
徴
役
は
日
に
繁
く
、
役
は
何
を
以
っ
て
か
堪
え
ん
」
。

か
つ
て
は
圧
地
に
安
住
し
て
い
た
佃
僕
が
、
田
租
や
麿
役

負
措
の
加
重
に
よ
っ
て
移
住
・
逃
亡
し
、
か
つ
主
家
の
人
口
増
が
負
措
を
い
っ
そ
う
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
。
善
和
里
程
氏
に
か
ぎ
ら
ず
、
主
家

の
人
数
の
増
加
に
加
え
、
庄
地
や
佃
僕
の
使
役
擢
は
、
く
り
返
さ
れ
る
均
分
相
績
や
貰
買
の
結
果
し
だ
い
に
細
分
化
・
複
雑
化
す
る
傾
向
に
あ

り
、
佃
僕
の
薩
役
義
務
を
い
っ
そ
う
煩
雑
に
し
た
の
で
あ
る
。
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明
末
に
は
徽
州
の
各
地
で
、
佃
僕
の
庄
地
か
ら
の
移
住
や
逃
走
・
流
亡
一が
穎
著
に
な
る
。
た
と
え
ば
郁
門
奇
峯
鄭
氏
の
共
有
す
る
組
墓
を
看

守
す
る
佃
僕
は
、
鄭
氏
の
族
人
が
し
だ
い
に
増
加
し
、
佃
僕
を
虐
待
す
る
者
も
あ
っ
た
た
め
、
高
暦
二
十
四
(
一
五
九
六
)
年
に
は
、
「
在
乞

〈

符

)

龍
・
在
保
の
二
房
の
人
口
は
安
ん
ぜ
ず
、
浮
梁
に
逃
居
す
」
と
、
二
つ
の
房
を
あ
げ
て
邦
接
す
る
浮
梁
豚
に
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た
(
@
)
。
同

じ
よ
う
に
教
鯨
摸
南
の
臭
氏
の
あ
る
租
墓
を
看
守
す
る
佃
僕
も
、
三
つ
の
房
は
す
で
に
死
絶
し
、
男
女
二
人
だ
け
が
残
っ
た
が
、
彼
ら
も
崇
頑

(

乃

〉

元
(
一
六
二
八
〉
年
に
は
、

「貧
に
し
て
分
を
守
ら
ず
、
復
た
逃
鼠
」
し
て
し
ま
う
。
ま
た
某
鯨
の
謝
良
善
ら
の
佃
僕
で
あ
っ
た
在
有
害
も
、

雨
親
は
す
で
に
亡
く
、
次
弟
は
逃
亡
し
、
三
弟
は
他
の
村
に
身
買
り
さ
れ
、
み
ず
か
ら
は
生
活
の
す
べ
も
な
く
「
瓢
流
し
て
侍
る
無
く
、
向
き

(

剖

)

に
は
外
境
に
在
し
て
傭
工
し
て
翻
口
す
」
る
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。

と
く
に
明
朝
誠
亡
の
前
年
、
山
宗
頑
十
六
三
六
四
三
〉
年
に
、
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謝
良
善
な
い
と
の
謝
氏
一
族
の
八
房
が
立
て
た
「
分
析
火
佃
合
文
」
は
、

う
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し
た
吠
況
を
き
わ
め
て
如
買
に
示
し
て
い
る
。
謝
氏
の
八
房
は
粗
先
以
来
多
く
の
圧
地
と
佃
僕
を
擁
し
、
か
つ
て
は
「
人
丁
は
頗
る
旺
ん
、
農

業
は
頗
る
豊
か
に
し
て
、
主
僕
は
各
お
の
安
ん
じ
」
て
い
た
。
し
か
し
近
年
、
佃
僕
た
ち
は

「
或
い

は
家
貧
し
く
し
て
瓢
流
し
、
或
い

は
妻
り

思
く
し
て
出
賛
し
、
或
い

は
債
野
く
し
て
催
迫
さ
れ
、
夫
婦
と
も
に
身
を
欝
ぎ
、
星
散
し
て
一
な
ら
ず
」
と
、
貧
困
に
よ
る
流
亡
、

他
家

へ
の

出
賞
、
債
務
に
よ
る
奴
僕
化
な
ど
が
準
ん
で
ゆ
く
。
か
つ
「
主
衆
は
繁
街
し
、
叫
喚
は
均
し
か
ら
ず
:
:
:
更
に
農
忙
の
時
月
を
間
わ
ず
、
苛
叫

時
使
役
さ
れ
て
手
首
も
給
さ
れ
ず
、

し
て
休
ま
ず
、
東
に
呼
べ
ば
即
ち
東
し
、
西
に
呼
べ
ば
即
ち
西
し
、
工
を
給
す
る
こ
と
分
文
も
見
ず

0

・:
・
:
こ
れ
に
順
え
ば
現
て
常
故
と
震

し
、
順
わ
ざ
れ
ば
則
ち
晋
罵
し
て
己
ま
ず
、
こ
れ
に
縫
ぎ
て
答
縫
す
」
と
、
主
家
の
族
人
の
増
加
は
麿
役
負
携
を
増
加
さ
せ
、
農
繁
期
に
も
随

こ
の
結
果
「
老
い
て
賓
な
る
者
は
、
遠
行
し
て
食
に
就
く
を

老
人
や
貧
者
は
生
活
の
糧
を
求
め
て
移
住
し
、
や
や

従
わ
な
け
れ
ば
罵
倒
さ
れ
答
打
た
れ
る
。

思
欲
し
、
即
ち
祉
に
し
て
梢
や
贈
り
る
者
も
、

亦
た
煩
を
悪
み
て
習
練
せ
ん
を
欲
し
」
、

(
m
U
)
 

財
力
が
あ
れ
ば
佃
僕
身
分
か
ら
の
離
脱
を
計
っ
た
と
い
う
(
⑩
)
。

明
末
期
に
お
け
る
一
商
業
化
と
秩
序
襲
動
は
、
そ
れ
ま
で
集
約
的
農
業
の
た
め
の
労
働
力
と
し
て
庄
地
に
し
ば
ら
れ
て
い
た
徽
州
の
佃
僕
に

- 38ー

も
、
社
曾
移
動
と
階
層
分
化
の
激
化
を
も
た
ら
し
た
。
一
商
品
生
産
や
一
商
業
活
動
を
通
じ
て
祉
曾
的
上
昇
を
め
ざ
し
、
あ
る
い
は
膏
吏
や
街
役
と

に
困
窮
し
た
佃
僕
も
ま
た
、

「
主
僕
の
分
」
や
庄
地
へ
の
束
縛
か
ら
の
離
脱
を
は
か
り
、
高
い
人
口
座
や
重
い
負
携
の
も
と
で
生
活

他
に
生
計
の
す
べ
を
求
め
て
圧
地
か
ら
移
住
・
逃
亡
を

は
か
り
、

あ
る
い
は
身
買
り
し
た
り
流
民
化
し
て
い
っ

し
て
官
府
に
入
ろ
う
と
す
る
佃
僕
は

た
。

一
方
で
有
力
徽
州
の
宗
族
や
地
主
は
、
経
済
的
に
も
祉
曾
的
に
も
コ
ス
ト
の
か
か
る
佃
僕
制
を
決
し
て
放
棄
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

冠
婚
葬
祭
や
そ
の
他
の
祭
杷
・
行
事
に
際
し
て
佃
僕
の
臨
服
役
を
受
け
る
こ
と
は
、
自
に
見
え
る
形
で
傘
卑
・
主
僕
の
分
を
具
現
す
る
こ
と
に
よ

り

「
名
族
」
と
し
て
の
ス
テ
イ

タ
ス
を
地
方
祉
曾
に
示
す
た
め
に
不
可
飲
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

佃
僕
の
昨
服
役
義
務
自
盟
は

一
般
に
農
業
生
産
を
匝
害
す
る
ほ
ど
加
重
で
は
な
く
、

た
と
え
貨
幣
納
と
し
て
も
構
わ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
寅
際
に
は
す
べ
て
の
慮
役
義
務
が
貨
幣
納
化
さ
れ
た
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。
佃
僕
の
庭
役
は
す
ぐ
れ
て
社
曾
的

・
文
化
的
な
意
義
を

持
ち
、
雇
用
労
働
で
は
意
味
が
な
く
、
あ
く
ま
で
「
種
主
因
・
住
主
屋
・
葬
主
山
」
と
い
う
恩
義
を
う
け
た
佃
僕
が
、
具
鐙
的
な
服
役
に
よ
っ



(

回

)

て
従
属
性
を
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
経
済
的
に
は
む
し
ろ
、
佃
僕
の
鷹
役
を
あ
く
ま
で
義
務
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佃
僕
が
勝
手
に

外
地
に
移
住
し
て
生
計
を
立
て
る
こ
と
を
阻
み
、
佃
僕
を
圧
地
に
縛
り
つ
け
、
安
定
し
た
農
業
献
労
働
力
を
確
保
す
る
意
味
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

十
六
世
紀
以
降
、
佃
僕
が
庄
地
へ
の
束
縛
や
麿
役
義
務
を
股
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
増
し
て
ゆ
く
が
、
第
四
・
五
章
で
拳
げ
た
明
末
の
宗
族

規
約
や
裁
剣
事
例
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
佃
僕
と
主
家
と
の

「
主
僕
の
分
」
が
必
ず
し
も
弛
緩
に
向
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
い
わ
ば
反
作
用
と
し
て
、
主
家
も
ま
た
佃
僕
制
を
再
編
成
し
、

「
主
僕
の
分
」
を
強
化
す
る
傾
向
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
典
型
的
な
例
と
し
て
、
休
寧
鯨
七
都
の
余
氏
一
族
は
、
潜
氏

一
族
と
佃
僕
の
使
役
擢
を
争
奪
し
、
天
啓
四
三
六
二
四
)
年
か
ら
前
後
六
年

に
わ
た
っ
て
大
規
模
な
訴
訟
を
く
り
虞
げ
た
が
(
⑭
)
、
こ
の
訴
訟
の
決
着
後
、
余
氏
は

「
昔
年
、
各
僕
の
拝
簡
に
そ
の
脆
奔
の
儀
を
兎
ず
る

は
、
太
だ
簡
な
る
に
似
た
り
」
と
し
て
、
崇
積
三
(
一
六
一
一
一
O
)
年
か
ら
新
た
に
規
則
を
定
め
、
元
旦
な
ど
の
節
目
に
佃
僕
ら
が
余
氏
に
赴
け

〈
回
〉

ば
「
皆
な
脆
忌
し
て
四
奔
し
、
以
っ
て
主
僕
の
分
を
明
ら
か
に
」
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。

明
代
後
期
に
お
け
る
宗
族
組
織
の
整
備
と
撹
大
は
、
「
名
族
」
と
し
て
の
地
位
を
具
現
化
す
る
佃
僕
制
の
必
要
性
を
高
め
て
ゆ
く
が
、

で
は
経
済
力
を
つ
け
主
家
か
ら
の
濁
立
性
を
強
め
る
に
せ
よ
、
貧
窮
し
て
流
亡
す
る
に
せ
よ
、
佃
僕
制
自
瞳
の
動
揺
と
流
動
化
も
準
ん
で
い
っ

た
。
身
分
的
束
縛
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
佃
僕
と
、
「
主
僕
の
分
」
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
主
家
と
の
関
係
は
緊
張
を
深
め
、
紛
争
や
訴
訟
の
全

般
的
な
増
大
の
な
か
で
も
、
佃
僕
を
め
ぐ
る
紛
争
は
き
わ
だ
っ
て
増
加
し
、
複
雑
化
し
て
ゆ
く
。
明
末
の
徽
州
で
は
、
佃
僕
を
め
ぐ
る
紛
争
は

ほ
と
ん
ど
恒
常
化
す
る
が
、
な
お
大
規
模
な
「
奴
襲
」
の
護
生
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
個
々
の
紛
争
の
背
後
に
あ
る
主
僕
関
係
の
緊
張

は
、
契
機
が
あ
れ
ば
暴
設
す
る
可
能
性
を
も
苧
み
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方

- 39ー

お

わ

り
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崇
頑
十
七
(
順
治
元
、

〈
剖
〉

し
た
。
翌
弘
光
元
(
順
治
二
、 一

六
四
四
〉
年
、

北
京
陥
落
の
報
が
南
方
に
俸
わ
る
と
、
江
南
デ
ル
タ
な
ど
で
は
各
地
で
大
規
模
な
奴
僕
叛
飽
が
勃
設

一
六
四
五
)
年
五
月
、

清
軍
が
南
京
を
攻
略
し
南
明
の
弘
光
政
擢
が
崩
壊
す
る
と
、
徴
州
一
帯
も
ほ
と
ん
ど
無
政
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府
吠
態
と
な
る
。
彩
服
薬
村
の
奴
僕
で
あ
っ
た
宋
乞
は
こ
の
機
を
と
ら
え
、
全
燃
の
奴
僕
や
佃
僕
を
糾
合
し
て
蜂
起
し
、
賑
内
に
三
十
六
の
山

案
を
造
っ
て
彼
ら
を
統
率
し
た
。
奴
僕
・
佃
僕
た
ち
は
、
「
皇
帝
一
は
己
に
換
わ
れ
り
、
家
主
も
亦
た
躍
に
僕
と
作
り
て
我
が
輩
に
事
う
ベ
し
」

「そ
の
先
世
及
び
そ
の
本
身
の
投
主

・
貰
身
文
契
を
挟
取
」
し
た
。
敵
封
す
る
有
力
宗
族
が
あ
れ

「口巴人
は
敢
え
て
自
ら
衣
冠
の
族
た
る
を
言
わ
」
な
か
っ
た
と
い

と
蹴
し

宋
乞
を
「
宋
王
」
と
稽
し
て
、

ば
、
宋
乞
ら
は

「
諸
案
の
兵
を
率
い
て
攻
破
」
し
て
「
一
村
を
焚
殺
」
し
、

友
1

ノ。奴
僕
・
佃
僕
の
蜂
起
は
や
が
て
彩
鯨
か
ら
休
寧
・
祁
門
・
教
鯨
に
も
波
及
し
て
ゆ
く
が
、
九
月
に
は
宋
乞
が
殺
さ
れ
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
一
部

の
奴
僕
・
佃
僕
は
主
家
に
蹄
服
す
る
。
と
は
い
え
蜂
起
の
勢
い
は
な
お
盛
ん
で
、
十
月
に
清
軍
が
徽
州
に
入
る
と
、
清
朝
の
鯵
知
豚
は
宋
乞
の

後
を
縫
い
だ
朱
太
に
都
司
の
職
を
授
け
、
朱
太
の
父
ら
を
郷
飲
酒
躍
に
招
く
な
ど
し
て
懐
柔
に
務
め
た
。
し
か
し
翌
年
三
月
に
は
蜂
起
軍
は
豚

城
を
包
園
し
て
砲
撃
し
、
知
回
開
は
清
軍
に
救
援
を
求
め
る
。
清
軍
は
蜂
起
軍
を
撃
破
し
、
千
人
を
捕
ら
え
百
除
人
を
慮
刑
し
た
。
こ
う
し
て
徽

(

邸

)

州
の
奴
饗
は
終
結
し
、
蜂
起
に
加
わ
っ
た
奴
僕
や
佃
僕
も
、
も
と
ど
お
り
「
僕
舎
に
就
い
て
役
を
執
」
っ
た
と
い
う
。

清
初
の
徽
州
文
書
に
は
、
貫
際
に
こ
の
奴
饗
(
乙
酉
の
凱
)
に
加
わ
っ
た
奴
僕
や
佃
僕
が
、
蜂
起
が
鎮
座
さ
れ
る
過
程
で
、

た
文
書
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
宋
乞
が
殺
さ
れ
た
直
後
、
順
治
二
(
乙
酉
〉
年
九
月
二
十
五
四
に
、
祁
門
豚
の
「
地
僕
」
朱
老
需
が
立

主
家
に
謝
罪
し

- 40ー

て
た
甘
罰
戒
約
を
奉
げ
て
お
こ
う
。

立
甘
罰
戒
拘
地
僕
朱
老
毒
、
今
不
合
被
胡
清

・
在
端
時
・
貴
時
引
誘
、
褒
衆
結
築
借
鋭
、
劫
携
放
火
等
事
、
千
本
月
廿
四
日
、
行
劫
本
牒

西
都
在
客
創
万
行
口
、
子
二
十
五
日
、
叉
不
合
凱
政
家
主
住
基
針
面
墳
山
蔭
木
数
十
根
造
案
。
嘗
有
雨
村
家
主
牟
獲
、
口
供
寅
情
、
原
係

胡
清
三
人
信
手
〔
首
〕
、
身
等
不
合
課
入
同
伴
。
自
甘
立
罰
約
、
求
約
家
主
原
情
寛
恕
。
以
後
不
敢
復
路
前
非
、
其
偶
首
三
犯
、
聴
後

獲
目
、
迭
官
重
慮
。
立
此
甘
約
存
照
。

乙
酉
年
九
月
廿
五
日
立
甘
罰
約
地
僕

朱
老
害
時
(
押
)

(
前
〉

意
現
年
里
長
在
文
屯
朝
奉



移
牒
の
奴
饗
が
郁
門
鯨
に
も
波
及
す
る
な
か
、
朱
老
妻
需
は
奴
僕
・
佃
僕
た
ち
を
集
め
て
案
を
遣
っ
て
蜂
起
し
、
掠
奪
や
放
火
を
行
い
、
さ
ら

に
主
家
の
墳
山
の
樹
木
敷
十
根
を
盗
伐
し
て
案
の
建
材
と
し
た
。
し
か
し
ま
も
な
く
朱
老
需
は
主
家
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
、
こ
の
甘
罰
約
を
立

て
、
謝
罪
の
う
え
主
家
に
許
し
を
乞
う
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
現
存
す
る
徽
州
文
書
に
は
、
順
治
二
年
末
か
ら
翌
年
三
月
に
か
け
て
、

奴
饗
に
呼
躍
し
た
佃
僕
ら
が
立
て
た
戒
約
な
ど
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
「
機
に
乗
じ
衆
を
擁
し
℃
、
主
に
向
か
い
原
買
の
文
書
を
挟
去
」

し
、
あ
る
い
は
「
主
に
叛
し
て
案
を
立
て
、
挟
響
し
て
木
を
伐
」
っ
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
は
「
今
清
朝
の
園
法
森
巌
な
る
に
値
り
、
上
司
は

明
示
し
て
概
ね
桑
斬
を
行
う
も
、
:
:
:
再
三
哀
懇
し
て
殺
身
を
菟
れ
ん
こ
と
を
求
め
、
戒
約
を
還
せ
ん
こ
と
を
患
い
、
東
主
の
婚
姻
葬
祭
・
新

(

目

別

)

正
奔
簡
に
は
、
奮
に
照
ら
し
て
服
役
」
す
る
こ
と
を
誓
約
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
清
朝
支
配
の
確
立
と
と
も
に
、
奴
襲
の
参
加
者
た
ち
も
順
次
主
家
の
も
と
に
開
眼
し
て
い
っ
た
が
、
む
ろ
ん
佃
僕
や
奴
僕
を
め
ぐ

る
吐
曾
関
係
の
緊
張
は
な
ん
ら
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
清
代
前
期
の
徽
州
文
書
に
も
、
佃
僕
を
め
ぐ
る
紛
争
は
依
然
と
し
て
多
く
、
む

し
ろ
複
雑
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。
薙
正
五

(
一
七
二
七
)
年
、
権
問
正
一
帝
の
諒
旨
に
よ
っ
て
徽
州
府
な
ど
の
佃
僕
に
劃
す
る
身
分
的
解
放
(
開
戦
開
)

が
命
じ
ら
れ
た
の
ち
も
、
貧
際
に
は
開
諮
の
た
め
に
巌
し
い
候
件
が
要
求
さ
れ
、
佃
僕
身
分
か
ら
の
離
脱
を
求
め
る
佃
僕
と
、
「
主
僕
の
分
」

を
維
持
し
よ
う
と
す
る
主
家
と
の
あ
い
だ
の
紛
争
は
、
一時
と
し
て
主
家
の
一
族
と
佃
僕
の
一
族
と
の
、
宗
族
を
奉
げ
て
の
大
規
模
で
複
雑
な
訴

訟
に
も
護
展
し
た
。
清
代
後
期
に
至
る
ま
で
、
佃
僕
制
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
徽
州
に
お
け
る
訴
訟
の
も
っ
と
も
深
刻
な
問
題
で
あ
り
績
け
た
の

- 41-

で
あ
る
。

註(
1
〉
拙
稿
「
明
代
後
期
、
徽
州
郷
村
祉
舎
の
紛
争
庭
理
」
(
『
史
皐
雑
誌
』

一
O
七
編
九
続
、
一
九
九
八
年
)
四
八
J
五
O
頁。

(

2

)

停
衣
凌
「
明
代
徽
州
圧
僕
制
度
之
側
面
的
研
究
|
明
代
徽
州
庄
僕
文

約
輯
存
|
」
(
初
出
一
九
六
O
年
、
『
明
清
農
村
祉
曾
経
済
』
生
年
、

活
・
讃
書
・
新
知
三
勝
書
庖
、

略
構
す
る
)
。

(

3

)

一
九
七
八
年
以
降
に
援
表
さ
れ
た
氏
の
一
連
の
佃
僕
制
研
究
は
、

『
明
清
徽
州
農
村
社
曾
輿
佃
僕
制
』
(
安
徽
人
民
出
版
社
、

一九八一一一

一
九
六
一
年
所
枚
、
以
下
「
側
面
」
と
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以
下
『
佃
僕
制
』
と
略
構
)
、
第
六
章
「
徽
州
的
佃
僕
制
度
」
に
集
成

さ
れ
て
い
る
。

(

4

)

章
有
義
『
明
清
徽
州
土
地
関
係
研
究
』
(
中
園
祉
曾
科
祭
出
版
社
、

一
九
八
四
年
〉
、
「
関
於
明
清
時
代
徽
州
火
佃
性
質
問
題
賛
言
」
(
初

出
一
九
八
七
年
、
『
明
清
及
近
代
農
業
史
論
集
』
中
園
農
業
出
版
社
、

一
九
九
七
年
所
牧
〉
。

(

5

)

劉
重
日
「
従
部
分
徽
楢
看
明
代
的
徽
州
奴
僕
及
其
闘
争
」
(
『
中
園
農

民
戦
争
史
論
叢
』
第
三
輯
、
一
九
八
一
年
)
、
劉
重
日
・
曹
貴
林
「
明

代
徽
州
庄
僕
制
研
究
」
(
『
明
史
研
究
論
叢
』
第
一
一
瞬
、
一
九
八
二
年
〉
、

劉
重
日
「
火
佃
新
探
」
(
『
歴
史
研
究
』
一
九
八
二
年
二
期
)
、
「
再
論

。
火
佃
。
的
淵
源
及
其
性
質
」
(
『
明
史
研
究
』
第
五
輯
、
黄
山
書
祉
、

一
九
九
七
年
)
。

(

6

)

貌
金
玉
「
明
代
続
南
的
佃
僕
」
(
『
中
園
杜
曾
科
皐
院
経
済
研
究
所

集
刊
』
第
三
集
、
一
九
八
一
年
、
以
下
「
続
南
」
と
略
稽
)
。

(

7

)

劉
和
恵
「
明
代
徽
州
佃
僕
制
考
察
」
(
『
安
徽
史
皐
』
一
九
八
四
年
一

期
)
、
「
明
代
徽
州
胡
氏
佃
僕
文
約
」
(
『
安
徽
史
皐
』
一
九
八
四
年
二

期
)
、
「
明
代
徽
州
佃
僕
制
補
論
」
(
『
安
徽
史
皐
』
一
九
八
五
年
六

期
、
以
下
「
補
論
」
と
略
稽
)
。

(

8

)

彰
超
「
試
探
庄
僕
、
佃
僕
和
火
佃
的
区
別
」
(
『
中
園
史
研
究
』
一
九

八
四
年
一
期
〉
、
「
再
談
火
佃
」
(
『
明
史
研
究
』
第
一
韓
、
黄
山
書

社
、
一
九
九
一
年
)
。
こ
の
ほ
か
に
清
代
の
佃
僕
制
度
に
関
す
る
専
論

と
し
て
、
縛
同
欽
・
馬
子
娃
「
清
代
安
徽
地
区
庄
僕
文
約
簡
介
」
(
『
南

関
皐
報
』
一
九
八

O
年
一
期
)
、
韓
怪
短
「
略
論
清
代
前
期
的
佃
僕
制
」

(
『
清
史
論
叢
』
第
二
輯
、
一
九
八

O
年
)
が
あ
る
。
な
お
八
十
年
代

半
ば
ま
で
の
中
園
に
お
け
る
佃
僕
制
の
研
究
史
と
そ
の
論
争
黙
に
つ
い

て
は
、
陳
拘
雲
「
徽
州
文
書
契
約
研
究
概
観
」
(
『
中
園
史
研
究
動
態
』

一
九
八
七
年
五
期
〉
一

J
四
頁
を
参
照
。

〈

9
)

周
紹
泉
「
明
後
期
郁
門
胡
姓
農
民
家
族
生
活
吠
況
割
析
」
(
『
東
方

翠
報
』
六
七
加
、
一
九
九
五
年
)
、
「
清
康
照
休
寧
。
胡
一
案
。
中
的

農
村
社
曾
輿
農
民
」
(
『
mm
図
際
徽
皐
皐
術
討
論
曾
論
文
集
』
安
徽
大
島
平

出
版
社
、
一
九
九
七
年
)
、
陳
何
雲
「
潅
正
五
年
関
駅
間
世
僕
議
旨
在
徽

州
的
貿
施
l
以
《
乾
隆
三
十
年
休
寧
在
、
胡
互
控
案
》
畳
畑
中
心

」

(
『
一
九
九
五
清
史
論
叢
』
遼
留
守
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年
)
。

(

m

)

仁
井
田
陸
「
明
末
徽
州
の
圧
僕
制
|
と
く
に
そ
の
品
目
役
婚
に
つ
い

て
|
」
(
初
出
一
九
六
一
年
、
『
中
園
法
制
史
研
究
奴
隷
農
奴
法
・

家
族
村
落
法
』
東
京
大
皐
出
版
品
目
、
一
九
六
二
年
所
牧
〉
。
小
山
正
明

「
明
代
の
大
土
地
所
有
と
奴
僕
」
(
初
出
一
九
七
四
年
、
『
明
清
社
曾

経
済
史
研
究
』
東
京
大
農
出
版
曾
、
一
九
九
二
年
所
枚
)
、
「
文
書
史

料
か
ら
み
た
明
・
清
時
代
徽
州
府
下
の
奴
稗
・
庄
僕
制
」
(
初
出
一
九

八
四
年
、
前
掲
書
所
牧
〉
。
ま
た
白
井
佐
知
子
「
徽
州
文
書
か
ら
み
た

『
承
縫
』
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
五
五
巻
三
説
、
一
九
九
六

年
〉
も
、
承
縫
文
書
の
形
を
と
っ
た
入
賞
・
賓
身
・
磨
役
文
書
に
関
連

し
て
、
徽
州
の
佃
僕
・
奴
僕
制
度
に
論
及
す
る
。

(日

)
E
R『
広
岡
斗
-
N
C
口
MLO円向。♂
(
U
h
v
b
s
h
A
W
Q
E
仙
の
。
ミ
宮
崎
氏
G
N
i
h
b
h
E

是
認

P
E
N
E・5
ミ
~
同

J
t
b
g号
、
ミ
ミ
ミ
周
忌
白
円
F
S
M
M
Z
'

H
町
三
足
立
句
。
。
芯
尽
き
・

F
O
E
S
-
開
・
】

-
F
E
-
E
g
-
-
g
M
の

E

d
〈

Fop--Ear-唱

F
S
E
O品
目
、
H

，
F
0
3
5
ロミ
ω
0
2
2件。『

ZE--nroロ
J

Z
同
内

d
Eロ
m
s
n
v
z
m
F
E
巾《】・・。ミ』

V

。札。
Hい
可

2
h
b
H内

同
語
、
魚
川
え
え
の
を
.き
H

・
C
E〈
2
M
-
q
o向
。
曲
-F
向。『口一白

p
g
P
E
g
-

(
ロ
)
葉
穎
思
前
掲
『
佃
僕
制
』
一
一
一
一
一
一
一
一

i
三
九
頁
。
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(
日
)
「
火
佃
」
は
「
伏
佃
」
と
も
書
か
れ
、
宋
元
時
代
の
史
料
に
も
頻
出

し
、
も
と
も
と
は
「
彩
佃
」
、
す
な
わ
ち
農
地
を
集
固
で
耕
す
佃
戸
の

意
で
あ
る
。
葉
穎
恩
氏
な
ど
が
述
べ
る
よ
う
に
(
『
佃
僕
制
』
二
三
四

J
三
八
頁
〉
、
明
代
に
は
お
お
む
ね
火
佃
は
佃
僕
・
庄
僕
と
通
じ
て
用

い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(
M
〉
洪
氏
の
佃
僕
胡
氏
に
関
す
る
文
書
は
、
周
紹
泉
前
掲
「
明
郡
門
胡
姓

農
民
家
族
生
活
吠
況
割
析
」
に
嚢
輯
さ
れ
て
お
り
、
周
氏
は
そ
れ
に
基

づ
い
て
胡
氏
一
族
の
系
譜
を
復
原
し
て
い
る
。

(
お
)
明
清
徽
州
の
山
林
経
営
に
つ
い
て
は
、
張
雲
慧
「
徽
州
歴
史
上
的
林

木
経
営
初
探
」
(
『
中
園
史
研
究
』
一
九
八
七
年
一
期
)
、
陳
何
雲
「
明

清
徽
州
地
匡
山
林
経
営
中
的
少
力
分
。
問
題
」
(
『
中
関
史
研
究
』
一

九
八
七
年
一
期
)
、
同
「
明
清
山
林
苗
木
経
済
初
探
」
(
『
卒
准
皐
刊
』

四
輯
上
加
、
一
九
八
九
年
〉
、
上
田
信
「
山
林
お
よ
び
宗
族
と
郷
約
|

華
中
山
間
部
の
事
例
か
ら
」
(
地
域
の
世
界
史
叩
『
人
と
人
の
地
域

史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
)
、
同
『
森
と
線
の
中
園
史
l
エ
コ

ロ
ジ
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
試
み
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九
九
年
)
、

皿
「
東
南
山
地
」
な
ど
を
参
照
。

(
日
)
「
弘
光
元
年
徽
州
火
佃
朱
成
龍
等
承
山
約
」
(
『
曾
編
考
緯
』
逼
し

番
競
八
五
五
)
。

(
げ
〉
周
紹
泉
・
越
直
光
『
寅
山
公
家
議
校
注
』
(
黄
山
室
田
祉
、
一
九
九
三

年
)
、
巻
五
、
山
場
議
、
八
四

1
八
五
頁
、
「
育
国
民
鳩
禁
約
」
。

(
国
)
前
掲
書
巻
五
、
山
場
議
、
七
四
頁
。
よ
り
詳
し
く
は
向
書
八
五
J
九

五
頁
所
枚
の
、
青
員
潟
を
め
ぐ
る
明
末
清
一
初
期
の
一
連
の
合
同
文
書
を

参
照
。

(
四
)
上
田
信
前
掲
「
山
林
お
よ
び
宗
族
と
郷
約
」
九
九
l
一
O
五
買
。

〈
議
競

O

(
却
〉
南
京
大
皐
歴
史
系
資
料
室
議
「
高
暦
僕
立
遠
藤
主
文
書
」

0
0
0八
四
〉
。

一
都
華
橋
住
人
金
二
・
金
乞
等
、
上
年
投
到
在
城
在
東
海
裏
業
庄

屋
住
歌
、
佃
僕
使
喚
、
看
守
墳
笠
。
其
裁
蓄
庇
木
、
是
身
等
不

合
、
私
鉄
入
山
、
盗
欣
松
木
。
是
主
等
専
獲
要
行
告
治
、
身
各
知

街
、
托
中
王
周
、
思
賠
木
口
還
文
、
今
後
再
不
敢
故
這
。
:
:
:
租

墳
口
右
山
場
、
東
降
西
国
南
田
北
石
嚇
、
栽
養
各
色
木
樋
、
建
照

先
蛍
文
契
看
守
、
承
財
〔
成
材
?
〕
主
力
相
分
。
:
:
:
子
子
孫

孫
、
冠
婚
葬
祭
・
降
〔
遜
〕
境
活
宅
等
事
、
肝
自
調
用
使
喚
。
今

恐
無
葱
、
立
此
文
約
信
用
照
。

蔦
暦
元
年
十
二
月
初
七
日
立
遺
文
書
入
金
二

O
金
乞
、

金
富
・
方
天
O

代
筆
中
人
王
周
保
(
押
〉

(
紅
)
崇
頑
十
五
年
休
寧
程
氏
立
『
霞
産
簿
』
所
牧
の
禁
約
合
同
(
『
契
約

文
書
』
十
巻
三
八
八
頁
〉
。

立
禁
約
合
同
人
程
法
・
程
磁
・
程
氾
三
大
房
衆
等
、
原
承
租
簸

業
、
土
名
大
充
口
墳
山
一
鋭
、
於
上
安
葬
高
租
批
安
人
呉
氏
、
向

召
守
山
人
辛
付
・
準
重
等
、
長
養
松
木
篠
柴
、
蔭
護
墳
壁
。
其
篠

柴
、
守
山
人
遮
年
納
銀
武
銭
、
柴
債
清
明
交
納
。
:
:
:
遜
来
各
房

子
孫
手
下
僕
、
妄
侵
盗
松
毛
、
併
放
柴
篠
、
不
知
松
毛
柴
篠
、
乃

守
山
人
納
過
山
租
、
出
力
看
守
。
今
毎
盗
害
、
則
守
山
人
出
租
無

事
、
且
不
服
人
心
。
今
衆
議
、
一
二
一
房
子
孫
合
議
、
立
禁
約
四
張
、

三
房
各
執
一
張
、
輿
守
山
人
一
張
。
以
後
各
房
僕
解
、
或
不
得
子

孫
・
盗
賊
之
流
上
山
鶏
倫
、
許
令
守
山
人
狼
打
奪
刀
、
政
断
柴

捲
、
歌
碑
柴
筆
、
の
償
銀
一
銭
。
如
有
縦
其
僕
妾
侵
盗
、
衆
嘗
面

叱
家
主
、
仰
行
迭
官
、
以
故
害
租
宗
不
孝
之
罪
。
立
此
合
同
禁
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約
、
永
遠
存
照
。

高
暦
三
十
二
年
四
月
二
十
六
日
立
禁
約
合
同
人

略
)

(
幻
〉
徽
州
で
は
篠
件
の
よ
い
墳
地
が
見
つ
か
る
ま
で
、
枢
を
小
屋
が
け
し

た
り
茅
茨
や
煉
瓦
な
ど
で
お
お
っ
て
俣
埋
葬
(
停
枢
・
療
唐
)
す
る
習

慣
が
あ
っ
た
。
葉
額
恩
『
佃
僕
制
』
一
一

一
六
J
一
七
頁
参
照
。

(
お
)
葉
穎
恩
『
佃
僕
制
』
一
一
六
一
一

1
六
七
頁
な
ど
。

(
担
)
『
諦
波
孝
里
貧
民
族
譜
』
各
五
、
租
墓
、
「
七
里
湾
大
塚
火
佃
呉
一
踊

租
等
服
俳
文
書
」
。
原
文
は
拙
稿
「
明
代
前
中
ナ
期
、
里
甲
制
下
の
紛
争

庭
理
徽
州
文
書
を
史
料
と
し
て
|
」
(
『
東
洋
皐
報
』
七
六
巻
三
・

四
抗
、
一
九
九
五
年
〉
、
一

O
J
一
一
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
『
契
約
文
書
』
三
巻
八
九
頁
。

(
お
)
「
嘉
靖
三
十
六
年
郡
門
鴻
初
保
立
還
文
約
」
(
『
契
約
文
書
』
二
巻
二

六
O
頁
〉
、
「
嘉
靖
三
十
六
年
郁
門
謝
鍵
頁
僕
文
約
」
ハ
『
契
約
文
書
』
一
一

巻
二
六
一
一
貝
)
。
前
者
の
原
文
は
、
前
掲
拙
稿
「
明
代
後
期
、
徽
州
郷

村
社
舎
の
紛
争
庭
理
」
二
八
J
二
九
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
〉
「
崇
禎
十
四
年
僕
人
、
在
春
陽
立
甘
罰
戒
約
」
(
『
契
約
文
書
』
四
巻

四
六
九
頁
)
。

立
甘
罰
戒
約
僕
人
、
在
春
陽
、
原
父
涯
添
志
向
蒙
家
主
恩
養
、

供
〔
共
〕
生
兄
弟
二
人
、
向
今
無
臭
。
因
伯
父
新
志
無
嗣
、
先
年

以
賢
正
陽
成
縫
、
今
叉
終
弟
復
陽
過
縫
。
不
合
未
通
家
主
、
得
知

私
自
行
事
。
家
主
黄
身
欺
貌
之
罪
、
不
合
出
言
、
官
犯
抵
鰯
、
致

家
主
欲
以
開
官
理
論
。
自
知
情
瞬
、
懇
求
親
友
動
息
、
恕
身
重

罪
、
感
自
甘
立
戒
約
。
以
後
輩
守
家
規
、
再
不
得
件
逆
等
情
、
如

濯
、
肝
従
家
主
執
此
経
官
理
治
無
辞
。
今
恐
無
閣
内
山
、
立
此
甘

程
法
(
他
七
人

罰
戒
約
存
照
。

崇
禎
十

四

年

七

月

日

立
罰
戒
約
人
注
春
陽
+

窓
親
友
程
縫
租
朱
縫
高
在
正
陽
(
押
)

ま
た
「
崇
顧
十
四
年
託
正
陽
際
主
文
書
」

(
『契
約
文
書
』
四
各
四
六

七
頁
〉
も
参
照
。

(
お
)
な
お
筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
、
明
代
後
期
の
文
約
・
合
同
な
ど
に
あ

ら
わ
れ
た
七
十
五
例
の
紛
争
事
例
を
検
討
し
た
が
、
そ
の
う
ち
佃
僕
や

奴
僕
を
嘗
事
者
と
す
る
十
九
例
、
お
よ
び
地
方
官
の
裁
定
で
決
着
し
た

四
例
を
除
い
た
五
十
二
例
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
中
見

人
が
十
八
例
(
三
四

・
六
%
)
、
里
長
が
十
六
例
(
三

0
・
八
%
)
、
営

事
者
の
同
族
と
姻
戚
が
そ
れ
ぞ
れ
十
七
例
(
三
四
・

O
W
A〉
、
郷
約
が

五
例
(
九
・
六
%
〉
、
老
人
・
保
甲
・
地
都
が
そ
れ
ぞ
れ
四
例
(
七
・

七
%
〕
、
調
停
・
仲
介
者
を
記
さ
な
い
の
が
二
例
会
一
・
八
%
)
と
な

る
。
中
見
人
や
里
長
の
比
率
は
主
僕
紛
争
の
場
合
と
あ
ま
り
努
わ
ら
な

い
が
、
賞
事
者
の
族
人
や
姻
戚
が
紛
争
庭
理
に
か
か
わ
る
比
率
は
、
主

僕
紛
争
の
場
合
に
比
べ
か
な
り
高
い
。
こ
れ
は
族
人
や
姻
戚
に
よ
る
調

停
や
仲
介
は
、
同
族
の
族
人
ど
う
し
の
紛
争
に
際
し
て
行
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

(

m

U

)

前
掲
『
譲
渡
孝
里
賀
氏
族
譜
』
所
牧
「
七
里
湾
大
塚
火
佃
呉
一
隅
租
等

服
緋
文
書
」
、
停
衣
凌
前
掲
「
明
代
徽
州
庄
僕
制
度
之
側
面
的
研
究
」

一
六
頁
所
引
の
、
歴
史
研
究
所
蔵
『
明
代
休
寧
徐
氏
年
曾
簿
』
な
ど
。

(

ω

)

『
渓
南
江
氏
家
譜
』
第
六
加
、
「
洞
規
」
(
都
察
院
右
都
御
史
江
一

麟
撰
)
。

- 44ー

:
・
何
謂
和
睦
郷
里
。
無
分
異
姓
・
同
姓
、
奥
我
同
庭
、
国
土
相

連
、
守
的
正
相
依
、
各
宜
謙
和
敬
譲
、
喜
慶
相
賀
、
患
難
相
数
、
疾
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(
汎
〉

病
相
扶
持
、
彼
此
協
和
、
略
無
顧
忌
。
不
可
因
着
小
念
関
気
、
宿

怨
挟
謀
、
交
杷
啓
賞
、
亡
身
破
家
。
雄
佃
僕
傭
債
之
人
、
亦
必
一

鐘
待
之
、
是
謂
和
睦
郷
里
。

:
一
御
群
下
。
租
宗
所
遁
佃
僕
、
服
発
執
役
、
須
犬
家
憐

他
、
母
窓
凌
虐
。
或
有
燭
犯
、
告
之
洞
正
副
、
論
以
名
分
所
在
、

朴
責
示
懲
。
所
買
奴
縛
及
来
投
工
役
、
亦
宜
愛
情
。

『
休
寧
沼
氏
族
譜
』
譜
洞
、
宗
規
、
「
林
塘
宗
規
」
。

村
中
佳
屋
衆
僕
、
雄
各
房
多
寡
不
岡
、
枚
養
久
近
不
て
其
主
僕

之
分
均
也
、
均
嘗
待
以
恩
義
。
印
有
小
犯
、
原
情
寛
貸
、
不
必
分

爾
僕
我
僕
、
多
生
計
較
、
因
調
租
宗
時
、
気
象
便
可
見
失
。
但
僕

等
或
有
侍
力
互
争
、
醐
酒
生
事
、
凌
虐
岡
村
里
都
、
詐
欺
経
過
商

版
者
、
途
該
門
房
主
、
即
行
責
戒
、
以
微
其
後
。
不
得
偏
護
自
遺

伊
感
。
若
其
事
関
繋
主
僕
謹
統
、
則
合
力
禁
治
、
無
致
数
尤
。
蓋

主
僕
分
巌
、
徽
穂
美
俗
。
:
:

『
休
寧
沼
氏
族
譜
』
、
譜
洞
、
宗
規
、
統
宗
洞
規
、
「
守
望
嘗
巌
」

0

・
:
若
約
中
有
義
男
、
不
運
防
範
、
縦
跡
可
疑
者
、
即
時
察
之
、

若
果
有
賞
跡
可
媛
、
即
鳴
諸
宗
洞
、
禽
呈
迭
官
。
若
其
人
自
知
所

犯
難
掩
、
畏
罪
自
愛
者
、
本
主
備
具
寅
情
一
紙
、
投
洞
約
、
各
房

長
詮
明
、
間
震
霊
知
存
照

0

・

『
清
河
張
氏
宗
譜
』
巻
十
三
、
家
規
、
「
縛
僕
役
使
第
十
二
」
。

一
、
母
失
字
解
僕
。
雄
云
卑
賎
、
然
皆
人
之
子
女
也
。
既
供
役
吾

家
、
便
嘗
恩
養
、
方
得
人
力
、
長
大
便
嘗
婚
配
、
勿
令
怨
積
。
且

敬
之
各
執
一
事
、
庶
日
後
菟
役
、
各
得
其
所
、
不
致
飢
寒
。
・

一
、
僕
無
呼
喚
、
不
許
入
中
堂
、
解
無
命
令
、
不
容
出
外
開
。
犯

者
責
三
十
、
男
磐
女
管
。
て
鶏
A
M
者
答
、
以
物
軽
重
篤
差
、
草

(担〉
(

お

)

役
。
一
、
謀
逆
侵
主
陵
墓
、
殴
害
家
主
、
迭
官
慮
死
。
て
私
交

主
仇
以
震
内
患
、
杖
一
百
、
革
出
。
一
、
担
命
杖
六
十
、
抗
命
杖

八
十
、
一
陣
命
杖
四
十
。
て
謬
妄
言
者
、
答
三
十
。
話
語
及
唆

問
。
一
、
殴
族
人
、
主
象
行
杖
六
十
、
主
同
列
杖
四
十
、
主
卑
行

杖
三
十
c

一
、
輿
主
抗
言
、
答
二
十
。
一
、
逃
役
杖
五
十
、
謀
役

壊
事
或
作
好
、
杖
五
十
。
て
出
不
菓
命
、
撞
出
者
杖
三
十
。
鯖

必
裏
面
、
不
面
者
杖
三
十
。
て
僕
男
妻
女
嫁
、
必
叩
主
。
生
男

女
、
必
告
知
求
命
名
。
死
必
告
知
、

E
J
地
掩
埋
、
不
至
者
並
杖
二

十
。
一
、
受
主
委
寄
、
玩
事
不
忠
、
按
事
重
軽
擬
杖
。
一
、
守
主

墳
被
他
人
侵
者
、
杖
六
十
。
併
不
報
者
、
加
三
等
。
如
失
去
蔭
木

翻
石
者
、
杖
二
十
。
併
不
報
者
、
杖
三
十
。
監
守
自
盗
者
、
加
一

等
。
一
、
好
詐
侮
主
、
杖
八
十
。
鐙
僕
不
潔
、
杖
二
十
。
因
致
主

疾
、
杖
八
十
。
一
、
賓
至
慢
賓
、
杖
二
十
。
一
、
賓
鐘
錆
之
、
性

味
相
犯
、
答
四
十
、
草
役
。
て
傾
惰
答
二
十
。
て
喧
嘩
答
二

十
。
一
、
奴
牌
相
好
、
各
杖
三
十
、
革
出
。
一
、
奴
稗
有
外
好

者
、
杖
三
十
、
不
改
遇
、
草
出
。

(
担
〉
南
京
大
皐
歴
史
系
資
料
安
議
員
嘉
靖
三
十
九
年
僕
立
還
謄
主
文

約
」
(
蔵
貌

0
0
0
0七
六
)
。

拾
西
都
在
南
等
・
在
淵
等
、
原
祖
、任
天
貴
投
至
十
六
都
房
東
侃

節
隆
公
器
用
僕
、
自
租
以
来
屡
奉
慮
主
不
敏
。
今
国
房
東
傍
象
身

故
、
来
得
出
豚
報
計
。
有
房
東
侃
護
兄
弟
要
行
呈
治
、
今
在
南
等

自
知
理
腐
、
托
懇
房
東
族
長
、
動
議
姪
侃
護
兄
弟
、
克
行
口
治
、

情
願
立
還
文
約
。
日
後
婚
姻
死
葬
・
清
明
奔
掃
、
印
刻
赴
懸
磨

主
、
不
敢
有
遣
。
如
蓬
不
運
文
約
、
肝
自
房
東
理
治
不
恕
。
今
恐

無
窓
、
立
此
震
照
。

- 45ー
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嘉
靖
三
十
九
年
七
月
初

一
目
立
遺
文
約
僕
人

迂
南
等
+

淵
等

(
押
)

在
初
等
O
在
勝
等
(
押
)
在
龍
等
、

房
東
族
長
侃
並
田
口
(
押
)
侃
友
乾
(
押
)
侃
感
龍
(
押
)

促
天
佑
(
押
)

侃
玉
法
(
押
)
依
口
代
書
房
東
曹
再
盛

(
押
)
王
光
大
(
押
〉

(
お
)
「
蔦
暦
四
十
年

-M門
鯨
僕
人
在
新
歪
等
態
役
文
書
(
紅
契
)
」
(
『
曾

恒
柵
考
懇
』
通
し
番
挽
八
六
五
)
。

(
お
〉
南
京
大
祭
歴
史
系
蔵
合
同
文
書

〈
蔵
銃
0
0
00
五
八
〉
。

(
幻
)
貌
金
玉
「
院
南
」

一
七
九
頁
に
引
用
す
る
『
洪
氏
謄
契
簿
』
。

(
叩
品
〉
貌
金
玉
「
院
南
」
一
七
一
一
良
に
引
用
す
る
、
経
済
研
究
所
所
磁
文

議
官
。

〈
刊
日
)
前
掲
拙
稿
「
明
代
後
期
、
徽
州
郷
村
社
曾
の
紛
争
庭
理
」
三
三
頁
。

ま
た
夫
馬
進

「
訟
師
秘
本
の
世
界
」
(
小
野
和
子
編
『
明
末
清
初
の
社

曾
と
文
化
』
京
都
大
祭
人
文
科
間
学
研
究
所
、

一
九
九
六
年
)
二
O
四
J

一
O
頁
を
参
照
。

(

ω

)

前
掲
拙
稿

「明
代
前
牢
期
、
里
甲
制
下
の
紛
争
庭
理
」
=
了

一
O

頁
。

(

H

U

)

高
橋
芳
郎
「
明
末
清
初
期
、
奴
稗

・
雇
工
人
身
分
の
一
再
編
と
特
質
」

(
『
東
洋
史
研
究
』
四

一
巻
三
鋭
、
一

九
八

二
年〉
、
同

「
明
代
の
奴

稗
・
義
子
孫
・
雇
工
人
|
寓
暦
十
六
年
新
題
例
の
前
提
|
」

(『柳
田

節
子
先
生
古
稀
記
念
中
園
の
俸
統
社
禽
と
家
族
』
汲
古
書
院
、
一

九

九
三
年
)
。

(
必
)
『
大
明
律
』
戸
律
戸
役
、
「
立
嫡
子
建
法
」
・
同

「牧
留
迷
失
子
女
」・

刑
律
賊
盗
、
「
略
人
略
賓
人
」
。

(
川
町
)
「
蔦
暦
十
一

年
朱
法
等
連
名
戒
約
」

〈
『
契
約
文
書
』

三
袋

=
二 在

頁〉
。

具
戒
約
僕
人
朱
法

・
朱
得
旺

・
方
運
来

・
王
秋

・
王
使
紅
・
張
勝

梨

・
促
同

・
程
秀
・
胡
進
喜

・
胡
加
喜

・
胡
珍
・
渚
四
的

・
李
秋

狗
・
李
才
奇
・
郡
三
十

・
陳
魁

・
陳
松
・
陳
清
め
・
王
長
夜

・
呉

服
狗
・
朱
旦
仰
・
程
足
(
仇
)
、
情
因
不
合
不
服
主
公
約
束
、

糾
衆
信
飢
。
経
衆
家
主
公
呈
告
官
庭
治
、
蒙

豚

主
開
恩
、

不
深
重
究
、
押
令
嘗
堂
寓
立
連
名
戒
約
。
身
等
自
知
前
非
、
悔
過

白
新
、
磁
求
衆
家
主
の
復
枚
留
。
嗣
後
、
氷
一
迫
約
束
、
小
心
供
役
、

再
不
敢
在
外
糾
衆
抗
担
。
如
有
各
情
、
一

怒
衆
家
主
粘

此

鳴

官

重
究
。
遜
断
具
立
連
名
戒
約
局
照
。

高
暦
十
一
年
二
月
初
六
日
具
連
名
戒
約
僕
人
方
運
来
+
(
他
二
十

一
名
略
〉
。

(μ
〉

「寓
暦
十
一

年
休
寧
在
向
嗣
等
告
立
執
照
」
(
『
契
約
文
書
』
三
巻

一
二
八
頁
)
。

(
必
〉
『
大
明
律
』
刑
律
関
殿
、
「
良
賎
相
殴
」
僚
に
、
「
若
殿
線
航
小
功

親
奴
解
、
:
:
:
至
死
者
、
杖

一
百
・

徒
三
年
」

と
あ
る
。

(
川
町
)
業
額
恩
『
佃
僕
制
』

二
七
四
頁
、
お
よ
び
陳
栴
雲
前
掲
「
薙
正
五
年

開
畝
間
世
僕
論
旨
在
徽
州
的
貧
施
」
六
三
頁
に
紹
介
す
る
、
描
侍
巌
『
敏

紀
』
巻
九、

紀
識
語
、
「
在
菊
致
死
春
蘭

一
案」。

(
灯
〉
高
橋
芳
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
宋
代
の
佃
戸
は
、
地
主
に
劃
し
て
「
主
僕

の
分
」
を
認
め
ら
れ
、
法
的
に
は

「雇
傭
人
」
身
分
と
し
て
扱
わ
れ
る

「佃
僕
」
や

「
地
客
」
と
、
地
主
に
射
し
て
「
主
佃
の
分
」
が
あ
り
、

法
的
に
は

「主
佃
事
法
」
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
る
「
佃
客
」
と
に
分
け

ら
れ
る
と
い
う
。
明
代
に
は
宋
代
の
よ
う
な

「
主
佃
専
法
」
は
存
在
し

な
い
が
、
「
主
僕
の
分
」
あ
る
佃
僕
が
い
か
な
る
法
身
分
と
し
て
扱
わ

- 46ー
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れ
た
の
か
は
よ
く
剣
ら
な
い
。
高
橋
芳
郎
「
宋
元
代
の
奴
稗
・
雇
傭

人
・
佃
僕
に
つ
い
て

l
法
的
身
分
の
形
成
と
特
質
|
」
(
『
北
海
道
大
拳

文
皐
部
紀
要
』
二
六
巻
二
鏡
、
一
九
七
八
年
)
、
同
「
宋
代
佃
戸
の
身

分
問
題
」
令
東
洋
史
研
究
』
三
七
巻
三
貌
、
一
九
七
八
年
)
。
な
お
宋

代
の
佃
戸
・
佃
僕
を
め
ぐ
る
膨
大
な
研
究
史
は
、
宮
津
知
之
「
宋
代
農

村
社
曾
史
研
究
の
展
開
」
(
谷
川
道
雄
編
『
戟
後
日
本
の
中
園
史
論

争
』
河
合
文
化
教
育
研
究
所
、
一
九
九
三
年
〉
に
詳
し
く
整
理
さ
れ
て

い
る
。

(
組
閣
)
劉
和
恵
「
補
論
」
五
四
頁
に
引
用
す
る
、
安
徽
省
博
物
館
蔵
『
明
天

啓
鄭
氏
磯
崎
契
簿
』
。

(
必
〉
「
大
明
律
』
刑
律
関
段
、
「
奴
稗
殿
家
長
」
。
な
お
奴
稗
が
家
長
を

罵
っ
た
場
合
の
刑
罰
は
絞
、
雇
工
人
の
場
合
は
杖
八
十
徒
二
年
で
あ
る

(
刑
律
罵
言
、
「
奴
解
篤
家
長
」
)
。

(
印
)
た
だ
し
狂
菊
の
事
案
と
侃
運
保
の
事
案
を
比
べ
る
と
、
傷
害
致
死
と

殴
打
と
い
う
案
情
の
蓬
い
も
大
き
く
、
お
そ
ら
く
後
者
で
は
、
知
燃
が

こ
の
訴
訟
案
件
白
檀
を
「
州
豚
自
理
の
案
」
た
る
「
細
事
」
と
み
な

し
、
厳
密
に
擬
律
を
せ
ず
懲
戒
的
な
鐙
罰
で
す
ま
せ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
墳
林
の
盗
伐
に
削
到
す
る
刑
罰
と
し
て
杖
八
十
を
(
『
大

明
律
』
刑
律
賊
盗
、
「
盗
園
陵
樹
木
」
〉
、
あ
る
い
は
不
慮
篤
の
事
理
の

重
き
者
と
し
て
杖
八
十
(
刑
律
雑
犯
、
「
不
藤
信
用
」
)
を
適
用
し
た
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
は
審
語
に
そ
の
旨
を
明
記
す
る
の
が
普

通
で
あ
り
、
や
は
り
懲
戒
的
な
杖
打
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
見
〉
彰
超
前
掲
「
試
探
庄
僕
、
佃
僕
和
火
佃
的
医
別
」
七
九
J
八
O
頁
に

引
用
・
紹
介
す
る
、
安
徽
省
博
物
館
蔵
『
英
才
公
謄
契
勿
公
洞
緋
』。

(
臼
)
「
屯
院
」
と
は
、
南
京
に
駐
劉
し
、
南
直
隷
の
衛
所
の
屯
田
を
巡
視

し
た
巡
屯
御
史
を
指
す
(
寓
暦
『
大
明
曾
典
』
巻
十
八
、
戸
部
五
、
屯

田
〉
。
巡
屯
御
史
が
こ
の
訴
訟
を
審
理
し
て
い
る
の
は
、
鄭
氏
が
軍
戸

で
あ
り
、
問
題
の
団
地
が
鄭
民
の
軍
妊
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

(
臼
)
注
道
昆
『
太
函
副
墨
』
巻
十
、
「
挑
令
君
生
洞
碑
記
」
(
縛
衣
凌

「
側
面
」
一
九
頁
参
照
〉
に
は
、
「
教
俗
故
以
家
世
相
役
僕
、
而
逆
節

漸
萌
。
令
君
謂
、
間
右
借
是
以
庇
其
家
、
長
民
者
借
是
以
保
其
士
、
分

定
故
也
。
漸
訣
駿
屋
、
以
正
名
」
と
、
明
末
の
数
知
鯨
挑
が
、
「
数
俗
」

に
基
づ
い
て
主
僕
の
名
分
を
正
し
た
こ
と
を
賞
賛
す
る
。
ま
た
康
照

『
徽
州
府
士
山
』
巻
二
、
奥
地
志
下
、
風
俗
に
も
、
主
僕
の
分
を
き
わ
め

て
重
ん
じ
る
徽
州
の
風
俗
を
特
記
し
た
う
え
で
、
「
民
牧
者
、
嘗
随
郷

入
俗
、
力
持
風
化
、
高
不
可
以
他
郡
寛
政
施
之
新
安
。
否
則
政
如
翼
責

魯
卓
、
而
輿
議
沸
騰
、
徐
無
可
観
世
矢
」
と
、
地
方
官
は
徽
州
の
「
俗
」

に
し
た
が
い
主
僕
の
分
を
維
持
す
べ
き
で
あ
り
、
他
地
方
の
よ
う
な
寛

容
な
主
僕
関
係
を
認
め
れ
ば
、
輿
論
を
奉
げ
て
の
非
難
を
菟
れ
な
い
と

述
べ
る
。

(
町
内
)
得
衣
凌
「
側
面
」
一
九
頁
に
引
用
す
る
、
方
弘
静
『
索
園
存
稿
』
巻

十
七
、
「
郡
語
」
下
。

(
日
)
『
淳
書
画
王
氏
宗
譜
』
(
高
暦
元
年
刊
本
)
巻
二
、
十
九
世
石
橋
下
房
。

維
清
:
:
:
家
素
裕
鏡
、
皇
之
敬
輿
劉
氏
子
、
傭
工
其
家
。
園
朝
未

定
之
初
、
劉
投
成
、
後
以
微
功
得
授
兵
馬
。
道
過
津
富
、
喜
宴

之
、
彼
懐
先
憤
、
飲
半
麿
従
悉
殺
之
。
子
大
都
僅
以
身
逃
、
訴
子

郵
院
剣
、
得
伸
其
菟
。
亦
以
孤
力
、
投
成
銭
塘
無
後
。
火
佃
凌
・

項
・
程
・
胡
敷
家
、
皆
散
出
而
各
立
戸
。

な
お
維
清
の
族
弟
の
王
天
佑
の
俸
に
も
、
「
妾
潟
村
張
氏
、
止
。
火
佃

胡
穎
・
口
祖
、
賄
求
立
戸
男
住
」
と
あ
り
、
主
家
の
紹
戸
の
後
、
佃
僕

-47ー
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が
賄
賂
に
よ
り
主
家
の
戸
籍
を
脱
し
、
自
ら
の
戸
を
立
て
た
こ
と
を
記

す。

(
日
山
)
張
海
鵬
主
縞
『
明
清
徽
商
資
料
選
編
』
(
黄
山
書
位
、
一
九
八
五

年
)
八

O
J八
三
頁
に
引
く
、

『
休
寧
率
東
程
氏
家
譜
』
。

(
幻
)
嘉
靖
『
徽
州
府
士
心
』
巻
二
、
風
俗
士
山
・
巻
八
、
食
貨
志
。

(
四
叩
〉
努
働
力
確
保
の
た
め
、
佃
僕
の
移
住
は
禁
止
な
い
し
制
限
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
「
永
柴
十
四
年
郁
門
腕
謝
俊
茶
等
頁
火
佃
住
基
文
契
」
(
『
曾

編
考
穣
』
通
し
番
挽
五
八

O
〉
に
は
、
「
其
火
佃
狂
租
家
、
一
一
総
振
安

使
用

・
情
喚
、
本
家
即
無
限
嘗
、
即
不
移
居
他
庭
。
如
有
移
唐
他
慮
、

一
一
線
振
安
報
開
・
迫
理
」
と
、
住
基
の
寅
買
に
と
も
な
う
佃
僕
の
使
役

時
惜
の
移
轄
と
と
も
に
、
佃
僕
の
他
所
へ
の
移
住
禁
止
が
明
記
さ
れ
て
い

る。

(
回
)
高
暦
『
欲
士
心
』
考
、
各
二
、
風
土
。

(ω)
張
雲
懇
前
掲
「
徽
州
歴
史
上
的
林
木
経
営
初
探
」、

阪
桐
雲
前
掲

「
明
清
山
林
苗
木
経
済
初
探
」
、
業
顛
恩
『
佃
僕
制
』
第
三
章
第
二
節

な
ど
を
参
照
。

(
飢
〉
「
隆
慶
五
年
注
乞
付
等
甘
罰
文
約
」
(
『契
約
文
書
』
二
巻
四
七

O

頁
)

佃
人
在
乞
付
・
江
光
(
保
〉
・
林
記
龍
等
、
今
因
買
受
房
東
注
徳

瑞
叔
口
、
土
名
迎
牛
坑
裏
裁
杉
木
欣
研
、
輿
房
東
在
子
砕
・
子
口

弟
姪
等
同
挽
外
裁
山
界
相
達
。
是
身
等
不
知
、
混
研
過
界
。
今
房

東
在
子
枠
等
要
行
告
理
、
身
自
知
理
防
、
不
願
素
繁
、
托
中
江
弔
問

等
、
懇
調
印
納
償
足
吃
。
立
遺
文
約
信
用
照
。

隆
慶
伍
年
二
月
十
五
日
立
遺
文
約
佃
人
迂
乞
付
(
押
)

光
保

O
林
記
龍
×

中
見
人
江
欝
(
押
〉

(
臼
)
陳
拘
雲

「従

《李
氏
山
林
置
産
簿
》
看
明
清
徽
州
山
林
経
営
」
(
『江

准
論
壇
』

一
九
九
二
年
一
期
)
七
六
頁
。

(
臼
〉
「
郁
門
豚
庄
人
康
具
旺
等
立
還
約
」
〈
『
資
料
叢
編
』
一
集
四
六

O

頁
〉
。

(
臼
)
南
京
大
翠
歴
史
系
資
料
室
務
「
明
嘉
靖
|
清
宣
統
民
閲
租
約
」
(
厳

駒山ノ

0
0
0
0八
O
Y

庄
人
涯
分
龍
、
今
因
男
長
爵

・
長
貴
、
自
不
合
終
房
東
山
桃
鳩
松

木
私
口
客
柴
、
房
東
得
知
、
要
行
理
治
、
自
情
感
佃
去
本
山
密
見

培
、
前
去
放
機
鋤
種
、
遁
山
密
撒
松
子
、
母
問
険
峻
、
不
得
拠
荒

尺
土
。
三
年
之
内
、
接
山
主
踏
看
、
如
無
苗
木
、
肝
自
迫
還
花

利
、
日
後
成
材
、
主
主
三
口
又
相
分
、
主
得
二
口
又
、
種
人
得
一
口
又
。

其
主
金
不
敢
幾
賓
他
人
、
如
濯
、
折
自
理
治
。
存
昭
一
。

崇
禎
六
年
七
月
初
十
目
立
承
佃
庄
人
在
分
龍

O
見
親
胡
付
感

(
押
)
胡
口
付

O

(
日
)
『
呉
氏
墳
山
佃
経
理
綿
簿
』
、
楊
干
山
の
項
。

(
同
山
)
徽
州
商
人
の
活
動
を
め
ぐ
る
近
年
の
も
っ
と
も
包
括
的
な
論
者
と
し

て
、
張
海
鵬

・
王
廷
元
主
編
『
徽
一
商
研
究
』
(
安
徽
人
民
出
版
社
、一

九
九
五
年
〉
が
あ
る
。
ま
た
明
末
の
銀
流
入
と
そ
の
吐
舎
経
済
的
影
響

を
康
範
に
論
じ
た
最
近
の
研
究
と
し
て
、
者
三
E
B
〉
・
〉

Zo---

z
至
高

2
一2
2仏
任

命

何

E
O『
m-
ロ
問
者
2
5
H
w
n
B
o
z
-
円
-

E
815印
C
W
M
-
-
ロ
斗
宅
二
円

r
o江
同
ロ

ι
7品
。
問
。
包
臼
・
・
同
]
芯
の
め
ヨ
~v
三
人
町
内

町"に。司、
い可。
¥門川、
v
な
お
・
て
と
・
句
・
。
E
d
r
ユL
m
o
d
-
p・
3
申∞-

お
よ
び

岸
本
美
緒
『
東
ア
ジ
ア
の

「
近
世
」
』
(
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
)

を
参
照
。

(
mw
〉

『
醒
世
怪
言
』
第
三
十
五
倉
、

江

- 48ー
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史
』
巻
二
百
五
十
二
、
孝
義
停
二
に
枚
め
ら
れ
て
有
名
な
、
「
義
僕
」

阿
寄
の
物
語
は
、
徽
州
に
鄭
接
す
る
新
安
江
に
沿
っ
た
山
開
地
の
淳
安

燃
を
舞
蔓
と
す
る
が
、
阿
寄
が
主
人
か
ら
預
か
っ
た
わ
ず
か
な
元
手
で

，漆
を
貰
い
附
け
、
そ
れ
を
蘇
州
や
一
滴
建
で
賓
り
さ
ば
き
、
大
き
な
利
盆

を
上
げ
た
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
小
設
と
は
い
え
ま
っ
た
く
荒
唐
無

稽
な
も
の
で
は
な
く
、
嘗
時
の
佃
僕
や
奴
僕
が
、
商
業
活
動
に
よ
っ
て

富
を
得
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
同
山
)
た
と
え
ば
『
明
清
徽
州
社
舎
経
済
資
料
叢
編
』
第
二
輯
(
中
園
祉
舎

科
祭
出
版
社
、
一
九
九
O
年
)
に
は
、
佃
僕
が
房
東
に
針
し
回
・
地
・

山
な
ど
を
賓
却
し
た
明
代
の
文
書
が
、
計
八
件
枚
め
ら
れ
て
い
る
(
同

書
の

「
文
契
線
表
」
を
参
照
)
。
ま
た
待
衣
凌
「
側
面
」
一
四
頁
、
お

よ
び
章
有
義
前
掲
『
明
清
及
近
代
農
業
史
論
集
』
一
ニ
九
0
1九
一
一
良
に

は
、
首
円
暦
年
閲
に
佃
僕
や
義
男
が
主
家
か
ら
山
地
や
屋
地
を
購
入
し
た

こ
と
を
示
す
文
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
伺
)
楊
園
禎
『
明
清
土
地
契
約
文
書
研
究
』
(
人
民
出
版
位
、
一
九
八
八

年
〉
一
一
一

λ
1
二
三
ニ
頁
。

(
叩
)
佃
僕
に
よ
る
甲
首
役
の
負
揺
を
示
す
文
書
と
し
て
、
「
嘉
靖
十
六
年

郡
門
章
遜
付
等
貰
山
赤
契
」
(
『
明
清
徽
州
社
舎
経
済
資
料
叢
編
』
第

二
輯
、
四
九
四
J
九
五
頁
)
に
は
、
「
十
一
都
章
進
付
・
進
才
・
進

保
、
今
因
甲
首
無
銭
態
嘗
、
終
承
祖
父
原
買
得
涯
志
保
山
一

備
、
坐
落

六
保
、
土
名
朝
山
潟
、
系
経
理
坐
字
七
百
九
十
一
一
鋭
、
計
山
三
弘
:
:
:

霊
行
立
契
出
資
輿
房
東
証
再
陽
名
下
宿
周
業
」
と
あ
り
、
佃
僕
の
章
進
付

ら
が
甲
首
役
の
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
、
房
東
の
淫
再
陽
に
所
有
す
る

山
地
を
賓
却
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
冗
〉
佃
僕
が
立
て
た
文
書
の
な
か
に
は
、
-多
く
は
稚
拙
な
字
な
が
ら
、
佃

僕
自
身
が
筆
を
執
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
稀
で
は
な
い
。
ま
た
「
隆

慶
四
年
王
漣
順
賀
子
婚
書
」
(
『
契
約
文
書
』
二
巻
四
五
八
頁
)
は
、

僕
人
の
王
漣
順
が
家
主
の
在
銀
東
に
、
十
七
歳
の
男
子
王
得
金
を
甫
買
っ

た
寅
身
契
で
あ
る
が
、
末
尾
の
署
名
に
は
「
奉
書
男
王
得
金
」
と
あ
っ

て
、
身
寅
り
さ
れ
る
本
人
が
筆
を
執
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
書
は
整

っ
た
構
書
で
書
か
れ
て
お
り
、
彼
が
一
定
の
識
字
教
育
を
受
け
て
い
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。

(η
〉
水
碓
は
精
米
や
滋
甑
に
用
い
る
大
型
の
水
車
で
あ
る
が
、
道
光
『
郡

門
勝
士
山
』
巻
五
、
風
俗
に
引
く
康
照
勝
士
山
に
、
「
土
痔
民
貧
、
歳
入
無

幾
、
多
取
給
於
水

J

確
・
磁
土
。
沓
士
山
謂
、
水
磁
隆
河
身
、
磁
土
傷
龍

骨
、
皆
利
害
依
関
;
:
:
」
と
あ
る
よ
う
に
、
河
流
を
狭
隆
に
す
る
と
し

て
紛
争
の
原
因
と
も
な
っ
た
。

(

η

)

『
教
西
渓
南
呉
氏
先
笠
士
山
』
、
唐
始
租
光
公
、
聾
塘
山
の
項
所
牧
の

議
約
。

衆
立
議
約
人
渓
南
呉
員
錫
・
道
宗
・
汝
弼
・
呉
銑
等
、
震
因
始
祖

奥
光
公
安
葬
聾
塘
山
、
子
孫
繁
庶
、
年
遼
失
子
経
理
、
以
致
屡
被

外
人
侵
占
盗
葬
等
情
。
叉
有
本
村
地
僕
極
悪
葉
積
回
父
子
、
私
造

水
碓
害
人
無
厭
、
背
義
窃
附
。
先
年
興
本
族
告
掲
臨
河
、
仇
家
挟

制
一
郷
、
衆
心
共
念
、
一
意
欲
経
公
告
理
租
墳
、
及
去
碓
以
除
民

害
。
奈
飲
盤
纏
、
衆
議
賂
墾
塘
山
除
租
墳
二
穴
外
、
其
絵
地
山
、

衆
議
債
銀
参
伯
雨
立
契
、
金
行
滋
一
低
下
子
孫
有
佼
義
者
枚
買
、
聴

従
雨
芳
杵
葬
風
水
、
付
出
債
銀
、
以
備
告
理
之
費
。
或
告
墳
山
、

或
治
悪
僕
、
倶
賂
此
銀
使
用
O
i
-
-
-
今
恐
無
窓
、
立
此
震
照
。

嘉
靖
二
十
六
年
三
月
初
七
日
衆
立
呉
員
錫
(
他
十
八
名
略
〉

代
書
奥
承
諾
。
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(
引
川
)
停
衣
凌
「
側
面
」
一
七
J
一
八
頁
に
引
用
す
る
文
化
部
文
物
局
所
綴

文
書
。

(
符
〉
『
渓
南
江
氏
家
譜
』
、
第
十
六
世
議
公
遠
墓
。

公
之
祭
掃
之
僕
、
従
主
姓
、
世
居
委
源
七
都
江
掛
間
前
渓
南
治
、
土

名
宋
村
坦
。
:
:
諸
僕
中
有
由
承
差
授
窮
巡
秩
者
、
飼
則
旬
伏
執

廊
役
無
武
、
要
非
清
流
之
故
。
主
翁
亦
不
錨
之
。
:
:
:

承
差
は
布
政
司
・
按
察
司
に
属
す
る
一
種
の
膏
吏
。
考
満
後
は
中
央
で

の
緋
事
を
経
て
騨
丞
を
授
け
ら
れ
た
ハ
蔦
暦
『
大
明
曾
奥
』
巻
五
、
吏

部
四
、
選
官
)
。

(
花
)
前
掲
『
明
清
徽
一
商
資
料
選
編
』
二
七

f
二
八
頁
に
引
く
、
高
暦
『
郡

門
豚
士
山
』
巻
四
、
風
俗
。
ま
た
謝
肇
湖
『
五
雑
組
』
巻
十
四
に
も
、

「
今
世
流
口
問
、
可
謂
混
清
之
極
O
i
-
-
有
起
自
奴
隷
、
駿
得
富
貴
、
無

不
結
姻
高
門
、
締
品
骨
筆
由
同
者
。
:
:
:
余
邑
長
楽
此
禁
甚
脇
、
篤
人
奴

者
、
子
孫
不
許
議
書
感
試
、
達
者
必
群
撃
之
。
余
謂
此
亦
太
遇
。
・
:
:

及
之
新
安
、
見
其
俗
不
禁
出
仕
、
市
禁
婚
姻
、
此
制
最
鴛
得
之
」
と

あ
り
、
『
郡
門
豚
志
』
の
記
述
と
一
致
す
る
。

(
け
〉
『
寅
山
公
家
議
校
注
』
各
四
、
庄
田
議
。

(
刊
悶
)
劉
和
恵
「
補
論
」
五
一
一
一
J
五
四
頁
に
引
用
す
る

『明
天
啓
鄭
氏
謄
契

簿』。

(
乃
)
『
歎
函
渓
南
奥
氏
先
箆
志
』
二
十
世
租
墓
、
「
重
修
金
充
圧
屋
紀

事」。

(
加
)
停
衣
凌
「
側
面
」
六
頁
に
引
用
す
る
、
文
化
部
文
物
局
の
所
蔵
文

番。

(
凱
)
劉
重
日
「
火
佃
新
探
」
一
二
三
J
二
四
頁
に
引
用
す
る
、
北
京
師
範

大
曲
学
駁
「
分
析
火
佃
合
文
」
。

〈
位
)
停
統
中
薗
の
身
分
秩
序
に
お
け
る

「恩
義
」
の
意
義
や
、
「
賎
」
観

念
の
基
底
を
な
す
服
役
性
・
従
属
性
な
ど
を
構
造
的
・
歴
史
的
に
論
じ

た
最
近
の
研
究
と
し
て
、
高
橋
芳
郎
「
中
園
史
に
お
け
る
恩
と
身
分
|

宋
代
以
降
の
主
佃
関
係
と
も
関
連
さ
せ
て
|
」
(
『
史
朋
』
二
六
鏡
、

一
九
九
三
年
。
『
法
制
史
研
究
』
四
五
、
一
九
九
五
年
の
岸
本
美
緒
氏

の
書
評
を
参
照
〉
、
岸
本
美
緒
「
明
清
時
代
に
お
け
る
『
賎
』
の
観
念
」

(
一
九
九
九
年
七
月
、
明
清
史
研
究
合
宿
に
お
け
る
報
告
〉
が
あ
る
。

(
回
)
余
顛
功
斡
『
不
卒
鳴
稿
』
(
南
京
大
象
歴
史
系
資
料
室
歳
、
議
貌

O

0
0
一
四
八
)
、
「
不
卒
鳴
稿
序
」
。
『
不
卒
鳴
稿
』
〈
全
四
倉
)
は
、

余
氏
と
溶
氏
と
の
一
連
の
訴
訟
に
関
す
る
一
件
文
書
を
集
集
し
た
稿
本

で
あ
り
、
明
末
の
佃
僕
制
を
め
ぐ
る
紛
争
・
訴
訟
に
つ
い
て
の
き
わ
め

て
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
な
お
玄
二

U
E
4
5
3・
2

百ロ臼
r
f
H
W
H
B

Z
ロ
ι包
日
、
『

r
o
H，
gω
固
く

ω
2
g見
。
『
恒
三
，

nr。ぺ・

3
・
NglmN-

に
も
、
『
不
卒
鳴
稿
』
の
概
要
を
紹
介
し
「
佃
僕
の
保
有
が
時
に
は
エ

リ
ー
ト
宗
族
の
プ
ラ
イ
ド
を
か
け
た
問
題
」
で
あ
り
、
い
か
な
る
経
済

的
負
捲
が
あ
っ
て
も
佃
僕
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

(
制
)
明
末
清
初
の
奴
舞
金
般
に
つ
い
て
は
膨
大
な
研
究
が
あ
る
が
、
森
正

夫
「
奴
挺
」
(
谷
川
道
雄
・
森
正
夫
編
『
中
園
民
衆
叛
飢
史
4
明
末

J
清

E
』
卒
凡
社
、
東
洋
文
庫
四
一
九
、
一
九
八
三
年
)
が
も
っ
と
も

包
括
的
で
あ
る
。

(
邸
〉
清
初
徽
州
の
奴
漢
に
つ
い
て
は
、
森
正
夫
前
掲
「
奴
獲
」
、
四
「
安

徽
南
部
」
の
ほ
か
、

NEEι
。
同
な
♂
。
F
s
h
a司
ぬ
潟
、
。
s
S
N
R一帆

G

S

9
3
hぬ
ト
ミ
白
町
民
足
。
ョ

2
3
5
Hり

2
0・
回

o
E
5
2
2
F

ω
o
n
E
(
U
S
E
R
-
g
ι
p
o
ζ
z
m・
。
主
国
間
叶
B
E
E
S
Z

E
E
-
n
r
g
p
o同
2
Z
S
広
島
品
広
品
目
・
、
業
頴
恩
『
佃
僕
制
』
一
一
八
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四
J
八
七
頁
な
ど
を
参
照
。

(
部
)
「
乙
酉
年
朱
老
欝
立
甘
罰
約
」
(
『
契
約
文
書
』
第
二
編
〔
清
・
民

園
練
〕
一
巻
一
一
頁
)
。
同
じ
日
附
の
「
順
治
二
年
玉
三
一
等
立
甘
罰

約
」
(
同
書
一
巻
一
一
一
一
貝
)
も
、
立
約
者
が
異
な
る
以
外
は
ほ
ぼ
同
内

容
で
あ
る
。

(

W

)

「
郁
門
前
綿
江
観
大
重
立
寅
身
契
」

469 

(
『
資
料
叢
編
』

一
集
、
五
五
四

ー
五
五
頁
)
。
ん
お
よ
び
…
縛
衣
凌
「
明
季
奴
織
広
史
料
拾
補
」
〈
初
出
一
九

四
七
年
、
『
明
滑
吐
曾
経
済
史
論
文
集
』
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年

所
枚
)
一
二
八
六
J
八
七
頁
に
引
用
す
る
、
歴
史
研
究
所
蔵
『
五
和
義
堂

置
産
合
同
簿
』
所
枚
の
僕
人
項
粉
等
の
戒
約
(
順
治
三
年
三
月
初
九

日
)
・
僕
人
程
起
ら
の
戒
約
(
順
治
三
年
一
一
一
月
初
十
日
v
。
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DISPUTES OVER THE “ＤＩＡＮ-ＰＵ”佃僕SYSTEM IN ＨＵＩ･ZHOU

　　　　　　

徽州PREFECTURE IN THE LATE MING

　　　　　　　　　　　　　　　

Nakajima Gakusho

　　

In this article, the author discusses the aspects of disputes and lawsuits

over the “dian-pu” (tenant/servant) system in Hui-zhou prefecture during

the later half of the Ming period, mainly by analyzing the documents of

Hui-zhou･“Dian-pu" were bound to particular landlords for generations,

not only cultivating the land as tenants, but also performing various kinds

of labour services, while landlords had to provide them with cultivated land,

housing and graveyard.“Dian-pu”’s freedom of movement were restricted,

and their social status were regarded as inferior to landlords. The main

principle regulating the landlord-"dian-pu” relation was what the Chinese

called “zhu-pu zhi fen” 主僕之分, meaning the distinction between master

and servant.

　　

The author collected ａ total of 52 dispute cases concerning the “dian-

ｐｕ”system, covering the years from 1487 to 1645, from various kinds of the

Hui-zhou documents. Many of these disputes were caused by troubles over

forested mountains and graveyard. Problems concerning the “dian-pu”’ｓ

labour obligations and their hereditary status also caused diverse conflicts.

0f the 52 dispute cases, 15 cases were brought before the magistrate's ｃｏｕ比

Many of other 37 cases were settled in rural community by various

mediators. In ａ few cases, landlords took part in the resolution of disputes

which occurred among the same clan of “dian-pu”.

　　

According to the Ming legal codes, commoner's families were prohibited

to possess and use hereditary bond servants.　But some lawsuit cases

showed that local magistrates in Hui-zhou approved of the possession of

bond servant not only by gentry families, but also by commoner's families.

Judging from some legal cases, it is appeared that local magistrates in

Hui-zhou generally made judicial judgement in accordance with the local

custom of Hui-zhou, which emphasized the hereditary inferior social status

of “dian-pu” based on the distinction between master and servant.

　　

By the early Ming, highly labour intensive agriculture ゛aS developed

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－I－



ill

　

Hui-zhou rural society.　　Powerful lineages who occupied much of

agricultural resources, often recruited the immigrants or landless peasants to

cultivate paddy land and　forested mountains, and even　asked them to

perform various labour services.　From the 16 th century, howeve「, the

development of commercial agriculture enabled ａ proportion of “dian-pu”

to

　

accumulate

　

capital

　

by

　

planting

　

all

　

sorts

　

of

　

commercial

　

products.

Furthermore, many “dian-pu” accompanied their masters to trading area as

managers or clerks, and sometimes succeeded to make some fortune｡

　　

On

　

the

　

other

　

hand,

　

under

　

the

　

competitive

　

and

　

overpopulated

circumstances of the Hui-zhou society in the late Ming, much more “dian-

ｐｕ”who could not gain from the commercialization, were further reduced to

poverty.

　

A proportion of “dian-pu” who hoped to seize new economic

opportunities and accomplish upward social mobility, often tried to break

away from their hereditary status. ０ｎ the other side, many impoverished

“dian-pu” often attempted to escape from landlord's supervision. However,

landlords generally did not approve their release from hereditary status.

As ａ result, the stratification ｏｆ“dian-pu”class further strained the

landload-“dian-pu” relations, and disputes among them became more and

more.

　　

This threatening situations finally brought about ａ large scale

rebellion of militarized “dian-pu” and bond servants throughout Hui-zhou

prefecture in the Ming-Qing transitional period.

Ａ BASIC STUDY ON THE RECONSTRUCTION OF THE

HISTORICAL IMAGE OF THE QING DYNASTY BASED

ON AN INVESTIGATION OF THE ＮＥＮＥＨＥ ＧＥＮＧＧＩＹＥＮ

ＨＡＮ Ｉ ＳＡＩＮＹＡＢＵＨＡ ＫＯＯＬＩ ＵＨＥＲＩ ＪＵＷＡＮ ＮＡＤ ＡＮ

　　

DEBTELIN,

　

EARLY QING MANCHU ARCHIVES

　　　　　　　　　

IN THE PRE-1644 PERIOD

　　　　　　　　　　　　　　　

ISHIBASHI Takao

　　

In the Ｍａｒｎｘieルｇｕｏｓhiｙ皿ｎ-ｄａｎｇ　ｍ文國史院標ｖol(jｕａｎ).001housed

in the Chinese First Historical Archives 中國第一歴史槽案館of Beijing,

there are two sorts of Manchu manuscripts. One of them is titled j石油ｆ
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